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仏
教
と
道
教
の
十
王
信
仰
と
儀
礼

田　

中　

文　

雄

一
、
祖
霊
祭
祀

今
日
で
も
東
ア
ジ
ア
で
は
、
死
者
の
追
善
供
養
が
盛
ん
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
、
閻
魔
を
中
心
と
す
る
十
人
の
冥
王
が
死
者
の

生
前
の
罪
過
を
審
判
し
、
そ
の
行
き
先
を
決
め
る
と
い
う
十
王
法
事
は
中
心
的
な
信
仰
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
信
仰
と
儀

礼
は
、
い
つ
頃
一
般
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

唐
代
の
仏
教
の
中
陰
法
事
と
、そ
の
影
響
を
受
け
た
道
教
の
追
善
に
つ
い
て
の
記
述
が
史
書
に
あ
る
。
玄
宗
時
代
の
宰
相
で
あ
っ

た
姚
崇（
六
五
〇
〜
七
二
一
年
）が
子
孫
に
伝
え
る
遺
言
の
中
で
、仏
教
と
道
教
の
中
陰
法
事
に
つ
い
て
、以
下
の
よ
う
に
触
れ
て
い
る
。

若
未
能
全
依
正
道
、
須
順
俗
情
、
從
初
七
至
終
七
、
任
設
七
僧
齋
。
若
隨
齋
須
布
施
、
宜
以
吾
縁
身
衣
物
充
、
不
得
輒
餘
財
、

爲
無
益
之
枉
事
、
亦
不
得
妄
出
私
物
、
徇
追
福
之
虚
談
。

道
士
者
、本
以
玄
牝
爲
宗
、初
無
趨
競
之
教
、而
無
識
者
慕
僧
家
之
有
利
、約
佛
教
而
爲
業
。
敬
尋
老
君
之
説
、亦
無
過
齋
之
文
、

抑
同
僧
例
、
失
之
彌
遠
。
汝
等
勿
拘
鄙
俗
、
輒
屈
於
家
。
汝
等
身
没
之
後
、
亦
教
子
孫
依
吾
此
法
云

（
１
） 。
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姚
崇
は
知
識
人
で
、
合
理
主
義
者
だ
っ
た
よ
う
で
、「
本
意
で
は
な
い
が
、
自
分
の
死
後
、
世
間
と
同
じ
よ
う
に
、
初
七
日
か

ら
四
十
九
日
ま
で
七
人
の
僧
を
招
い
て
法
要
を
お
こ
な
う
の
は
し
か
た
が
な
い
。
し
か
し
、
遺
し
た
身
の
ま
わ
り
の
物
を
布
施
と

し
て
、
妄
り
に
そ
の
他
の
出
費
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
。
ま
た
、「
道
士
は
本
来
は
不
死
の
根
源
を
宗
と
す
る
も
の
で
、

時
勢
に
あ
や
か
ろ
う
と
す
る
教
え
で
は
な
い
。
そ
れ
を
よ
く
知
ら
な
い
者
が
、
僧
た
ち
が
（
追
善
供
養
で
）
利
益
を
得
て
い
る
の
に

心
ひ
か
れ
、
仏
教
を
模
倣
し
て
（
追
善
の
）
や
り
方
を
作
り
上
げ
た
。
老
君
の
説
い
て
い
る
こ
と
を
検
討
し
て
み
て
も
、
齋
（
法
要
）

に
つ
い
て
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
僧
と
同
じ
こ
と
を
す
る
の
は
、
こ
れ
（
道
教
の
教
え
）
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
る
」
と
も

い
う
。「
こ
の
遺
言
は
子
々
孫
々
に
伝
え
る
よ
う
に
」
と
述
べ
る
こ
と
か
ら
、
姚
崇
が
生
き
た
時
代
、
七
〜
八
世
紀
に
は
仏
教
の
中

陰
法
事
が
一
般
化
し
て
い
た
こ
と
、
道
教
も
同
様
な
追
善
法
事
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
仏

教･

道
教
と
も
中
陰
（
四
十
九
日
）
ま
で
の
法
事
で
、
十
王
法
事
に
ま
で
は
言
及
さ
れ
な
い
。

い
つ
頃
か
ら
十
王
法
事
が
あ
っ
た
の
か
を
確
実
に
示
す
史
料
は
な
い
。
仏
教
の
中
陰（
中
有
）の
考
え
方
と
、中
国
の
死
者
埋
葬
法
、

初
め
の
七
回
（
初
七
日
か
ら
四
十
九
日
忌
ま
で
）
は
仏
教
的
な
転
生
可
能
日
で
あ
り
、以
後
の
三
回
（
百
日
〈
卒
忌

（
２
）〉・

小
詳
〈
一
周
忌

（
３
）〉・

大
詳
〈
三

回
忌

（
４
）〉）

は
中
世
中
国
の
埋
葬
シ
ス
テ
ム
が
合
わ
さ
っ
て
、
十
回
の
冥
界
裁
判
と
い
う
祖
霊
祭
祀
へ
と
発
展
し
た
と
考
え
る
の
が
妥

当
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
仏
教
で
も
道
教
で
も
十
王
へ
の
祭
祀
は
「
預
修
」「
逆
修
」
の
法
会
に
も
用
い
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
死
者
も

生
者
も
冥
界
裁
判
を
信
仰
し
、
シ
ス
テ
ム
化
し
た
宗
教
儀
礼
と
な
っ
て
い
た
と
も
い
え
る
。

二
、  

十
王
の
出
自

今
日
見
ら
れ
る
十
王
像
や
十
王
図
で
は
、
各
王
は
中
国
中
世
の
官
服
を
着
た
役
人
の
姿
を
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
イ
ン
ド
的
な

尊
容
は
全
く
な
く
、
各
王
の
姿
に
大
き
な
相
違
は
見
ら
れ
な
い
。
十
王
経
関
係
を
除
け
ば
、
仏
教
文
献
に
ま
と
ま
っ
た
形
で
組
み

合
わ
さ
れ
た
十
王
は
記
述
が
な
い
。

十
王
は
『
リ
グ･

ヴ
ェ
ー
ダ
』
や
『
ア
タ
ル
ヴ
ァ･

ヴ
ェ
ー
ダ
』
に
登
場
す
る
閻
魔
王
（Y

am
a

）
に
、来
歴
不
詳
の
九
王
（
秦
広
王
・

初
江
王
・
宋
帝
王
・
五
官
王
・
変
成
王
・
泰
山
王
・
平
等
王
・
都
市
王
・
五
道
転
生
王
）
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
平
等
王
は
慧
琳
（
七
三
七

〜
八
二
〇
年
）
の
『
一
切
經
音
義
』
に
「
閻
魔
は
梵
語
の
鬼
趣
…
…
翻
じ
て
平
等
王
と
な
す
」（
大
正
蔵 

巻
五
四
、三
二
八
ｃ
）
と
記
さ

れ
る
か
ら
、
閻
魔
の
異
訳
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、泉
芳�

は「
十
王
經
の
研
究

（
５
）」で

、『
佛
祖
統
記
』に
十
王
の
内
六
王
に
つ
い
て
は
記
述
が
あ
る
と
い
う
。「
閻
羅
・
五
官
は『
提

謂
經
』
に
、平
等
（
王
）
は
『
華
嚴
感
應
傳
』
に
、泰
山
（
王
）
は
『
譯
經
圖
紀
』
と
『
孝
經
援
神
契
』
に
、初
江
（
王
）
は
『
夷
堅
志
』
に
、

秦
廣（
王
）は『
夷
堅
志
』に
見
え
る
」（
大
正 

巻
四
九
、三
二
二
ｂ
）と
い
う
。
泰
山
王
は
霊
山
と
神
で
、地
獄
と
も
関
係
づ
け
ら
れ
る

（
６
）が

、

出
自
に
つ
い
て
の
出
典
は
中
国
撰
述
経
典
や
、
緯
書
（
預
言
書
）
で
あ
っ
た
り
志
怪
小
説
集
（
怪
異
を
集
め
た
書
）
で
あ
っ
た
り
す
る
。

泰
山
王
が
十
王
の
一
人
に
な
る
ま
で
の
神
格
に
つ
い
て
考
察
す
れ
ば
、
そ
の
名
称
の
も
と
と
な
る
泰
山
（
岱
、
太
山
、
大
山
と
も
記

述
さ
れ
る
）
は
、
山
東
省
中
部
の
名
山
で
あ
り
、
中
国
の
五
つ
の
霊
山
、
五
岳
の
一
つ
で
東
岳
と
も
言
わ
れ
る
。
古
く
か
ら
天
と
地

を
繋
ぐ
特
別
な
場
所
と
認
識
さ
れ
、
秦
の
始
皇
帝
を
は
じ
め
多
く
の
帝
王
が
、「
封
禅
」（
王
者
に
よ
る
天
地
の
祀
り
）
を
お
こ
な
っ
た
。

ま
た
死
者
の
霊
魂
が
集
ま
る
山
と
し
て
も
信
仰
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
後
漢
の
『
博
物
志
』
に
は
「
泰
山
は
一
名
、
天
孫
と
い
う
。

天
帝
の
孫
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
山
は
主
に
人
の
魂
魄
を
召
し
、
人
の
生
命
の
長
短
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
、『
孝
經
援

神
契
』
に
は
「（
泰
山
は
）
主
に
人
の
魂
魄
を
召
す
。
東
方
は
萬
物
が
始
め
て
な
る
と
こ
ろ
だ
か
ら
、
人
の
壽
命
の
長
短
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
東
岳
・
泰
山
は
五
行
説
で
す
べ
て
が
萌
生
す
る
東
方
に
あ
る
か
ら
、
人
間
の
生
死
に
関
わ
る

神
の
い
る
と
こ
ろ
と
さ
れ
る

（
７
）。

つ
ま
り
、
十
王
は
仏
教
と
も
道
教
と
も
民
間
神
と
も
い
え
な
い
神
々
で
あ
る
。



—4——5—

仏教と道教の十王信仰と儀礼（田中）

三
、
仏
教
の
十
王
経

十
王
の
冥
界
裁
判
が
記
述
さ
れ
る
経
典
が
『
十
王
経
』
で
あ
る
が
、
い
く
つ
か
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
は
イ

ン
ド
に
原
典
の
な
い
中
国
撰
述
（
疑
偽
）
経
典
で
あ
る
。
大
ま
か
に
分
類
す
れ
ば
、
以
下
の
三
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。

第
一
は
比
較
的
短
い
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
、
唐
末
か
ら
宋
初
に
か
け
て
手
写
さ
れ
た
も
の
が
、
中
国
の
は
ず
れ
の
敦
煌
に
残
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
敦
煌
写
本
に
は
、
経
典
を
書
写
し
た
人
の
名
前
や
、
願
文
を
明
記
し
た
も
の
が
あ
り
、
死
者
供
養
の
た
め
の
写
経
と

い
え
る
。

第
二
は
同
じ
く
敦
煌
に
残
さ
れ
た
「
帯
図
本
」
と
も
い
わ
れ
る
も
の
で
、
経
典
の
本
文
に
彩
色
し
た
図
画
を
挿
入
し
た
『
十
王

経
』
で
あ
る
。
特
に
、
大
英
博
物
館
Ｓ
三
九
六
一
本
、
フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館
Ｐ
二
〇
〇
三
本
と
、
日
本
の
長
尾
美
術
館
本
（
佐

藤
汎
愛
・
将
来
）
が
著
名
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
経
文
に
絵
を
入
れ
て
民
衆
に
冥
界
裁
判
の
様
子
を
示
し
た
も
の
で
、
後
の
「
十
王
図
」

と
同
じ
よ
う
に
布
教
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

上
記
二
種
の
よ
う
な
形
態
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
は
敦
煌
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
全
国
的
に
あ
っ
た
と
推
測
す
る
が
、
地
理
的
・

気
候
的
な
条
件
か
ら
敦
煌
に
大
量
に
残
っ
た
と
い
え
る
。

第
三
は
、
唐
僧
の
道
明
和
尚
（
襄
州
・
開
元
寺
、
八
世
紀
末
頃
）
が
、
冥
界
へ
誤
っ
て
連
れ
て
行
か
れ
、
そ
の
後
蘇
生
し
た
と
い
う

入
冥
譚
（
臨
死
体
験
記
）
に
基
づ
き
、
四
川
の
成
都
府
に
あ
っ
た
大
聖
慈
寺
の
藏
川
（
未
詳
、
九
世
紀
頃
か
？
）
と
い
う
僧
が
撰
述
し
た

と
い
わ
れ
る
『
佛
説
預
修
十
王
生
七
經

（
８
）』（

以
下
『
預
修
生
七
経
』
と
略
）
と
『
佛
説
地
蔵
菩
薩
發
心
因
縁
十
王
經（

９
）』（

以
下
『
発
心
因
縁

経
』
と
略
）
で
あ
る
。
後
経
は
各
王
ご
と
に
「
本
地
仏
」
が
配
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
文
中
に
日
本
語

A
C

B

が
混
入
さ
れ
て
お
り
、
日
本
撰

述
と
い
う
見
解
も
あ
る
。
確
か
に
中
国
で
発
見
さ
れ
た
『
十
王
経
』
に
は
本
地
仏
が
記
載
さ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
預
修
に
つ
い
て

は
「
十
斎
日
」（
毎
月
十
日
間
、
斎
戒
し
て
滅
罪
を
祈
る
）
に
は
、
仏
が
降
臨
す
る
と
い
う
記
述
は
あ
る

A
D

B

。

『
預
修
生
七
経
』
と
『
發
心
因
縁
経
』、
で
は
、
後
経
の
方
が
圧
倒
的
に
長
文
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
経
の
中
心
部
分
を
構
成
す

る
各
王
の
偈げ

　

頌じ
ゆ

つ
い
て
比
較
し
て
み
た
い
。

十
王
生
七
経

発
心
因
縁
経   

秦
廣
王

一
七
亡
人
中
陰
身　

驅
將
隊
隊
數
如
塵

且
向
初
王
齊
儉
點　

由
來
未
渡
奈
河
津

一
七
亡
人
中
陰
身　

駈
將
墜
墮
數
如
塵

且
向
初
王
齊
儉
點　

由
來
未
渡
奈
河
津

召
於
亡
人
坐
門
關　

死
天
山
門
集
鬼
神

殺
生
之
類
先
推
問　

銕
杖
打
體
難
通
申

初
江
王

二
七
亡
人
渡
奈
河　

千
羣
萬
隊
渉
江
波

引
路
牛
頭
肩
挾
棒　

催
行
鬼
卒
手
擎
叉

二
七
亡
人
渡
奈
河　

千
群
萬
隊
渉
江
波

引
路
牛
頭
肩
挾
棒　

催
行
馬
頭
腰
擎
叉

苦
牛
色
牛
牛
頭
來　

乘
馬
苦
馬
馬
頭
來

無
衣
寒
苦
逼
自
身　

翁
鬼
惡
眼
出
利
牙

宋
帝
王

亡
人
三
七
轉_

惶　

始
覺
冥
途
險
路
長

各
各
點
名
知
所
在　

羣
羣
驅
送
五
官
王

亡
人
三
七
轉_

惶　

始
覺
冥
途
險
路
長

各
各
點
名
知
所
在　

群
群
驅
送
五
官
王 

五
官
王

五
官
業
秤
向
空
懸　

左
右
雙
童
業
簿
全

輕
重
豈
由
情
所
願　

低
昂
自
在
昔
因
緣

五
官
業
秤
向
空
懸　

左
右
雙
童
業
簿
全

輕
重
豈
由
情
所
願　

低
昂
自
在
昔
因
緣

閻
羅
王

五
七
閻
王
息
靜
聲　

罪
人
心
恨
未
甘
情

策
髪
仰
頭
看
業
鏡　

始
知
先
世
事
分
明

五
七
閻
王
息
靜
聲　

罪
人
心
恨
未
甘
情

策
髪
仰
頭
看
業
鏡　

悉
知
先
世
事
分
明

變
成
王

亡
人
六
七
滯
冥
途　

切
迫
坐
人
執
意
愚

日
日
只
看
功
徳
力　

天
堂
地
獄
在
須
臾

亡
人
六
七
滯
冥
途　

切
迫
坐
人
警
意
愚

日
日
只
看
功
徳
力　

天
堂
地
獄
在
須
臾

大
山
王

七
七
冥
途
中
陰
身　

専
求
父
母
會
情
親

福
業
此
時
仍
未
定　

更
看
男
女
造
何
因

七
七
冥
途
中
陰
身　

専
求
父
母
會
情
親

福
業
此
時
仍
未
定　

更
看
男
女
造
何
因
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平
等
王

亡
人
百
日
更_

惶　

身
遭
枷
械
被
鞭
傷

男
女
努
力
造
功
徳　

從
慈
妙
善
見
天
堂

亡
人
百
日
更_

惶　

身
遭
枷
械
被
鞭
傷

男
女
努
力
造
功
徳　

從
茲
妙
善
見
天
堂

都
市
王

一
年
過
此
轉
苦
辛　

男
女
修
齋
福
業
因

六
道
輪
廻
仍
未
定　

造
經
造
佛
出
迷
津

一
年
過
此
轉
苦
辛　

男
女
修
齊
福
業
因

六
道
輪
回
仍
未
定　

造
經
造
佛
出
迷
津

極
惡
極
善
不
來
處　

微
惡
微
善
爲
亡
賓

依
佛
經
力
定
二
報　

以
追
修
福
登
金
人

五
道

轉
輪
王

後
三
所
歷
是
開
津　

好
惡
唯
憑
福
業
因

不
善
尚
憂
千
日
内　

胎
生
産
死
夭
亡
身

後
三
所
歷
是
開
津　

好
惡
唯
憑
福
業
因

不
善
尚
憂
千
日
内　

胎
生
産
死
夭
亡
身

邪
見
放
逸
過　
　
　

愚
癡
無
智
罪　
　

猶
如
車
輪
廻　
　
　

常
在
三
途
獄

こ
れ
ら
の
偈
頌
は
死
後
に
受
け
る
苦
難
の
階
梯
を
順
次
語
句
に
し
た
も
の
で
、
各
十
王
の
裁
定
の
厳
し
さ
を
表
現
し
て
い
る
。

『
発
心
因
縁
経
』
の
方
が
幾
分
か
増
幅
さ
れ
て
い
る
。
両
経
は
軌
を
一
に
し
た
も
の
で
、
民
衆
に
声
で
聞
か
せ
る
こ
と
を
目
途

と
し
て
い
る
。
あ
る
意
味
、
十
王
法
事
の
説
解
と
説
戒
の
台
本
と
い
っ
て
も
よ
い
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
冥
途
で
の
苦
難
を
実
感

す
る
こ
と
に
よ
り
、
追
善
（
預
修
も
含
め
て
）
を
推
奨
す
る
経
典
で
あ
ろ
う
。
死
者
儀
礼
に
お
い
て
、
直
接
読
誦
さ
れ
る
の
で
は
な

い
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
個
々
の
法
要
に
は
、
別
の
読
誦
経
典
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。

四
、『
道
蔵
』
内
の
十
王
文
献

道
教
文
献
の
『
無
上
黄
籙
大
齋
立
成
儀

A
E

B

』
巻
一
「
建
齋
総
式
第
二
」
に
は
、

經
曰
、開
度
七
祖
、救
抜
三
途
、黄
籙
大
齋
最
爲
第
一
。
…
…
若
専
度
先
祖
、則
要
亡
者
七
七
、百
日
、大
・
小
祥
遠
忌
之
日
相
合
。

と
い
う
。
も
と
も
と
、「
黄
籙
斎
」
は
、
個
々
の
死
者
を
追
善
す
る
の
で
は
な
く
、
祖
霊
の
救
済
と
安
寧
を
祈
願
す
る
儀
礼
で
あ
っ

た
。
上
記
の
文
献
は
、
四
十
九
日
、
百
日
、
一
周
忌
と
三
回
忌
と
い
っ
た
十
王
儀
礼
と
黄
籙
斎
が
融
合
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
単
に
道
教
が
仏
教
を
模
倣
し
た
と
い
う
よ
り
、
十
王
信
仰
を
儀
礼
の
内
部
に
取
り
込
み
、
新
た
な
展
開
を

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

道
教
の
十
王
文
献
に
つ
い
て
は
、こ
れ
ま
で
に
吉
岡
義
豊

A
F

B 

、Stephen T
eise A

G
Br

の
論
考
や
、John Lagerw

e A
H

By

の
解
釈
が
あ
る
。

し
か
し
、黄
籙
齋
の
文
献
と
の
関
係
は
指
摘
す
る
も
の
の
、そ
の
過
程
の
研
究
に
ま
で
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
。
特
に
、黄
籙
斎
の
神
々

が
十
王
と
融
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
吉
岡
は
「
本
迹
」、
つ
ま
り
日
本
成
立
の
『
発
心
因
縁
経
』
の
「
本
地
仏
」
と
同
じ
よ
う
に

解
釈
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
道
教
の
十
王
法
事
が
依
拠
す
る
経
典
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
道
教
の
一
切
経
で
あ
る
『
道
蔵
』
に
は
、
以
下
の
十

王
に
関
係
す
る
文
献
が
あ
る
。

①
『
太
上
救
苦
天
尊
説
消
愆
滅
罪
經

A
I

B

』

②
『
元
始
天
尊
説
鄷
都
滅
罪
經

A
J

B

』

③
『
地
府
十
王
抜
度
儀

A
K

B

』

④
「
十
真
君
醮
儀
」（『
靈
寶
領
教
済
度
金
書

A
L

B

』
巻
四
一
）

⑤
「
十
王
醮
儀
」（
同
書 

巻
一
七
二
）

①
と
②
と
は
、
十
王
の
追
善
法
事
を
標
榜
す
る
文
献
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
（
前
者
は
救
苦
天
尊
、
後
者
は
元
始
天
尊
）
が
死
者
の
救

済
を
説
く
と
い
う
形
を
と
り
、
各
忌
日
を
担
当
す
る
十
王
の
名
を
記
す
。
仏
経
と
の
相
違
点
は
、
十
王
そ
れ
ぞ
れ
へ
の
偈
頌
が
な
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い
こ
と
と
、
十
王
と
道
教
神
（
真
君
）
が
同
体
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
で
あ
る
。
道
教
の
十
王
経
の
特
徴
は
、
忌
日
と
十
王
名
、

真
君
名
を
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
十
王
の
道
教
神
（
真
君
）
と
し
て
の
名
前
は
、
次
表
の
よ
う
に
な
る
。

忌
日

十
王
名

①
の
真
君
名

②
の
真
君
名

一
七
日

秦
廣
王

太
素
妙
廣
真
君

　
　

同       

二
七
日

初
江
王

陰
徳
定
休
真
君

　
　

同       

三
七
日

宋
帝
王

洞
明
普
靜
真
君

　
　

同       

四
七
日

五
官
王

玄
徳
五
靈
真
君

　
　

同       

五
七
日

閻
羅
王

最
勝
輝
靈
真
君

　
　

同       

六
七
日

變
成
王

寶
肅
昭
成
真
君

　
　

同       

七
七
日

泰
山
王

玄
徳
妙
成
真
君

等
觀
明
理
真
君

百
　
日

平
等
王

無
上
正
度
真
君

　
　

同    　
　

   

小
　
祥

都
市
王

飛
魔
演
慶
真
君

　
　

同       

大
　
祥

轉
輪
王

五
化
威
靈
真
君

五
化
威
徳
真
君

こ
の
道
教
の
『
十
王
經
』
に
登
場
す
る
真
君
の
来
歴
は
、
神
々
の
系
譜
を
記
述
し
た
『
真
靈
位
業
図

A
M

B

』
な
ど
に
は
見
え
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
真
君
名
（
多
少
の
文
字
の
異
同
が
あ
る
が
）
が
定
型
化
し
、
後
の
道
教
儀
礼
で
道
教
神
へ
死
者
の
救
済
を
願
う
一
連
の

様
式
を
も
た
ら
し
た
。

一
方
、
③
④
⑤
は
、
十
王
法
事
の
儀
礼
科
儀
書
（
マ
ニ
ュ
ア
ル
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
成
書
年
代
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、

④
と
⑤
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
収
録
さ
れ
る
『
靈
寶
領
教
済
度
金
書
』
は
、
甯
全
真
（
一
一
八
一
年
没
）
が
伝
授
し
、
一
三
〇
二
年
に

林
靈
真
が
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。

④
「
十
真
君
醮
儀
」
は
追
善
儀
礼
、
⑤
「
十
王
醮
儀
」
は
預
修
儀
礼
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
あ
り
、
儀
礼
の
基
本
的
構
造
は
ほ
ぼ
同

じ
で
あ
る
。
こ
の
儀
礼
は
、「
歩
虚
」「
灑
浄
」
に
始
ま
り
、
香
煙
に
託
し
て
道
士
の
身
体
神
を
天
上
世
界
に
送
り
出
す
。「
三
献

A
N

B

」

を
お
こ
な
い
、
続
い
て
十
王
へ
の
拝
礼
を
お
こ
な
う
。
こ
の
拝
礼
は
、
実
際
は
十
王
の
図
像
の
前
に
進
み
、
そ
こ
で
香
を
焚
き
祈

り
を
さ
さ
げ
る
と
い
う
行
為
で
あ
る
。

④
の
場
合
は
、「
孝
子
引
旛
、
詣
第
一
殿
、
上
香
設
拜
…
…
」
と
あ
る
よ
う
に
、
遺
族
が
故
人
の
依
り
代
（
象
徴
）
と
し
て
の
ハ

タ
を
持
ち
、
十
王
の
図
像
の
前
に
移
り
、
香
を
あ
げ
礼
拝
す
る
。
⑤
の
場
合
は
、「
引
弟
子
詣
第
一
殿
、
上
香
設
拜
…
…
」
と
あ
る

よ
う
に
、
預
修
を
受
け
よ
う
と
す
る
施
主
自
身
が
道
士
に
導
か
れ
て
、
図
像
の
前
に
進
み
拝
礼
し
て
文
書
を
奉
じ
る
。
こ
の
儀
礼

の
時
の
十
王
の
図
像
が
配
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る

A
O

B

。

③
の
『
地
府
十
王
抜
度
儀
』
は
、「
道
士
」
や
「
施
主
」「
亡
過
」（
死
者
）
の
名
を
入
れ
れ
ば
、そ
の
ま
ま
次
第
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
と
な
る
。

ま
た
、
施
主
が
ど
う
行
動
し
、
ど
う
道
士
の
文
言
に
唱
和
す
る
か
に
つ
い
て
も
書
か
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
三
官
や
三
清
と
い
う

高
位
の
道
教
神
へ
の
帰
依
を
組
み
込
み
、「
鄷
都
」
の
地
獄
観
に
そ
っ
て
「
十
王
真
君
」
に
つ
い
て
述
べ
る
。
こ
の
儀
軌
で
は
、
十

王
へ
の
具
体
的
な
拝
礼
法
と
し
て
、神
々
へ
の
偈
頌
が
書
か
れ
る
。
真
君
と
は
別
の
道
教
神
名
が
、忌
日
に
あ
わ
せ
て
記
述
さ
れ
る
。

第
一
殿
（
初
七
日
）
の
拝
礼
で
は
、

焚
香
供
養
、
冥
府
第
一
宮
、
泰
素
妙
廣
真
君
、
世
人
所
謂
秦
廣
大
王
。
其
中
地
獄
、
長
蛇
吐
焰
、
鐵
狗
噴
煙
。
亡
人
一
七
、

先
到
此
宮
。
天
尊
哀
憫
、
救
度
亡
魂
、
出
離
冥
途
、
迺
稱
偈
讃
。

玉
寶
皇
上
天
尊
。
茫
茫
苦
海
實
堪
哀
、
悪
業
於
身
手
自
栽
。
魂
魄
已
歸
司
命
府
、
幽
關
鎖
閉
幾
時
開
。
長
蛇
吐
焰
炎
如
火
、

鐵
狗
噴
煙
陣
陣
來
。
稽
首
諦
聽
三
寶
頌
、
普
令
超
度
出
泉
臺
。
和
不
可
思
議
功
徳

爾
時
、
真
人
聞
是
頌
已
、
懽
喜
踴
躍
、
仰
謝
天
尊
、
再
稱
偈
讃
。
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九
幽
抜
罪
天
尊
。
無
邊
聖
力
不
思
議
、
盡
釋
幽
牢
拷
對
詞
。
一
道
祥
光
來
引
接
、
亡
靈
隨
逐
上
丹
墀
。
和
願
薦
此
亡
靈
、
往

生
極
樂
國
。（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
、
以
下
同
じ
）

と
真
君
と
は
異
な
る
天
尊
の
名
と
、
韻
文
の
偈
頌
が
記
述
さ
れ
る
。
次
表
の
よ
う
に
、
十
王
そ
れ
ぞ
れ
に
天
尊
が
配
当
さ
れ
る
。

　
　
忌
　
　
日

Ａ

Ｂ 

Ｃ

Ｄ

第
一
宮
（
一
七
日
）

泰
素
妙
廣
真
君

秦
廣
大
王

玉
寶
皇
上
天
尊

九
幽
抜
罪
天
尊

第
二
宮
（
二
七
日
）

陰
徳
定
休
真
君

初
江
大
王

玄
真
萬
福
天
尊

十
方
救
苦
天
尊

第
三
宮
（
三
七
日
）

洞
明
普
靜
真
君

宋
帝
大
王

太
妙
至
極
天
尊

朱
陵
度
命
天
尊

第
四
宮
（
四
七
日
）

玄
徳
五
靈
真
君

仵
官
大
王

玄
上
玉
晨
天
尊

法
橋
大
度
天
尊

第
五
宮
（
五
七
日
）

最
聖
耀
靈
真
君

閻
羅
大
王

度
仙
上
聖
天
尊

火
錬
丹
界
天
尊

第
六
宮
（
六
七
日
）

寶
肅
昭
成
真
君

變
成
大
王

好
生
度
命
天
尊

金
闕
化
身
天
尊

第
七
宮
（
七
七
日
）

泰
山
玄
妙
真
君

泰
山
大
王

太
靈
虚
皇
天
尊

逍
遙
快
樂
天
尊

第
八
宮
（
百
　
日
）

無
上
正
度
真
君

平
等
大
王

無
量
大
華
天
尊

隨
願
往
生
天
尊

第
九
宮
（
周
　
歳
）

飛
魔
演
化
真
君

都
市
大
王

玉
虚
明
皇
天
尊

乘
功
託
化
天
尊

第
十
宮
（
大
　
祥
）

五
靈
威
徳
真
君

轉
輪
大
王

真
皇
洞
神
天
尊

寶
華
圓
満
天
尊

Ａ
と
Ｂ
の
配
当
は
他
の
十
王
文
献
と
同
じ
で
あ
る
が
、
Ｃ
と
Ｄ
の
十
天
尊
が
付
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

五
、  

二
つ
の
十
天
尊

前
述
の
『
地
府
十
王
抜
度
儀
』
の 

Ｃ
と
Ｄ
の
天
尊
の
名
は
、
そ
の
他
の
道
蔵
文
献
に
も
多
く
登
場
す
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、

再
度
検
討
し
て
み
た
い
。

Ｃ
の
天
尊
は
、六
朝
末
か
ら
唐
代
に
か
け
て
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
『
太
上
洞
玄
業
報
因
縁
經

A
P

B

』
巻
四
の
「
持
齋
品
第
七
」
で
は
、

立
春
日
、
元
始
天
尊
遣
度
仙
上
聖
天
尊
、
將
始
青
天
君
、
神
仙
兵
馬
無
鞅
數
衆
、
教
化
人
間
、
開
度
衆
生
。
春
分
日
、
元
始

天
尊
遣
玉
寶
皇
上
天
尊
、
將
青
靈
始
老
帝
君
、
神
仙
兵
馬
無
鞅
數
衆
、
教
化
人
間
、
開
度
衆
生
。
立
夏
日
、
元
始
天
尊
遣
好

生
度
命
天
尊
、
將
始
丹
天
君
、
神
仙
兵
馬
無
鞅
數
衆
、
教
化
人
間
、
開
度
衆
生
。
夏
至
日
、
元
始
天
尊
遣
玄
真
萬
福
天
尊
、

將
始
丹
靈
真
臈
君
、
神
仙
兵
馬
無
鞅
數
衆
、
教
化
人
間
、
開
度
衆
生
。
立
秋
日
、
元
始
天
尊
遣
太
靈
虚
皇
天
尊
、
將
始
素
天

君
、
神
仙
兵
馬
無
鞅
數
衆
、
教
化
人
間
、
開
度
衆
生
。
秋
分
日
、
元
始
天
尊
遣
太
妙
至
極
天
尊
、
將
皓
靈
皇
老
帝
君
、
神
仙

兵
馬
無
鞅
數
衆
、
教
化
人
間
、
開
度
衆
生
。
立
冬
日
、
元
始
天
尊
遣
無
量
太
華
天
尊
、
將
始
玄
天
君
、
神
仙
兵
馬
無
鞅
數
衆
、

教
化
人
間
、
開
度
衆
生
。
冬
至
日
、
元
始
天
尊
遣
玄
上
玉
宸
天
尊
、
將
五
靈
玄
老
帝
君
、
神
仙
兵
馬
無
鞅
數
衆
、
教
化
人
間
、

開
度
衆
生
。

と
八
天
尊
の
記
載
が
あ
る
。
八
つ
の
節
日
に
元
始
天
尊
が
異
な
る
八
天
尊
を
人
間
（
現
世
）
に
派
遣
し
救
済
す
る
と
い
う
。

上
記
の
場
合
は
季
節
に
関
係
す
る
が
、
方
位
と
関
係
づ
け
て
十
天
尊
を
記
述
す
る
文
献
も
あ
る
。
隋
・
唐
以
前
の
僧
院
生
活
の

規
範
を
窺
い
知
れ
る
『
洞
玄
靈
寶
三
洞
奉
道
科
戒
榮
始

A
Q

B

』
巻
六
の
「
常
朝
儀
」（
日
々
の
勤
行
規
則
）
で
は
、

至
心
歸
命
東
方
玉
寶
皇
上
天
尊
、
至
心
歸
命
南
方
玄
真
萬
福
天
尊
、
至
心
歸
命
西
方
太
妙
至
極
天
尊
、
至
心
歸
命
北
方
玄
上

玉
晨
天
尊
、
至
心
歸
命
東
北
度
仙
上
聖
天
尊
、
至
心
歸
命
東
南
好
生
度
命
天
尊
、
至
心
歸
命
西
南
太
靈
虚
皇
天
尊
、
至
心
歸

命
西
北
无
量
太
華
天
尊
、
至
心
歸
命
上
方
玉
虚
明
皇
天
尊
、
至
心
歸
命
下
方
真
皇
洞
神
天
尊
。
各
長
跪
執
簡
、
當
心
懺
悔
曰

…
…

と
十
方
へ
の
拝
礼
に
十
天
尊
を
想
定
す
る
。

六
朝
時
期
ま
で
に
成
立
し
た
道
教
経
典
の
類
書
の『
無
上
秘
要

A
R

B

』で
は
、数
カ
所
の
言
及
が
あ
る
。
巻
三
五「
授
度
齋
辭
宿
啓
儀
品
」
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は
『
金
籙
經
』
か
ら
、巻
三
七
「
授
道
徳
五
千
文
儀
品
」
は
『
洞
神
經
』
か
ら
、巻
三
九
「
授
洞
玄
真
文
儀
品
」
は
『
靈
寶
經
』
か
ら
、

巻
四
八
「
靈
寶
齋
宿
啓
儀
品
」
で
は
『
金
籙
經
』
か
ら
引
用
と
し
て
、

至
心
歸
命
東
方
玉
寶
皇
上
天
尊

至
心
歸
命
南
方
玄
真
萬
福
天
尊

至
心
歸
命
西
方
太
妙
至
極
天
尊

至
心
歸
命
北
方
玄
上
玉
晨
天
尊

至
心
歸
命
東
北
度
仙
上
聖
天
尊

至
心
歸
命
東
南
好
生
度
命
天
尊

至
心
歸
命
西
南
太
靈
虚
皇
天
尊

至
心
歸
命
西
北
无
量
太
華
天
尊

至
心
歸
命
上
方
玉
虚
明
皇
天
尊

至
心
歸
命
下
方
真
皇
洞
神
天
尊

至
心
歸
命
過
去
高
上
玉
皇
天
尊

至
心
歸
命
見
在
元
始
天
尊

至
心
歸
命
未
來
太
極
天
尊

至
心
歸
命
玉
京
玄
臺
紫
微
上
宮

至
心
歸
命
一
切
真
仙
得
道
聖
衆

と
、
十
方
天
尊
に
、
他
の
神
々
が
付
加
さ
れ
て
記
載
さ
れ
る
。

ま
た
、『
太
上
三
十
六
部
尊
經

A
S

B

』
で
は
「
太
清
境
中
精
經
」
の
記
述
と
し
て
、

天
尊
告
十
方
天
尊
曰
、
汝
今
以
我
之
氣
化
身
下
東
方
。
若
有
一
劫
人
民
見
世
受
苦
、
則
玉
清
隆
福
天
尊
救
度
一
切
災
難
。
過

往
魂
爽
未
得
超
生
、
則
曰
玉
寶
皇
上
天
尊
救
度
一
切
沈
滞
。
南
方
延
壽
益
筭
筭
天
尊
濟
生
、
玄
真
萬
福
天
尊
度
死
。
西
方
八

卦
護
身
天
尊
齋
生
、太
妙
至
極
天
尊
度
死
。
北
方
消
災
解
厄
天
尊
齋
生
、玄
上
玉
晨
天
尊
度
死
。
東
北
方
紫
清
賜
福
天
尊
齋
生
、

度
仙
上
聖
天
尊
度
死
。
東
南
方
長
生
保
命
天
尊
齋
生
、
好
生
度
命
天
尊
度
死
。
福
生
無
量
天
尊
齋
生
、
太
靈
虚
皇
天
尊
度
死
。

西
北
方
九
宮
捍
厄
天
尊
齋
生
、
無
量
太
華
天
尊
度
死
。
上
方
保
命
護
身
天
尊
齋
生
、
玉
虚
明
皇
天
尊
度
死
。
下
方
興
大
福
力

天
尊
齋
生
、
真
皇
洞
神
天
尊
度
死
。

と
あ
る
。「
度
死
」
の
神
で
あ
る
か
ら
、
十
の
方
角
に
い
て
死
者
を
救
済
す
る
役
割
を
も
っ
て
い
た
。

Ｄ
の
天
尊
も
、十
方
に
配
当
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、死
者
儀
礼
で
あ
る
錬
度
に
関
わ
る
よ
う
だ
。『
太
上
三
洞
表
文

A
T

B

』
巻
下
の
「
九

天
尊
錬
度
表
」
に
は
、「
太
一
救
苦
天
尊
」「
十
方
九
天
尊
」「
九
幽
抜
罪
天
尊
」「
朱
陵
度
命
天
尊
」「
火
鍊
丹
界
天
尊
」「
法
橋
大

度
天
尊
」「
金
闕
化
身
天
尊
」「
逍
遙
快
樂
天
尊
」「
寶
華
圓
満
天
尊
」
と
い
っ
た
錬
度
を
祈
る
九
神
が
記
述
さ
れ
る
。

ま
た
、『
靈
寶
領
教
済
度
金
書
』
巻
五
九
、
科
儀
立
成
品
の
「
九
鍊
返
生
儀
」
で
は
、

第
一
鍊　

謹
召
守
雄
抱
雌
大
將
、
引
領
亡
故
某
人
、
詣
太
乙
救
苦
天
尊
座
前
。

第
二
鍊　

謹
召
守
雄
抱
雌
大
將
、
引
領
亡
故
某
人
、
詣
九
幽
抜
罪
天
尊
座
前
。

第
三
鍊　

謹
召
守
雄
抱
雌
大
將
、
引
領
亡
故
某
人
、
詣
轉
輪
聖
王
天
尊
座
前
。

第
四
鍊　

謹
召
守
雄
抱
雌
大
將
、
引
領
亡
故
某
人
、
詣
法
橋
大
度
天
尊
座
前
。

第
五
鍊　

謹
召
守
雄
抱
雌
大
將
、
引
領
亡
故
某
人
、
詣
火
鍊
丹
界
天
尊
座
前
。

第
六
鍊　

謹
召
守
雄
抱
雌
大
將
、
引
領
亡
故
某
人
、
詣
金
闕
化
身
天
尊
座
前
。

第
七
鍊　

謹
召
守
雄
抱
雌
大
將
、
引
領
亡
故
某
人
、
詣
朱
陵
度
命
天
尊
座
前
。

第
八
鍊　

謹
召
守
雄
抱
雌
大
將
、
引
領
亡
故
某
人
、
詣
逍
遙
快
樂
天
尊
座
前
。
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第
九
鍊　

謹
召
守
雄
抱
雌
大
將
、
引
領
亡
故
某
人
、
詣
寶
華
圓
満
天
尊
座
前
。

と
九
天
尊
が
記
述
さ
れ
る
。
十
方
救
苦
天
尊
、
隨
願
往
生
天
尊
、
乘
功
託
化
天
尊
の
名
は
な
い
が
、
並
び
順
な
ど
は
『
地
府
十
王

抜
度
儀
』
に
近
い
も
の
が
あ
る
。

ま
た
、
同
書
巻
四
、
聖
真
班
位
品
の
「
左
右
三
百
六
十
位
」
で
は
、
左
班
（
左
側
）
に
は
九
幽
抜
罪
天
尊
、
朱
陵
度
命
天
尊
、
逍

遙
快
樂
天
尊
を
配
置
す
る
と
あ
り
、
右
班
（
右
側
）
に
火
鍊
丹
界
天
尊
、
法
橋
大
度
天
尊
、
金
闕
化
身
天
尊
、
隨
願
往
生
天
尊
、
寶

華
圓
満
天
尊
を
配
置
す
る
と
あ
る
。
し
か
も
、
後
者
の
右
班
で
は
、
前
述
の
各
方
位
の
十
天
尊
も
配
置
さ
れ
る
。

六
、  

十
方
の
天
尊
と
死
者
儀
礼

十
天
尊
は
『
黄
籙
斎
十
天
尊
儀

A
U

B
』
や
『
黄
籙
救
苦
十
斎
転
經
儀

A
V

B

』『
黄
籙
十
念
儀

A
W

B

』
と
い
っ
た
黄
籙
斎
の
文
献
で
は
、
天
尊
と

方
位
に
対
し
て
儀
礼
を
行
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
十
王
の
科
儀
書
と
一
致
す
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
文
献
に
は

十
王
名
や
、
そ
の
道
教
の
真
君
名
は
出
て
こ
な
い
。

『
黄
籙
斎
十
天
尊
儀
』
の
目
的
は
、「
今
斎
主
某
修
建
道
場
、
用
資
亡
没
」
と
文
献
の
初
め
の
部
分
に
記
述
さ
れ
る
よ
う
に
、
追

善
の
法
要
次
第
で
あ
る
。
こ
の
文
献
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
太
上
道
君
の
言
葉
に
続
き
、
天
尊
名
と
そ
の
偈
頌
を
載
せ
る
。

玉
寶
皇
上
天
尊
。
東
方
聖
境
妙
難
思
、
瑞
気
盈
鎖
翠
微
。
九
炁
天
君
興
善
念
、
青
靈
始
老
握
神
機
。
蒼
龍
昇
降
隨
煙
靄
、
暘

谷^

澄
瑩
日
輝
。
玉
寶
天
尊
垂
妙
力
、
亡
魂
升
度
金
扉
。
和
不
可
思
議
功
徳
。

玄
真
萬
福
天
尊
。
南
方
聖
境
號
丹
天
、
中
有
真
人
體
自
然
。
飛
霧
上
騰
三
氣
遠
、
景
風
低
拂
五
雲
旋
。
蟠
桃
爛
漫
應
千
載
、

火
棗
芬
芳
定
劫
年
。
萬
福
天
尊
垂
救
度
、
苦
魂
今
得
從
朱
軒
。
和
不
可
思
議
功
徳
。

太
妙
至
極
天
尊
。
西
方
聖
主
號
靈
君
、
七
氣
天
中
別
有
春
。
瓊
樹
參
差
凝
湛
露
、
瑤
光
零
落
散
輕
塵
。
龜
臺
聖
母
遨
遊
遍
、

鳳
闕
仙
鄕
致
宴
迎
。
太
妙
天
尊
來
接
引
、
靈
魂
有
路
謁
羣
仙
。
和
不
可
思
議
功
徳
。

玄
上
行
宸
天
尊
。
北
方
真
境
號
仙
鄕
、
快
樂
由
來
日
月
長
。
環
拱
紫
微
懸
列
象
、
昭
垂
星
斗
燦
靈
光
。
雙
鬟
童
子
持
金
簡
、

五
老
真
人
誦
玉
章
。
玄
上
天
尊
來
救
度
、
普
令
亡
爽
得
生
方
。
和
不
可
思
議
功
徳
。

度
仙
上
聖
天
尊
。
艮
維
聖
境
異
羣
方
、
長
樂
慈
尊
誦
九
章
。
閬
闕
九
重
凝
曉
色
、
琪
花
千
樹
散
春
芳
。
榑
桑
地
勝
飛
煙
煖
、

浴
日
波
澄
翠
淡
光
。
上
聖
洪
恩
垂
惠
照
、
亡
魂
平
步
陟
仙
鄕
。
和
不
可
思
議
功
徳
。

好
生
度
命
天
尊
。
朱
門
碧
瓦
亘
晴
空
、
玉
榜
金
書
巽
極
宮
。
靄
靄
飛
煙
珂
影
外
、
雍
雍
仙
駕
珮
聲
中
。
鸞
鳴
鳳
嘯
悠
揚
遠
、

珠
蘂
瑤
葩
剪
刻
工
。
魂
爽
恍
如
輕
舉
至
、
六
銖
仙
袂
自
生
風
。
和
不
可
思
議
功
徳
。

太
靈
虚
皇
天
尊
。
坤
維
雄
鎮
宅
仙
真
、
坐
死
嘉
生
四
季
新
。
鴛
瓦
虬
簷
開
月
殿
、
龍
樓
鳳
閣
俯
星
津
。
深
根
未
斷
還
年
藥
、

至
藥
多
逢
浩
劫
人
。
此
境
堪
迎
靈
魄
去
、
五
雲
深
處
好
爲
鄰
。
和
不
可
思
議
功
徳
。

無
量
太
華
天
尊
。
雲
衢
直
與
帝
闉
通
、
複
閣
重
樓
翠
積
中
。
桂
影
飄
香
乘
玉
露
、
月
華
分
彩
暎
朱
宮
。
瑤
臺
絳
闕
塵
晴
漢
、

縹
渺
彤
霞
拂
波
穹
。
普
濟
真
人
朝
太
極
、
追
資
靈
爽
得
無
窮
。
和
不
可
思
議
功
徳
。

玉
虚
明
皇
天
尊
。
上
方
聖
境
大
羅
天
、
一
炁
分
三
本
自
然
。
玉
珮
金
璫
朝
太
上
、
霓
旌
絳
節
擁
真
仙
。
秘
文
不
墜
神
玄
化
、

長
樂
天
隨
浩
劫
仙
。
願
度
亡
靈
除
積
業
、
雲
霞
高
舉
五
雲`

。
和
不
可
思
議
功
徳
。

真
皇
洞
神
天
尊
。
三
山
仙
洞
煙
霞
、
閬
苑
蓬
壺
景
物
嘉
。
千
載
不
資
金
鼎
藥
、
四
時
親
賞
玉
蘭
花
。
魚
龍
漫
衍
滄
溟
闊
、
鸞

鵠
俳
翔
景
異
奢
。
從
此
神
儀
遊
路
遠
、
勝
遊
宴
處
是
仙
家
。
和
不
可
思
議
功
徳
。

ま
た
、『
黄
籙
救
苦
十
斎
転
經
儀
』
は
、
前
文
献
の
儀
礼
よ
り
少
し
長
め
の
法
事
と
な
る
。「
入
壇
至
、
東
方
跪
奏
」、
つ
ま
り

東
向
き
に
跪
く
。
そ
し
て
、職
位
を
述
べ
拝
礼
し
た
後
「
奏
啓
東
方
玉
寶
皇
上
天
尊
、東
郷
救
苦
真
人
童
子
、无
鞅
真
衆
」
と
あ
る
。

更
に
、「
請
聖
、散
花
、宿
命
讚
、陞
座
、演
第
一
遍
經
」
と
い
っ
た
神
々
へ
の
奉
献
を
お
こ
な
う
。
儀
式
は
同
様
に
、「
南
方
跪
奏
」「
西

方
跪
奏
」「
北
方
跪
奏
」「
東
北
方
跪
奏
」「
東
南
方
跪
奏
」「
西
南
方
跪
奏
」「
西
北
方
跪
奏
」「
上
方
跪
奏
」「
下
方
跪
奏
」
と
続
く
。
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こ
の
跪
い
て
祈
り
、
追
善
の
願
い
を
「
奏
啓
」
す
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
位
の
天
尊
に
な
る
。

『
黄
籙
十
念
儀
』
は
、
最
も
簡
略
化
し
た
追
善
の
法
要
で
、「
道
場
衆
等
十
念
如
法
」
で
は
、「
稽
首
東
方
主
、
玉
寶
皇
上
尊
」「
稽

首
南
方
主
、
玄
真
萬
福
尊
」「
稽
首
西
方
主
、
太
妙
至
極
尊
」「
稽
首
北
方
主
、
玄
上
玉
晨
尊
」「
稽
首
東
北
主
、
度
仙
上
聖
尊
」「
稽

首
東
南
主
、
好
生
度
命
尊
」「
稽
首
西
南
主
、
太
靈
虚
皇
尊
」「
稽
首
西
北
主
、
無
量
太
華
尊
」「
稽
首
上
方
主
、
玉
虚
明
皇
尊
」「
稽

首
下
方
主
、
真
皇
洞
神
尊
」
と
い
っ
た
神
格
へ
の
信
奉
を
説
く
。
こ
こ
で
は
、
神
は
天
尊
で
は
な
く
「
尊
」
と
記
述
さ
れ
る
。

上
記
の
科
儀
書
と
は
別
に
、
唐
宋
期
に
撰
述
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
『
太
上
洞
玄
靈
寶
救
苦
妙
經

A
X

B

』
に
も
、
各
方
位
に
配
当
さ
れ

る
十
天
尊
が
記
述
さ
れ
る
。
こ
の
経
の
経
主
は
「
救
苦
天
尊
」
で
、

慶
雲
開
生
門
、
吉
祥
煙
塞
死
戸
。
初
発
玄
元
始
、
以
統
祥
感
機
。
救
一
切
罪
、
度
一
切
厄
。

と
そ
の
功
徳
を
述
べ
、

十
方
諸
天
尊
、
其
数
如
沙
塵
。
化
形
十
方
界
、
普
済
度
天
人
。
委
気
聚
功
徳
、
同
聲
救
罪
魂
。

と
十
方
天
尊
の
役
割
を
示
す
。
つ
ま
り
、
十
方
天
尊
の
救
済
者
と
し
て
の
尊
格
が
存
在
し
た
。

十
方
の
世
界
観
は
、「
東
西
南
北
」
で
は
な
く
「
東
南
西
北
」（
太
陽
の
順
行
）
の
順
番
で
、
さ
ら
に
四
維
と
上
下
を
加
え
る
。
こ

れ
は
仏
教
が
道
教
に
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
道
教
儀
礼
の
中
で
は
各
方
位
に
い
る
神
に
祈
願
す
る
こ
と
で
、
十
王
と
は

別
に
死
者
を
供
養
す
る
方
法
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

七
、  

十
王
と
十
方

『
道
蔵
』
未
収
録
の
文
献
を
収
め
た
『
蔵
外
道
書
』
に
は
、
い
く
つ
か
の
十
王
法
事
の
専
門
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
み
ら
れ
る
。『
上
清

靈
寶
濟
度
大
成
金
書
』
巻
一
〇
に
は
、
三
種
の
十
回
の
追
善
法
要
の
儀
軌
が
収
録
さ
れ
る

A
Y

B

。『
青
玄
十
真
妙
齋
轉
經
儀
』
の
注
釈

で
は
、「
小
歩
虚
第
一
首
、
詣
東
方
神
位
前
。
奏
請
東
方
玉
寶
皇
上
天
尊
、
奉
請
一
七
泰
素
妙
廣
真
君
、
奉
請
東
方
風
雷
地
獄
主
者
、

散
花
獻
齋
。
宣
抜
幽
魂
真
符
、
宣
関
、
宣
疏
、
焚
疏
化
紙
歸
座
」
と
あ
る
。「
歩
虚
」
は
、
神
へ
の
祈
り
の
賛
歌
を
唱
え
な
が
ら
、

儀
礼
空
間
を
行
道
す
る
行
為
で
あ
る
。
即
ち
、
儀
礼
執
行
者
が
（
道
士
）
が
観
念
的
に
神
界
へ
参
入
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
以
降

の
神
々
も
次
表
の
よ
う
に
省
略
さ
れ
た
書
き
方
な
が
ら
記
述
さ
れ
る
。

東
方
　
　
玉
寶
皇
上
天
尊

一
・
七 

泰
素
妙
廣
真
君

東
方 

風
雷
地
獄
主
者       

南
方
　
　
玄
真
萬
福
天
尊

二
・
七 

陰
徳
定
休
真
君

南
方 

火
翳
地
獄
主
者       

西
方
　
　
太
妙
至
極
天
尊

三
・
七 

洞
明
普
靜
真
君

西
方 

金
剛
地
獄           

北
方
　
　
玄
上        

四
・
七 

溟
泠  

東
北
方
　 

度
仙        

五
・
七

鑊
湯 

東
南
方
　
好
生        

六
・
七

銅
柱 

西
南
方
　
太
靈
虚
皇    

七
・
七

屠
割

西
北
方
　
无
量
太
華    

百　

日

火
車

上
方
　
　
玉
虚
明
皇     

小　

祥

普
掠  

下
方
　
　
真
皇
洞
神
天
尊 

大　

祥 

五
化
威
靈
真
君

下
方 

糞
穢
地
獄
主
者       

同
書
同
巻
の
他
の
二
つ
の
「
十
真
齋
儀
」
も
、
ほ
ぼ
同
様
な
十
方
天
尊
の
儀
礼
を
説
明
す
る
。

ま
た
、
①
『
廣
成
儀
制
十
王
転
案
集

A
Z

B

』、
②
『
廣
成
儀
制
十
王
大
斎
右
案
全
集

A
[

B

』、
③
『
廣
成
儀
制
十
王
絞
經
全
集

A
\

B

』、
④
『
廣

成
儀
制
正
申
冥
京
十
王
集

A
]

B

』、
⑤
『
廣
成
儀
制
十
王
告
簡
全
集

A
^

B

』、
⑥
『
清
微
十
王
転
案
儀
制
全
集

A
_

B

』
な
ど
も
あ
る
。
こ
の
様
に
多

種
の
科
儀
書
が
収
録
さ
れ
る
の
は
、「
十
王
法
事
」
が
一
般
化
し
、
死
者
儀
礼
に
多
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
証
左
と
な
ろ
う
。

①
『
廣
成
儀
制
十
王
転
案
集
』
に
は
、「
第
一
殿
秦
廣
大
王
、
姓
・
蕭
、
二
月
初
一
日
生
」「
第
二
殿
楚
江
大
王
、
姓･

曹
、
三
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月
初
一
日
生
」「
第
三
殿
宋
帝
大
王
、
姓･

黄
、
二
月
二
十
八
日
生
」「
第
四
殿
五
官
大
王
、
姓･

韓
、
正
月
初
八
日
生
」「
第
五

殿
閻
羅
天
子
、
姓･

麻
、
三
月
初
八
日
生
」「
第
六
殿
変
成
大
王
、
姓･

昌
、
二
月
二
十
七
日
生
」「
第
七
殿
泰
山
大
王
、
姓･

崔
、

三
月
初
七
日
生
」「
第
八
殿
平
等
大
王
、
姓･

于
、
四
月
初
一
日
生
」「
第
九
殿
都
市
大
王
、
姓
・
侯
、
四
月
初
七
日
生
」「
第
十
殿

転
輪
大
王
、
姓･

薛
、
四
月
二
十
二
日
生
」
と
、
俗
姓
と
聖
誕
日
も
記
述
さ
れ
る

A
`

B

。

こ
れ
ら
を
概
観
す
れ
ば
、『
地
府
十
王
抜
度
儀
』
の
天
尊
と
同
じ
名
前
を
出
し
た
り
、
十
王
の
所
在
を
十
方
（
四
方
・
四
維
と
上
下
）

に
次
の
よ
う
に
配
当
す
る
も
の
が
あ
る
。

一
七
日　

秦
廣
大
王

太
素
妙
廣
真
君

玉
寶
皇
上
天
尊

東
方       

二
七
日　

初
江
大
王

陰
徳
定
休
真
君

玄
真
萬
福
天
尊

南
方       

三
七
日　

宋
帝
大
王

洞
明
普
靜
真
君

太
妙
至
極
天
尊

西
方       

四
七
日　

五
官
大
王

玄
徳
五
靈
真
君

玄
上
玉
晨
天
尊

北
方       

五
七
日　

閻
羅
大
王

最
勝
輝
靈
真
君

度
仙
上
聖
天
尊

東
北
方      

六
七
日　

変
成
大
王

寶
肅
昭
成
真
君

好
生
度
命
天
尊

東
南
方      

七
七
日　

泰
山
大
王

玄
徳
妙
成
真
君

太
靈
虚
皇
天
尊

西
北
方      

百　

日　

平
等
大
王

無
上
正
度
真
君

無
量
大
華
天
尊

西
南
方      

小　

祥　

都
市
大
王

飛
魔
演
慶
真
君

玉
虚
明
皇
天
尊

上
方       

大　

祥　

轉
輪
大
王

五
化
威
靈
真
君

真
皇
洞
神
天
尊

下
方 

      

こ
の
様
に
、
十
殿
を
十
方
に
配
当
す
る
の
は
、
仏
教
と
は
異
な
っ
た
様
式
、
つ
ま
り
宇
宙
観
、
冥
界
観
の
異
な
る
法
要
が
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。『
蔵
外
道
書
』
の
文
献
で
も
い
く
つ
か
の
形
式
が
あ
る
の
で
、
六
つ
の
科
儀
書
を
整
理
す
る
と
次
表
の
よ

う
に
な
る
。

文
　
献
　
名

天
尊
名

方
　
位

① 

廣
成
儀
制
十
王
転
案
集

○

○ 

② 

廣
成
儀
制
十
王
大
斎
右
案
全
集

×

×   

③ 

廣
成
儀
制
十
王
絞
經
全
集

×

×     

④ 

廣
成
儀
制
正
申
冥
京
十
王
集

×

○   

⑤ 

廣
成
儀
制
十
王
告
簡
全
集

○

○    

⑥ 

清
微
十
王
転
案
儀
制
全
集

○

○   

天
尊
名
が
記
述
さ
れ
る
文
献
は
、
十
王
と
そ
れ
に
付
随
す
る
天
尊
へ
の
拝
礼
が
、
同
様
な
比
重
で
行
わ
れ
て
い
た
儀
礼
を
述
べ

て
い
る
。
ま
た
、
天
尊
を
特
定
の
方
位
に
当
て
る
の
は
、
十
王
法
事
と
習
合
す
る
以
前
か
ら
の
黄
籙
斎
の
特
長
と
も
い
え
る
。
し

か
も
、
各
忌
日
に
そ
れ
を
担
当
す
る
神
だ
け
に
祈
る
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
神
々
を
拝
礼
の
対
象
と
す
る
。

さ
て
、
道
教
儀
礼
で
は
、
古
く
か
ら
十
方
に
天
尊
を
想
定
し
、
そ
の
神
へ
の
拝
礼
が
重
要
な
要
素
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

六
朝
末
の
『
無
上
秘
要

A
a

B

』
巻
五
十
四
の
「
黄
籙
斎
品
」
で
は
（『
下
元
黄
籙
簡
文
靈
仙
品
』
を
引
い
て
）、
そ
の
儀
礼
壇
の
設
え
を
、

當
於
中
庭
開
壇
、
四
面
四
隅
、
上
下
方
合
十
門
、
中
央
縦
廣
令
長
二
丈
四
尺
、
四
面
標
纂
榜
題
門
位
、
上
下
整
飭
。
十
門
畢
、

當
於
十
門
外
開
天
門
・
地
戸
・
日
門
・
月
門
四
隅
、
合
作
四
門
、
縦
廣
令
長
三
丈
二
尺
、
名
四
界
都
門
、
安
八
卦
標
榜
、
上

下
整
飭
。
法
師
一
人
於
中
央
行
道
。

と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
初
期
道
教
の
儀
礼
空
間
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
中
に
神
像
な
ど
の
祭
祀
対
象
を
設
置
す
る
こ
と
な
く
、
方

位
を
以
て
神
々
の
パ
ン
テ
オ
ン
と
交
信
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
十
門
は
、
そ
の
象
徴
と
い
え
る
。
斎
を
お
こ
な
う
道
士
は
、

壇
の
中
央
で
繞
巡
し
、
十
方
に
上
香
し
、
叩
歯
の
後
に
祝
文
を
読
み
、
神
々
の
降
臨
を
請
い
、
十
方
の
天
尊
に
九
祖
の
父
母
の
往

生
を
祈
願
す
る
と
あ
る
。
こ
の
場
合
、
十
方
天
尊
は
上
記
の
十
王
に
付
随
す
る
神
を
指
し
て
は
い
な
い
が
、
十
方
に
神
々
を
想
定
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し
た
儀
礼
で
あ
る
。

早
期
の
イ
ン
ド
仏
教
で
仏
像
が
作
ら
れ
な
か
っ
た
の
と
同
様
に
、
初
期
の
道
教
で
は
神
像
や
神
画
を
用
い
ず
、
方
向
や
香
火
に

よ
っ
て
神
格
を
想
定
し
て
祈
り
を
捧
げ
た
。
む
し
ろ
、
神
像
の
な
い
こ
と
が
道
教
の
儀
礼
空
間
の
特
徴
と
も
い
え
る
。

唐
の
仏
教
者
の
法
琳
の
『
辨
正
論
』
巻
六

A
b

B

で
は
、

『
陶
隠
居
内
傳
』
云
、
在
茅
山
中
立
佛
道
二
堂
、
隔
日
朝
禮
。
佛
堂
有
像
、
道
堂
無
像
。
王
淳
『
三
教
論
』
云
、
近
世
道
士

取
活
無
方
、
欲
人
歸
信
。
乃
學
佛
家
制
立
形
像
、
假
號
天
尊
、
及
左
右
二
眞
人
置
之
道
堂
、
以
憑
衣
食
。
梁
・
陸
修
靜
之
爲

此
形
也
。

と
道
教
の
神
像
の
使
用
を
批
判
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
本
来
の
道
教
の
儀
礼
空
間
に
は
神
像
は
な
い
が
、
陸
修
靜
が
仏
像
を
模
倣

し
て
形
像
を
作
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
陸
修
靜
が
こ
の
よ
う
な
形
式
を
作
っ
た
と
い
う
の
は
、
歴
史
的
真
実
と
は
異

な
る
。
陸
修
靜
自
身
は
著
書
の
『
陸
先
生
道
門
科
略

A
c

B

』
で
、

灑
掃
精
肅
、
常
若
神
居
。
唯
置
香
爐
・
香
燈
・
章
案
・
書
刀
四
物
而
已
。
必
其
素
淨
、
政
可
湛
百
餘
錢
耳
。
比
雜
俗
之
家
、

床
座
形
像
幡
蓋
衆
飾
、
不
亦
有
繁
簡
之
殊
、
華
素
之
異
耶
。

と
道
教
者
の
儀
礼
空
間
の
「
靖
室
」
で
は
、
香
炉
、
香
燈
、
机
、
筆
記
用
の
刀
の
他
は
置
か
ず
、
神
像
や
荘
厳
具
な
ど
飾
ら
な
い

と
主
張
す
る
。

ま
た
儀
礼
空
間
に
つ
い
て
、
陶
弘
景
の
『
登
真
隠
訣

A
d

B

』
巻
下
の
〈
入
靜
法
〉
に
は
、

某
正
爾
燒
香
、
入
靜
朝
神
、
乞
得
八
方
正
氣
、
來
入
某
身
、
所
啓
速
聞
径
達
帝
前
。
畢
、
乃
燒
香
行
事
、
燒
香
畢
、
初
向
再
拜
。

と
い
う
。
つ
ま
り
、儀
式
の
場
に
は
神
像
画
な
ど
は
な
く
、象
徴
と
し
て
の
香
炉
の
み
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
、「
北
向
再
拜
」

「
東
向
再
拜
」「
南
向
再
拜
」
と
あ
り
、
あ
わ
せ
て
四
方
の
諸
神
へ
の
拝
礼
が
あ
っ
た
。
道
教
修
行
の
空
間
で
、
同
じ
よ
う
に
方
向

に
よ
る
神
の
想
定
は
顕
著
で
あ
る
。
朱
法
満
の
『
要
修
科
儀
戒
律
鈔

A
e

B

』
巻
一
〇
で
は
、

四
靖
室
者
。
科
曰
、
道
民
入
化
、
家
家
各
立
靖
室
、
在
西
向
東
、
安
一
香
火
西
壁
下
。
天
師
爲
道
治
之
主
、
入
靖
、
先
向
西

香
火
存
師
、
再
拜
、
三
上
香
、
啓
願
。
次
北
、
次
東
、
次
南
。
訖
便
出
、
勿
轉
顧
。
科
曰
、
朝
半
入
小
治
、
先
向
西
拜
天
師
、

轉
向
東
拜
太
上
。
訖
出
宮
閲
籙
、東
向
奏
章
。
科
曰
、朝
拜
半
入
治
、先
向
北
拜
太
上
、次
向
東
拜
九
氣
丈
人
、次
向
南
道
徳
君
、

次
向
西
拜
天
師
。
小
治
並
同
。

と
い
う
。
つ
ま
り
、
西
は
「
天
師
の
座
」
で
「
香
火
」
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
。
他
の
方
向
も
神
像
が
な
く
と
も
そ
れ
ぞ
れ
の
神

が
想
定
さ
れ
て
い
た
。
時
代
が
下
れ
ば
神
像
や
神
画
が
祭
祀
の
対
象
と
な
る
が
、
方
向
を
重
視
す
る
。
そ
の
た
め
、
十
王
儀
礼
で

方
位
の
重
視
が
受
け
継
が
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

八
、
結
び

地
獄
を
死
後
世
界
と
い
う
側
面
か
ら
と
ら
え
れ
ば
、
道
教
で
は
古
く
か
ら
「
九
幽
」
と
い
う
死
者
の
魂
が
閉
じ
込
め
ら
れ
る
場

所
が
想
定
さ
れ
た
。「
九
」
は
大
地
が
九
層
か
ら
な
る
と
い
う
概
念
で
、
天
上
世
界
の
「
九
天
」
や
「
九
霄
」
に
対
す
る
語
で
、
黄

泉
（
あ
の
世
）
の
世
界
の
「
九
泉
」
と
ほ
ぼ
同
じ
で
大
地
の
底
を
意
味
し
た
。
九
幽
地
獄
は
九
つ
の
方
向
、
つ
ま
り
四
方
、
四
隅
と

中
央
に
あ
る
。
普
通
は
東
は
幽
冥
、
南
は
幽
陰
、
西
は
幽
夜
、
北
は
幽
鄷
、
東
北
は
幽
都
、
東
南
は
幽
治
、
西
南
は
幽
関
、
西
北

は
幽
府
、
中
央
は
幽
獄
で
あ
り
、
こ
の
地
獄
か
ら
死
者
の
魂
を
救
い
出
す
の
が
九
幽
抜
罪
天
尊
と
い
う
神
だ
と
い
わ
れ
る
。

し
か
し
、
燃
燈
を
用
い
て
祖
霊
を
地
獄
か
ら
救
い
出
す
儀
礼
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
あ
る
『
黄
籙
破
獄
燈
儀

A
f

B

』
に
は
、

上
元
金
籙
簡
文
、
真
仙
品
格
、
然
燈
威
儀
、
科
式
至
重
。
今
齋
官
某
人
修
建
黄
籙
齋
、
兼
點
九
幽
燈
、
奉
用
追
薦
亡
過
某
人
。

恭
以
風
雷
地
獄
一
切
冥
官
、
廣
賜
慈
悲
、
溥
垂
開
度
。
伏
願
黒
風
殄
影
、
霹
靂
停
聲
、
戈
戟
早
息
於
飄
飛
、
肢
體
不
至
於
分
散
。

使
其
幽
扄
輝
耀
、
地
獄
澄
清
、
抜
度
亡
魂
、
早
超
明
境
。
謹
懺
東
方
風
雷
地
獄
之
難
、
所
有
符
命
、
謹
當
告
下
。
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舉
玉
寶
皇
上
尊

稱
揚
上
徹
十
方
界　

懺
念
下
達
九
幽
中　

燈
光
照
耀
於
東
方　

風
雷
地
獄
悉
開
曉　

飛
飛
戈
飄
戟
千
般
苦　

分
散
肢
體
萬
種

辛　

承
茲
懺
念
並
生
天　

覩
此
燈
光
生
天
界　

和
不
可
思
議
功
徳　

と
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
九
幽
す
べ
て
に
方
位
と
地
獄
名
、
天
尊
が
次
表
の
よ
う
に
配
当
さ
れ
る
。

東
方

風
雷
地
獄

玉
寶
皇
上
尊

東
南
方

銅
柱
地
獄

好
生
度
命
尊

南
方

火
翳
地
獄

玄
真
萬
福
尊  

西
南
方

屠
割
地
獄

太
靈
虚
皇
尊

西
方

金
剛
地
獄

太
妙
至
極
尊

西
北
方

火
車
地
獄

無
量
太
華
尊

北
方

溟
泠
地
獄

玄
上
玉
晨
尊

東
北
方

鑊
湯
地
獄

度
仙
上
聖
尊

中
央

普
掠
地
獄

上
下
救
苦
尊

中
央
を
除
外
す
れ
ば
、十
方
天
尊
の
八
方
向
の
八
尊
と
同
じ
で
あ
る
。
中
央
も「
上
下
救
苦
尊
」と
記
述
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

実
質
的
に
冥
界
に
十
方
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
。

道
教
の
十
王
信
仰
は
、
当
初
は
仏
教
の
模
倣
か
ら
始
ま
る
で
あ
ろ
う
が
、
儀
礼
と
し
て
完
成
す
る
に
及
ん
で
は
、
黄
籙
斎
の
死

者
儀
礼
の
シ
ス
テ
ム
に
完
全
に
混
入
し
、
道
教
独
自
の
展
開
を
し
た
と
思
わ
れ
る
。
十
方
に
天
尊
を
想
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
祈
念

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
十
王
の
図
像
を
用
い
よ
う
が
、
省
略
し
よ
う
が
十
王
儀
礼
は
成
立
す
る
。
ま
た
、
道
教
儀
礼
の
特
徴
で
あ
る

儀
礼
執
行
者
（
道
士
）
が
、
神
々
に
願
い
を
直
接
伝
え
る
と
い
う
方
法
に
合
致
し
や
す
い
。
儀
式
中
の
動
的
要
素
が
多
く
な
り
、
儀

礼
に
参
加
す
る
民
衆
に
と
っ
て
、
可
視
的
か
つ
物
語
の
如
く
理
解
で
き
る
。

し
か
も
、
忌
日
に
則
し
て
、
そ
の
年
日
の
冥
王
に
救
済
を
依
頼
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
集
約
的
に
追
善
の
供
養
を
す
る
こ

と
も
可
能
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
死
者
の
死
後
世
界
で
の
安
楽
を
祈
る
儀
礼
と
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

註（
１
）『
旧
唐
書
』
巻
九
六
「
姚
崇
伝
」。

（
２
）『
礼
記
』（
雑
記
下
）
に
「
士
三
月
而
葬
、
是
月
卒
哭
」
と
あ
り
、
統
治
者
階
層
の
葬
礼
で
は
、
お
お
む
ね
三
個
月
で
埋
葬
し
た
。

（
３
）
満
一
年
の
祖
霊
祭
祀
。

（
４
）
数
え
三
年
〈
満
二
年
〉
の
祖
霊
祭
祀
。

（
５
）『
大
谷
学
報
』
通
号
八
四
（
一
九
四
一
年
）
所
収
。

（
６
）
拙
論
「
泰
山
と
冥
界
」（
田
中
純
男
編
『
死
後
の
世
界
』
東
洋
書
林
、
二
〇
〇
〇
年
、
所
収
）
参
照
。

（
７
）
酒
井
忠
夫
「
太
山
信
仰
の
研
究
」（『
史
潮
』
第
七
巻
二
号
、
一
九
三
七
年
）、
福
永
光
司
『
道
教
思
想
史
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）、

澤
田
瑞
穂
『
修
訂
・
地
獄
変
』（
平
河
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
参
照
。

（
８
）『
卍
続
蔵
』
一
五
〇
所
収
、『
閻
羅
王
預
修
生
七
往
生
淨
土
經
』
と
も
。

（
９
）『
卍
続
蔵
』
一
五
〇
所
収
、「
成
都
麻
大
聖
慈
恩
寺　

沙
門
藏
川　

述
」
と
あ
る
。

（
10
）「
別
都
頓
宣
壽
〈
ほ
と
と
ぎ
す
〉」
や
「
預
彌
〈
よ
み
〉」
の
語
。

（
11
）『
時
齋
念
佛
懺
悔
禮
文
』（
大
正
巻
八
五
、
Ｓ
二
一
四
二
）、『
大
乗
四
齋
日
』（
大
正
巻
八
五
、
Ｓ
二
五
六
八
）、『
地
蔵
菩
薩
十
齋
日
』（
大
正

巻
八
五
、
Ｓ
二
五
六
八
）
に
は
、「
一
日
・
定
光
佛
、
八
日
・
藥
師
瑠
璃
光
如
來
、
十
四
日
・
賢
劫
千
佛
、
十
五
日
・
阿
彌
陀
如
來
、
十
八
日
・

地
蔵
菩
薩
、
二
十
三
日
・
勢
至
菩
薩
、
二
十
四
日
・
觀
世
音
菩
薩
、
二
十
八
日
・
毘
盧
遮
那
如
來
、
二
十
九
日
藥
王
菩
薩
、
三
十
日
・
釋
迦

牟
尼
佛
」
と
あ
る
。

（
12
）
Ｓ
Ｎ
五
〇
八
（
本
稿
の
『
道
蔵
』
は
、
原
則
と
し
て
シ
ペ
ー
ル
〈
施
博
爾
〉・
ナ
ン
バ
ー
で
表
示
す
る
）
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（
13
）
吉
岡
義
豊
「
中
国
民
間
の
地
獄
十
王
信
仰
に
つ
い
て
」（『
吉
岡
義
豊
著
作
集
』
巻
一
、五
月
書
房
、一
九
八
九
年
）
三
五
五
〜
三
六
五
頁
参
照
。

（
14
）Stephen T

eiser, The Scripture on the Ten K
ings

（U
niversity of H

aw
aii Press, 1994

）二
〇
〜
三
〇
頁
。

（
15
）The Taoisit C

anon

（E
d. Schipper and V

erellen, U
niversty of C

hicago Press, 2004

）
一
〇
二
頁
、
五
五
四
頁
、
九
八
九
頁
。 

（
16
）
Ｓ
Ｎ
三
七
八

（
17
）
Ｓ
Ｎ
七
三

（
18
）
Ｓ
Ｎ
二
一
五

（
19
）
Ｓ
Ｎ
四
六
六

（
20
）
Ｓ
Ｎ
一
六
七

（
21
）「
初
獻
」「
亜
獻
」「
終
獻
」
の
儀
式
。

（
22
）『
霊
宝
領
教
済
度
金
書
』
の
冥
官
醮
左
右
班
六
十
神
位
で
は
、冥
界
に
関
係
す
る
六
十
の
神
々
の
配
置
を
記
述
す
る
。
十
王
関
係
で
は
、「
左
班
。

北
陰
玄
天
鄷
都
大
帝
、
地
府
泰
素
妙
広
真
君
、
地
府
洞
明
普
静
真
君
、
地
府
最
聖
耀
霊
真
君
、
地
府
神
変
萬
霊
真
君
、
地
府
飛
魔
演
慶
真
君
、

…
…
」「
右
班
。
東
嶽
天
斉
仁
聖
真
君
、
地
府
陰
徳
定
休
真
君
、
地
府
玄
徳
五
霊
真
君
、
地
府
保
宿
昭
成
真
君
、
地
府
無
上
正
度
真
君
、
地
府

五
化
威
霊
真
君
、
…
…
」
と
あ
る
。
一
、三
、五
、七
、九
殿
の
奇
数
の
真
君
は
「
左
班
」（
向
か
っ
て
右
側
）
に
、
二
、四
、六
、八
、十
殿
の
偶
数

の
真
君
は「
右
班
」（
向
か
っ
て
左
側
）に
位
置
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
配
置
通
り
に
図
像
が
置
か
れ
て
、そ
の
前
で
祈
り
を
捧
げ
る
な
ら
、

右
左
に
交
互
に
移
動
し
な
が
ら
儀
式
が
執
行
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

（
23
）
Ｓ
Ｎ
三
三
六

（
24
）
Ｓ
Ｎ
一
一
二
五

（
25
）
Ｓ
Ｎ
一
一
三
八

（
26
）
Ｓ
Ｎ
八

（
27
）
Ｓ
Ｎ
九
八
二

（
28
）
Ｓ
Ｎ
五
一
二

（
29
）
Ｓ
Ｎ
五
〇
九

（
30
）
Ｓ
Ｎ
五
一
〇

（
31
）
Ｓ
Ｎ
三
七
四

（
32
）『
蔵
外
道
書
』
一
六ｰ

三
八
七
〜
三
九
四
頁
。

（
33
）『
蔵
外
道
書
』
一
三ｰ

二
六
一
〜
二
七
四
頁
。

（
34
）
同
一
三ｰ

六
二
八
〜
六
二
五
頁
。

（
35
）
同
一
三ｰ

六
二
六
〜
六
三
一
頁
。

（
36
）
同
一
四ｰ

一
四
〇
〜
一
四
四
頁
。

（
37
）
同
一
四ｰ

三
八
四
〜
三
九
九
頁
。

（
38
）
同
一
四ｰ

四
六
二
〜
四
七
三
頁
。

（
39
）『
三
教
捜
神
大
全
』
で
は
、
十
王
の
姓
を
秦
広
王
は
蕭
、
初
江
王
は
曹
、
宋
帝
王
は
廉
、
五
官
王
は
黄
、
閻
魔
王
は
韓
、
変
成
王
は
石
、
泰
山

王
は
畢
、
平
等
王
は
于
、
都
市
王
は
薛
、
転
輪
王
は
薛
と
す
る
。

（
40
）
Ｓ
Ｎ
一
一
三
八

（
41
）『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
巻
五
二
、五
三
五
ｂ

（
42
）
Ｓ
Ｎ
一
一
二
七

（
43
）
Ｓ
Ｎ
四
二
一

（
44
）
Ｓ
Ｎ
四
六
三

（
45
）
Ｓ
Ｎ
二
一
三
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インド後期密教における数珠
—『サンヴァローダヤタントラ』第 12 章および
註釈書『パドミニー』の校訂テクストと訳註―

倉 西 賢 亮（憲一）

はじめに

僧侶にとって、数珠は修法や儀礼において様々な役割を持っており、至極身近

な存在である。しかしながら、仏教は始めから数珠を僧侶の持ち物としてはいな

かった。元来、仏教僧は基本的に「三衣一鉢」のみ所持を許されており、その後

「比丘六物」「比丘十八物」と拡充されてきたが、その中に数珠は入っていなかっ

た。では、いつから数珠が仏教に取り入れられたのであろうか。現存する仏教経

典の中で、数珠がはじめて登場するのは、四世紀から五世紀頃の東晋（失訳）『佛

説木槵子経』（大正 786: 726a9-726b14）と言われている。また、五世紀頃の作例で

あるアジャンター石窟（第十七窟）に描かれている観音像が数珠をもっていることか

ら 1、おそらく四世紀頃までには、仏教に数珠が導入されたと考えられる
2
。

数珠は、インドにおいて、古くはヴェーダの時代から作製使用されてきた。数

珠の原語は、サンスクリット語のアクシャマーラー（ak≈amålå）が一般的である。

他にも、ジャパマーラー（japamålå）などと呼ばれる。アクシャマーラーのアク

シャ（ak≈a）は「サイコロ」やその「目」、そして「眼（球）」を意味し、それが転

1 第十七窟以外にも数珠を持つ観音像の作例はあるが、第十七窟の観音像には、ヴァーカータカ朝のハ
リシェーナ王の治世に寄進されたという銘文があり、制作時期がわかる。詳しくは福山 2002 を参照。
2 仏教における数珠の受容については、西村 2009a、西村 2009b、西村 2010 を参照。
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よび訳註
7
を提示し、数珠の文化史的展開を研究する端緒としたい。

『サンヴァローダヤタントラ』第12章のシノプシス

『サンヴァローダヤタントラ』第 12 章は全体で十五偈からなる。息災法や調伏

法など様々な修法で使用される数珠作製や持ち方に関する詳細と念誦法が説かれ

ている。

第 1 偈 導入 第 10 〜 11 偈数珠の持ち方

第 2 〜 6 偈珠の材質と数 第 12 〜 15 偈 念誦法

第 7 〜 9 偈 数珠紐

略号および凡例（校訂テクストおよび訳註）

写本資料

『サンヴァローダヤタントラ』

Saµvarodayatantra（SUT）
8

A … Matsunami 404: 東京大学図書館所蔵、書写年代 1595 年

C … Matsunami 401: 東京大学図書館所蔵、書写年代 1751 年

L … Cowell and Eggeling No. 38: Royal Asiatic Society London, undated

T … Tucci Mss sscr 4: Tucci Collection, undated

ラトナラクシタ著『パドミニー』

Padmin¥

T … Takaoka CA17, NS 732

B … Baroda No. 78, VS(?) 1983

7 本稿で取り扱う『サンヴァローダヤタントラ』とその註釈書『パドミニー』については、2014 年か
ら種村隆元（大正大学）、加納和雄（駒沢大学）とともに研究を続けており、毎年、その研究成果を提
出している。それらの中でも、文献資料については、種村・加納・倉西 2014 を、『パドミニー』の著
者であるラトナラクシタについては、倉西 2015、Kuranishi 2016 を参照されたい。
8 『サンヴァローダヤタントラ』の写本は、一部（第 33 章 20 偈 d 句から終わりまで。Kuranishi 2012
参照）貝葉で残っているだけで、現存する写本はすべて紙本である。Tsuda 1974 には、第 12 章は収録
されていない。Tsuda 1974 では、八本の写本を参照しているが、本稿では、その中の三本（ACL）を、
さらに Tsuda 1974 の使用していない Tucci 写本を参照し、校訂テクストを作成した。

じて、「小さな球状のもの」という意味をもつようになった
3
。マーラー（målå）は、連

なりを意味している。そして、この数珠を意味するアクシャマーラーのアクシャ

は、時代が下がるにつれて、様々に哲学的・教理学的な意味が付加されていく。

数珠は呪文（真言）などの念誦、つまり言葉（音声）との関わりが深いことから、ア

クシャは母音と子音のすべて、a 字から k≈a 字までの五十文字を意味していると

解釈する
4
。そして、この解釈に起因して、数珠の珠数が五十と規定される

5
ことも

ある。

数珠は汎インド的に宗教道具として、古くから作製使用され、様々に展開して

きた。仏教に数珠が取り入れられてから、インド密教、特にインド後期密教にお

いては、修法に応じて、その資具として多様なヴァリエーションが考案された。

こうした修法ごとの数珠は、インド密教隆盛期と同時代の他宗教においても、作

製方法および材質に共通点が多く見られる。

本稿では、まずインド後期密教における数珠の作製およびそれを使った修法を

確認することの出来る数少ない文献資料
6
の一つ『サンヴァローダヤタントラ』第

12 章と、同タントラの註釈書ラトナラクシタ著『パドミニー』の校訂テクストお

3 アクシャの意味については、語源学的に複雑と言わざるを得ない。アクシャは元来「車軸」や「車輪」
を意味し、ドイツ語の achse や英語の axis と同じ語源に遡る。　
4 こうした解釈は、本稿で扱う注釈書『パドミニー』（v.9の註釈）に説かれている。そして、この母音と子
音の数は、基本的に僧侶が習得する悉曇の字門と同じである。これは、例えば、比較的初期のヒンドゥー教
シヴァ派の典籍である『スヴァヤンブヴァスートラサングラハ（Svayaµbhuvas∑trasaµgraha）』（5.1–5; 
cf. Törzsök 2012, p. 12）などにも説かれており、汎インド的な解釈であるといえる。
5 本稿で扱う『サンヴァローダヤタントラ（Saµvarodayatantra）』第 12 章（第 4 偈）においても、敬愛法・
魅惑法で使用する数珠の珠数は五十と説かれている。『パドミニー（Padmin¥）』は、修法の中でも残忍
なもの以外（息災・増益・敬愛・魅惑など）には、珠数を五十としてもよいとする。珠数については、
密教典籍には様々なヴァリエーションが見られるが、仏教における数珠受容最初期の『佛説木槵子経』
には、百八と説かれており、材質も木槵子（モクロジ）と規定している。
6 その他には、『ヘーヴァジュラタントラ（Hevajratantra）』（2 − 10「念誦の章」）や『サンプトードゥバ
ヴァタントラ（Saµpu†odbhavatantra）』（8–2「真言と念誦の観想法の章」）などが挙げられるが、『サ
ンヴァローダヤタントラ』は比較的詳細に説かれている。当然、初期密教や中期密教の文献にも、数
珠の種類や作製方法などが説かれている。例えば、『陀羅尼集経』（大正 901: 802c20-803b2）、『蘇悉地
羯羅経』（大正 893: 618a7–618a17, 647b23–647c2, 684c29-685a8）、『金剛頂瑜伽中略出念誦経』（大正
866: 248a26-248b5）、『金剛頂瑜伽念誦経』（大正 789: 727c1-728a10）、『マンジュシュリヤムーラカルパ』
第 12 章（Íåstr¥ 1920: p.118–122 ＝ 『曼殊室利呪藏中校量數珠功徳経』 大正 787: 726b17-727a10）な
どが挙げられる。初期・中期の密教文献内に説かれている数珠は、後期密教のそれと比べて、種類・作
製法が複雑ではない。
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種村・加納・倉西 2014

 種村隆元・加納和雄・倉西憲一「Ratnarak≈ita 著 Padmin¥ 研究資料概観」『大

正大学綜合仏教研究所年報』第 36 号、pp. 163–176

西村 2009a

 西村実則「仏教と数珠」『三康文化研究所年報』 第 40 号、pp. 105–120

 2009b

 「仏教における数珠使用の始まり―観音と『木槵子経』―」『三康文化研究所年報』 

第 44 号、pp. 23–42

 2010

 「数珠に関する断章」『三康文化研究所年報』 第 41 号、pp. 123–132

福山 2002

 福山泰子「アジャンター石窟における観音諸難救済図」『名古屋大学博物館報告』

No. 18, pp. 29–48

Kuranishi 2012

 Kuranishi, Kenichi ‘On the Manuscript NAK 3/716 (NGMPP A48/11): The 

Sadåmnåyånusåri∫¥, a Commentary on the Saµvarodayatantra’『印度学仏教

学研究』60–3, pp. 147–150

 2016

 ‘A Study on Scholarly Activities in the Last Period of the Vikramaß¥la Monastery: 

Quotations in Ratnarak≈ita’s Padmin¥’ 『東洋文化』第 96 号、 pp. 49–61

Mori 2009

 Mori, Masahide “Vajråval¥ of Abhayåkaragupta Edition of Sanskrit and 

Tibetan Versions” vol.2, Buddhica Britannica XI

Íåstr¥ 1920

 Ga∫apati Íåstr¥ “Åryamañjußr¥m∑lakalpa˙” vol.1, Trivandrum

Törzsök 2012

 Judit Törzsök ‘The alphabet goddess Måt˚kå in some early ßaiva Tantras’ オ

ープンアクセス：https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00710939/document

Tsuda 1974

 Tsuda, Shin’ ichi “The Saµvarodaya-tantra Selected Chapters” The Hokuseido 

N … NAK 5/2-3 = NGMPP B113/8, NS 1044.

Ra … Tucci’s Collection 3. 7. 16 （この写本には第 12 章は収録されていない）。

* T 以外の三つの写本は T のアポグラフである
9
。

著者不明『サッドアームナーヤーヌサーリニー』

Sadåmnåyånusåri∫¥（SÅA）

SÅA … NAK 3/716 = NGMPP A48/11 (= Tucci Collection 3. 5. 4), undated

* 当該文献は『パドミニー』を短くした内容を持っており、『パドミニー』の研究には

欠かせない。詳しくは Kuranishi 2012を参照。

　

校訂テクスト内で使用した略号

ac … ante correctionem

conj. … a diagnostic conjecture

corr. … a correction

D … デルゲ版

em. … an emendation

hyper. … hypermetrical

hypo. … hypometrical

P … 北京版

pc … post correctionem

X … 判読不能な文字。X 一つにつき、一文字。

　

・写本内の連声は基本的に報告せずにスタンダードに修正した。

・なお、校訂テクストは、見出しや校勘欄・註記などすべて英語を使用した。

参考文献

倉西 2015

 倉西憲一「インド密教学僧の学術活動に関する一考察」『密教学研究』第 47 号、pp. 

15–28
9 詳しくは種村・加納・倉西 2014（p.167）を参照。

—40——41—



インド後期密教における数珠（倉西）

（116） （117）—38—

Saṃvarodayatantra Ch.12: Preliminary Edition

[A: 34r2‒35r5, C: 16v4‒17r6, L: 33r4‒34v1, T: 26r1‒27v7; D(Tib.)
279v6‒280r7]

[Introduction]

śṛṇu yakṣādhipa samyag akṣasūtrasya lakṣaṇam |
yena samyagvidhānena sidhyate nātra saṃśayaḥ || 1 ||5

[Materials and Numbers]

suvarṇarajatatāmraṃ ca sphaṭikaṃ śaṃkhādim eva ca |1

yojayec chāntiṃ puṣṭiṃ tu guli
L33v1
kā śata śāntike || 2 ||

aṣṭottaraśata gulikā2 pauṣṭikarmaṇi śasyate3 |
rājyahetor japet mantrī śrīsaṃpattisukhotsavam || 3 ||10

kuṅkumādi tu gandhādi4 pravālaṃ raktacandanabījakam5 |
vaśyākṛṣṭiprayogeṣu pañcāśad gulikā sadā || 4 ||

rudrākṣāriṣṭabījaṃ tu narāsthiṃ tu tathaiva ca |
1 2ab: hypermetrical
2 3a: hypermetrical
3 3b The reading C, ‘pauṣṭikarmapranaśyate’, probably suggests that the

original text might be ‘pauṣṭikarmasu śasyate’.
4 4a kuṅkumādi tu gandhādi ⟧ The Padminī mentions that the other text

has a reading ‘kuṅkumādibhir guṭikaiva’but it is still hypermetrical.
5 4b: hypermetrical

4 yakṣādhipa ⟧ AL; yakṣādhipe CT 5 sidhyate ⟧ CLT; siṃte A
7 suvarṇarajatatāmraṃ ⟧ CLT; sūvarṇarajataṃ tāmra° A 7 ca ⟧ A;
vā CLT 8 yojayec chāntiṃ puṣṭiṃ tu ⟧ Pad; yojayec chāntipuṣṭau A; yo-
jayet sāntipuṣṭiṃ tu CL; yojayet sāntipauṣṭin tu T 8 gulikā śata śān-
tike ⟧ CT; gulikāntike A; gulikā śataṃ śāntike L 9 aṣṭottaraśata gu-
likā ⟧ A; aṣṭottaraśata gulike CL; aṣṭauttaraśata gulike T 9 pauṣṭi° ⟧ CT;
puṣṭi° AL 9 °karmaṇi śasyate ⟧ A; °karma pranaśyate C; °karma praśasy-
ate LT 10 rājyahetor ⟧ em.; rājyaheto C; rājaheto A 10 rājyahetor
japet mantrī ⟧ ACT; omit L 10 śrīsaṃpatti° ⟧ em.; śrīsaṃparti° AC
11 gandhādi ⟧ CL; gadhādhādi A 11 pravālaṃ ⟧ A; pravāle CL 11 rakta-
candanabījakam ⟧ A; raktacandanabījam C; raktacandanaṃ bījakam L
12 vaśyākṛṣṭi° ⟧ ACT; paśyakaṣṭi° L 12 pañcāśad ⟧ em.; pañcāśa A;
pañcāśaṃ CL 13 rudrā° ⟧ A; ru X drā° C; 13 °riṣṭa° ⟧ CT; °riṣṭra ° A;
°citta° L 13 narāsthiṃ ⟧ CT; narāsthi A; navāsthin L

Press

IMP

 “Indian Medicinal Plants: A Compendium of 500 Species” 5 vols., Arya Vaidya 

Sala eds., 1996, Orient Longman

 

［本研究は科研費（19K00062、18H03569、18K00074）の助成を受けたものである］
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uṣṭrakharamahi
A34v1
ṣāsthi tv abhicāre mūkastambhane6 || 5 ||

māraṇoccāṭane yojya vidveṣe śatrunigrahe |　15

[Threads]

yathākarma viśeṣeṇa akṣasūtraṃ ca kā
C17r1
rayet || 6 ||

gardabhoṣṭrakeśais tu7 kākapakṣeṇa miśritam |
stambhanoccāṭakarme8 tasya sūtreṇa granthitam || 7 ||

hayamahiṣakeśena vidveṣe tasya sūtrayet |20

T27v1
śmaśānakeśasūtreṇa śvānaromena miśritam || 8 ||

tasya sūtraṃ praśasyaṃ tu krūrakarmaṇi yojayet9 |
kumā

L34r1
rīkarttitasūtreṇa10 granthayec chubhakarmaṇi || 9 ||

6 5d tv abhicāre mūkastambhane ⟧ hypermetrical; A possible metrical
emendation: °mahiṣāsthy abhicāre mūkastambhane.

7 7a: hypometrical
8 7c: hypometrical
9 9ab Tib.: དེ་ ཡི་ སྲད་ བུ་ དྲག་ པོ་ ཡི༎ ལས་ ལ་ བསྔགས་ ཕྱིར་ སྦྱར་ བར་ བྱ༎  « * tasya sūtraṃ

mantrārthaṃ tu krūrakarmaṇi yojayet.
10 9c: hypermetrical

14 °mahiṣāsthiṃ ⟧ T; °mahīṣāsthi A; °mahikhāsthiṃ C; °mahiṣāṣṭi L
14 tv abhicāre mūkastambhane ⟧ CLT; tu tva abhicāre mūkastambhanya
A 15 māraṇoccāṭane ⟧ conj.; māraṇoccāṭanaṃ ACLT 15 vidveṣe ⟧ A;
vidveṣair C; vidveṣa° LT 17 akṣasūtraṃ ⟧ ACL; akṣaṃ sūtrañ T
18 gardabhoṣṭrakeśais ⟧ ALT; gardabhāṣṭrakeśais C 18 miśritam ⟧ CT;
misitam A 19 stambhanoccāṭakarme ⟧ em.; stambhanoccāṭaṃ karme AT;
stambhanoccāṭaṃ karmā C; stambhanoccāṭaṃ karma L 19 tasya sūtreṇa
granthitam ⟧ CT; tasya sūtreṇa grathi A; tasya sūtraṃ praśasyate L (eye-skip-
ping) 20 °mahiṣa ° ⟧ CT; °maṣa ° A; hayāpahiṣa° L 20 vidveṣe ⟧ em. Tib.;
viśena vidveśe A; vidveṣo CT; dvidvaṣā L 20 tasya sūtrayet ⟧ conj.; asya
sūtrayoḥ A; akṣasūtrayo CT; asya sūtrake L 21 śmaśānakeśasūtreṇa ⟧ ALT;
śmaśānakesadhyaśasūtreṇa C 21 śvānaromena ⟧ ACT; svāmanomena L
22 sūtraṃ praśasyaṃ tu ⟧ sūtraṃ praśasyante AL; sūtrapraveśasya C; sū-
trapraśasya T 22 krūrakarmaṇi ⟧ A; krūrakarma tu CT; kulakarma tu yo
bhavet L 23 granthayec ⟧ em.; granthayet C; ganthayet A; granthiyec L;
granthiyet T 23 chubhakarmaṇi ⟧ em.; śubhakarmaṇi A; śubhakarmake
CL; śubhakarma te T

—36—

[How to hold and the Pratiṣṭhā]

śāntike tarjanīnyastaṃ pauṣṭike madhyamā sadā |25

anāmā vaśyam ity uktaṃ paryantenābhicārataḥ || 10 ||11

aṅguṣṭhā devatārūpaṃ sarvakarmasu yojayet |
arhanto gulikā sarve12 dharmadhātusvarūpataḥ || 11 ||13

[Recitation Practice]

A35v1
samāhitaṃ jāpabhāvena14 akṣasūtraṃ viśeṣataḥ |30

kṛtayuge japed ekas tretāyāṃ dviguṇaṃ japet || 12 ||
dvāpare triguṇaṃ proktaṃ kalau jāpaś caturguṇam |

japen mantram avicchinnaṃ catvāro mantrarūpataḥ || 13 ||
pravyāhāram idaṃ jāpam akṣasūtrādisaṃgraham |
11 cf. Saṃputodbhavatantra 8-2, v.15: śāntike krodhopavinyastaṃ pauṣṭike

madhyatatvataḥ | anāmikā vaśyam ity uktaṃ paryantam abhicārataḥ || *
krodha = tarjanī (Āmnāyamañjarī 274v7)

12 11c arhantaḥ sarvagulikā ⟧ Tib. has a different reading: རིལ་བུ་དགྲ་བཅོམ་མདོ་
འཛིན་ ནི། ། .

13 cf. Saṃputodbhavatantra 8-2, v.9cd: arhanto guḍikā sarve stūpasyopari
kalpitāḥ ||

14 12a: hypermetrical

25 °nyastaṃ ⟧ LT; nyasta A; nyaṣṭavo? C 25 pauṣṭike ⟧ CLT; prauṣṭike
A 25 madhyamā ⟧ A; madhyame CLT 25 sadā ⟧ AL; sadāḥ CT
26 paryantenābhicārataḥ ⟧ em.; paryantenābhicālataḥ A; paryantenab-
hicārataḥ L; paryantanābhicārataḥ CT 27 aṅguṣṭhā ⟧ CLT; aguṣṭhā A
28 arhanto gulikā sarve ⟧ em.; ahanta gulikā sarva° A; ahante gulikān
sarva° C; arhanta alikāṃ sarva° L; arhanta gulikāṃ sarve T 28 dharma-
dhātusvarūpataḥ ⟧ ACT; dharmadhātusvarūpakaḥ L 30 akṣasūtraṃ ⟧ ALT;
akṣasūsūtraṃ C 30 viśeṣataḥ ⟧ CLT; viśeṣitam A 31 kṛtayuge japed
ekas ⟧ CLT; kṛta yujayed ekaṃ A 31 tretāyāṃ dviguṇaṃ ⟧ LT; tretāyā
dviguṇaṃ C; tretāyādiguṇaṃ A 32 T mistakenly inserts ‘arhanta gulikāṃ’
before this verse. 32 jāpaś ⟧ A; jāpa CT; jāpañ L 32 caturguṇaṃ ⟧ C;
catuguṇāḥ A; catuguṇaṃ L; caturguṇā T 33 japen ⟧ em.; japet ACT;
japat L 34 pravyāhāram ⟧ ACT; pratyāhāram L 34 akṣasūtrādi° ⟧ ALT;
akṣakṣasūtrādi° C 34 saṃgraham ⟧ CLT; saṃgraṃ A
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upalambhaṃ devatārūpaṃ15 spharaṇasaṃharaṇātmakam || 14 ||1635

āgatā gati saṃcintya saṃketamantratattvataḥ |
trayakoṭivinirmuktaṃ tathatā pāramārthikam |

eteṣāṃ mantrajāpasya lakṣaṇaṃ vi
L34v1
dhir ucyate || 15 ||

[Chapter Colophon]

iti mantrajāpākṣamālānirdeśapaṭalo dvādaśaḥ ||40

15 14c: hypermetrical. But ‘upa’could be resolution.
16 14d: hypermetrical

35 upalaṃbhaṃ devatārūpaṃ ⟧ em.; upalambhadevatārūtā rūpaṃ A;
upalambhe devatārūpaṃ C; uparūpapaṃ devatolambhaṃ L; upalambhade-
vatārūpa° T 35 spharaṇasaṃharaṇātmakam ⟧ CT; spharaṇaṃ saṃharaṇāt-
makam A; spharaṇat saṃharaṇātmakam L 36 āgatā gati ⟧ AL; āgatā-
gata CT 36 saṃcintya ⟧ ACT; sañcitya L 37 trayakoṭivinirmuktaṃ
⟧ conj.; trayakoṭimivinimūkta A 37 tathatā ⟧ AC; tathātā T; pathatā
L 37 pāramārthikam ⟧ ACL; pārarthikaṃ T 38 vidhir ⟧ A; vid-
him CLT 40 iti mantrajāpākṣamālānirdeśapaṭalo ⟧ A; iti mantrajāpākṣa-
mālānirdeśapaṭalaḥ CT; iti śrīsamvarodayamahātantre jāpamālānirddeśa-
paṭalaḥ L

upalambhaṃ devatārūpaṃ15 spharaṇasaṃharaṇātmakam || 14 ||1635

āgatā gati saṃcintya saṃketamantratattvataḥ |
trayakoṭivinirmuktaṃ tathatā pāramārthikam |

eteṣāṃ mantrajāpasya lakṣaṇaṃ vi
L34v1
dhir ucyate || 15 ||

[Chapter Colophon]

iti mantrajāpākṣamālānirdeśapaṭalo dvādaśaḥ ||40

15 14c: hypermetrical. But ‘upa’could be resolution.
16 14d: hypermetrical

35 upalaṃbhaṃ devatārūpaṃ ⟧ em.; upalambhadevatārūtā rūpaṃ A;
upalambhe devatārūpaṃ C; uparūpapaṃ devatolambhaṃ L; upalambhade-
vatārūpa° T 35 spharaṇasaṃharaṇātmakam ⟧ CT; spharaṇaṃ saṃharaṇāt-
makam A; spharaṇat saṃharaṇātmakam L 36 āgatā gati ⟧ AL; āgatā-
gata CT 36 saṃcintya ⟧ ACT; sañcitya L 37 trayakoṭivinirmuktaṃ
⟧ conj.; trayakoṭimivinimūkta A 37 tathatā ⟧ AC; tathātā T; pathatā
L 37 pāramārthikam ⟧ ACL; pārarthikaṃ T 38 vidhir ⟧ A; vid-
him CLT 40 iti mantrajāpākṣamālānirdeśapaṭalo ⟧ A; iti mantrajāpākṣa-
mālānirdeśapaṭalaḥ CT; iti śrīsamvarodayamahātantre jāpamālānirddeśa-
paṭalaḥ L
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『サンヴァローダヤタントラ』第12章　試訳
「真言念誦のための数珠の教示」

導入
第1偈

ヤクシャの王よ、正しく聞け、数珠の特徴を。なぜなら、［この］正しいやり方

によって［諸数珠は］成就する。疑いなし。

珠の特徴（材質と数）
第2偈

金、銀、銅、水晶、同様に法螺貝などを、息災と増益に適用すべし。息災に関

する珠は百である。

第3偈
増益行の場合、百八の珠が認められている。真言行者は王国のため、吉祥の円

満や楽の宴のために、念誦すべし。

第4偈
敬愛法、魅惑法の場合、クンクマ（サフラン）など、塗香など［を塗った珠］、サ

ンゴ、赤栴檀の種が［珠］である。［これらの修法の場合は］常に、五十の珠

である
10
。

第5〜 6ab偈
ルドラークシャ

11
とアリシュタの種

12
、人骨、同様にラクダや象、水牛の骨は、調

伏法の場合、沈黙法と硬直法に、殺害法と放逐法に適用され、嫌悪法、征敵法

の場合
13
［に適用される］。

10 タントラ本文だけで理解すると、敬愛法と魅惑法のみ、珠数が五十であると理解できるが、『パドミ
ニー』の解釈では、息災法や増益法なども含めて、五十とすることもあるとしている。
11 「ルドラ（＝シヴァ）の眼」はジュズボダイジュの種のこと。
12 「アリシュタ」というのは、木槵子（モクロジ）のこと。
13 ここでは修法ごとに珠の素材が挙げられている。順にルドラの眼は調伏法、アリシュタの種は沈黙法と
硬直法、人骨は殺害法、ラクダと象の骨は放逐法、水牛の骨は嫌悪法および征敵法に当てられる。調伏法
などの珠数については、タントラ本文では言及されていないが、『パドミニー』には，六十と規定されている。
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数珠紐について
第6cd〜 7偈

個別に、［修法目的の］儀軌に従って、数珠 (ak≈as∑tra) を作製すべし。硬直法

と放逐法の場合、ろば、ラクダの毛と、カラスの羽を加えて、その（数珠の）紐
14

 

と編み込まれる。

第8偈
嫌悪法の場合、馬と水牛の毛と編み込むべし。屍林で入手した毛の紐と、雌犬

の毛と［縒り］合わせる。

第 9 偈

その認められた紐を、諸残忍な修法（調伏法）に適用すべし。諸繁栄 (ßubha) の

修法（息災・増益など）の場合、クマーリーによって縒られた紐と編み込むべし。

数珠の持ち方と開眼
第10偈

15

息災の場合、常に人差し指に置かれる。増益の場合、中指に［置かれる］。無

名指は、敬愛であると言われる。小指（paryantena）は、調伏法に関して。

第11偈
親指が、尊格の本質であり、すべての修法に適用すべし。すべての珠は、法界

を自性とするので、尊崇されるものである。

念誦法について
第12偈

念誦に専心することによって、個別（各修法）の数珠に集中する。第一ユガ

（k˚tayuga）には、1［ラクシャ］ を念誦すべし。第二ユガ（tretå）には、二倍（2

14 「その紐と（tasya s∑tre∫a）」の「その（tasya）」の意味は、『パドミニー』は註釈していない。おそ
らく、すべての修法に共通の基本となる紐（第 6 偈 d 句 ak≈as∑trañ）の素材があり、それと修法ごと
に規定されているロバやラクダの毛などを編み込むことを意図していると考えられる。なお、『パドミ
ニー』には、数珠紐の項は註釈されていない。
15 『サンプトードゥバヴァタントラ』8-2（第 30 章）にも同じ数珠の持ち方が説かれている（タントラ
の校訂テクスト註参照）。

ラクシャ）を念誦すべし。

第13偈
第三ユガ（dvåpara）において、三倍（3ラクシャ）といわれている。カリユガに

おいては、四倍（4ラクシャ）の念誦である。マントラの本質に基づいて、四度、間

断なく、真言を念誦すべし。

第14偈
この念誦は音声（pravyåhåra）である。数珠などの集まりは、諸尊格の姿に依拠

（upalambha）し、発散と収斂を本質としている。

第15偈
標示（saµketa）と真言の真実に従って、［風（呼吸）が］やってきて、去るのを

観想して、

三コーティから解脱し、真如であり、勝義に関する［方法］（påramårthika）である。

以上、真言念誦の特徴［と］方法が説かれた。

真言の念誦のための数珠の教示、第 12 章。
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Padminī Ch.12: Preliminary Edition

[T: 19v7‒20r5, B: 35r1‒35v7, N: 41.10‒43.9, D: 38a3‒38b7,
P: 44r8‒45r6]
akṣamālā kathaṃ yuktiḥ ke te jāpasya lakṣaṇam ity1

ekaviṃśatitamādipraśnadvayavisarjanāyāha, śṛṇv (1a) ityādi
subodham.5

tatra suvarṇetyādy (2a) uddeśaḥ. yojayec chāntiṃ puṣṭiṃ
tv (2c) iti, suvarṇatāmrādikṛtā guṭikā puṣṭau, rūpyasphaṭika-
śaṅkhādikṛtā śāntau, yojayed ity arthaḥ.
kuṅkumādi tu gandhādīti (4a) karmānurūpavarṇagandhā-
diguṭikāpralepane. yojayed iti pūrveṇa saṃbandhaḥ. kuṅkumā-10

dibhir guṭikaiveti kaścit.
pañcāśad guṭikā sadeti (4d) ālikāliviśuddhyā. ata eva
sārvakārmikīyaṃ

N42
pañcāśaṅguṭikābhiḥ kṛtā mālā. krūra-

karmaṇi tu ṣaṣṭiguṭikābhiḥ.
aṅguṣṭhā devatārūpam iti (11a) aṅguṣṭho ’ṅkuśavaṅ guṭikā-15

rūpadevatākarṣaṇāya sarvakarmasu yojayet. arhanto guṭi-
kā sarva iti (11c) japyamantradevatārūpāḥ sarvā guṭikāḥ.
dharmadhātusvarūpata iti (11d) :upari:guṭikā dharma-
dhātuḥ stūparūpety arthaḥ. balavaiśāradyādirūpāparāpi guṭikā
kriyata iti kvacid uktam2. etenākṣasūtrapratiṣṭhā sūcitā3.20

1 Saṃvarodayatantra Ch.1 v.6ab
2 Abhayākaragupta’s Āmnāyamañjarī (8.2 = ch.30; D274v3,

P308r4) or Vajrāvalī 17.16 (Ed. p. 362, l.19)
3 cf. Vajrāvalī 17.16 (Ed. p. 362)

9 gandhādīti ⟧ TN; gandhād iti B 13 sārvakārmikīyaṃ ⟧ N;
sārvakarṣikīyaṃ T; sārvakampe?kīyaṃ B 13 pañcāśaṅguṭikā-
bhiḥ ⟧ TB; pañcāśaguṭikābhiḥ N 15 ’ṅkuśavaṅ ⟧ TN; ’karāva B
17 arhanto guṭikā sarva ⟧ conj.; arhanta sarvaguṭikā sarva TBN
18 guṭikā ⟧ em.; guṭi TN; guṭikā B 19 stūpa° ⟧ em.; tūpa° TN;
rūpa° B 19 °rūpāparāpi ⟧ em.; °rūpā’parāpi TBN
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samāhitam iti (12a) sthiracittaṃ yathā bhavati tathā japa-
bhāvabhāvanābhyām akṣasūtraguṭikā devatārūpā aṅguṣṭhenā-
karṣan mantreṇa saṃbodhayañ japed iti bhāvaḥ.
kṛtayuge japed eka iti (12c) yasya mantrasyaikalakṣa-
japa ukto dvilakṣādir vā. taddviguṇādis tūttaratre prati-25

pattavyam iti. catvāro mantrarūpata iti (13d) catu
B35v1
rvidhi-

mantrajāpaḥ. etad eva nirdiśati, pravyāhāretyādi (14a).
āgatā gatīti (15a) gatyāgatisthitayo vāyor ity arthaḥ. etac
candrasūryapathapañcanirdeśapaṭale mantratattvaprastāvasya
jñātavyaṃ. iha tu prastuto vāgjāpaḥ. trayakoṭivinirmuktam30

ity (15c) utpādisthitibhaṅgarahitaṃ, yad vā praveśasthiti-
vy

N43
utthānarahito ’vadhūtyāṃ niścalībhūtaḥ pavanaḥ.

etenaitad uktam. nirmāṇāmbhojagarbhasthanādād dhṛdayādy-
anyatamajapyamantra uccāryamāṇo dakṣiṇena nisṛtya maṇḍala-
cakrākāreṇa sphāritvā jagadarthaṃ kṛtvā vāmena dravī-35

bhūya praviśan tathaiva nisaraṃś ca bhāvayan sthairya-
lābhān mantrasiddhiḥ.
etad evopasaṃharati, eteṣām ityādi (15e). etad eva mantra-
jāpasya lakṣaṇaṃ vidhiś ca nirucyata ity arthaḥ.
iti dvādaśapaṭalavyākhyā.40

21 yathā bhavati ⟧ TN; yathā vati B 23 °ākarṣan ⟧ corr.pc;
ārkarṣanac Ms 23 mantreṇa saṃbodhayañ ⟧ var. Tib. སྔགས་
ཀྱིས་ འབོད་ པའི་ ཚུལ་ གྱིས་ (D38b1‒b2, P44v7) 25 °lakṣajapa ukto ⟧ N;
corr.pc margin; °lakṣa°ac T; °lakṣa ukto B 25 taddviguṇādis ⟧ em.;
corr. pc; ta[ta] dviguṇādisac T; tataḥ dviguṇādis BN 27 pravy-
āhāretyādi ⟧ em. SUT, SĀA; pratyāhāretyādi TBN 29 mantra-
tattva° ⟧ N; mantraṃ tattva° TB 30 prastuto ⟧ N; pustuto TB
30 vāgjāpaḥ ⟧ TN; vājāpaḥ B 31 trayakoṭivinirmuktam ity ⟧ em.;
trayakoṭivinirmuktam iti. TBN 32 ’vadhūtyāṃ ⟧ TN; ’vaṣṭab-
hyāṃ B 33 °sthanādādd ⟧ BN; corr. pc; °sthamādāddac T
33 dhṛdayādy° ⟧ em. Tib. སྙིང༌ པོ་ ལ་ སོགས་ པའི་ (D38b5, P45r4); corr. dhṛ-
dayādpc ; dhṛtayādac T; dhṛdayād N; dhṛtayād B 38 etad evo° ⟧ N;
corr. pc; etavoac T; etavo B
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『パドミニー』第12章　試訳

第1偈
どのような数珠が適切なのか？ 何が念誦の特徴なのかという第 21 番目をはじ

めとする二つの質問
16

に返答するために、［世尊］は「聞け」云々とおっしゃった。

［この偈は］理解しやすい。

第2–4偈
そこで、「金」云々というのが、教示である。「息災と増益に適用すべし」とは、増

益には、金、銅などで作られた珠、息災には、銀、水晶、法螺貝などで作られた［珠］

が、適用されるべしという意味である。「サフランなど、香など」というのは、修

法（karman）に従った色の塗香などによって、珠が塗られる際［を意味している］。

前述の「適用すべし」と結びつく。［この AB 句には］「サフランなどによって、ま

さに珠が」という別読みがある
17
。「常に 50の珠である」というのは、母音と子音

の清浄によってである。それはすなわち、すべての修法に関わるこの連なりは 50

の珠によって作られる。ただ、残忍な修法の場合は、60の珠によってである。

第5–10偈　註釈なし

第11偈
「親指は尊格の本質」というのは、鉤のようにした親指が、珠の姿をした尊格を

引き寄せる
18

ために、すべての修法に適用されるべし。「すべての珠は尊崇される

ものである」とは、すべてが念誦されるマントラと尊格の本質であり、珠である。「法

界を自性とするから」とは、上の珠（母珠）は、法界であり、仏塔の本質（形）を
16 『サンヴァローダヤタントラ』第 1 章（第 6 偈 ab 句）にある金剛手（Vajrapå∫i）が世尊に尋ねた質
問中の 21 番目と 22 番目を指す。
17 ラトナラクシタは「iti kaßcit」と別の読みを提示しており、当時から複数の読みがあったことが伺
える。
18 親指が尊格を引き寄せるというのは、まさに親指が数珠を繰る動作のことを指している。
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持つという意味である。さらに、［母珠以外の］他の珠は力無畏などの本質をもつ

ものとして作られると［ある文献内
19

で］言われている。これ（以下のこと）は、数

珠のプラティシュター（開眼儀礼）
20

を意図している。

第12–15偈
「集中する」とは、堅固な心となるように、念誦法と観想法の両方を通して、数

珠の珠が尊格の本質として、親指によって、引き寄せられ、真言によって、正し

く理解され
21
（saµbodhayañ; Tib. 唱えるやり方で ’bod pa’i tshul）、念誦するべしという

意図である。

「第一ユガ期には、一度念誦すべし」とは、マントラの 1 ラクシャの念誦と

言われており、あるいは 2 ラクシャなど［とも言われる］。しかし、その「二度

（dvigu∫a-）」云々は、その後に適用されるべきであると［言われる］。「四度、マン

トラの本質に基づいて」とは、四種のマントラ念誦
22
［に基づいてという意味であ

る］。［これら念誦法の教示のため］、まさに以下「言葉の念誦（pravyåhåra）」云々

と教示される。「やってきて、去って」というのは、風（呼吸）の往、来、滞在と

いう意味である。このことは、真言の真実の導入である「月と太陽の五つの道の

教示」という章（第 6 章）において知られるべきである。しかし、この［章］では、［呼

吸法が主題ではなく］称賛（prastuta˙）であり、言葉［を使う］念誦である。「3

コーティからの解脱」とは、生起・維持・消滅から離れた、あるいは、入［定］・

維持・出［定］から離れた、アヴァドゥーティー（中心の脈管）において、風が安

定する［ことである］。

19 ラトナラクシタは、明確に引用元を提示していないが、彼が大きく影響を受けた学僧アバヤーカラ
グプタの『ヴァジュラーヴァリー（Vajråval¥）』（17.16, Ed. p. 362）、あるいは『アームナーヤマンジャリー

（Åmnåñyamañjar¥）』（8.2 = ch.30）からの引用であると考えられる。ラトナラクシタは『パドミニー』
の中で、引用元を挙げずに、アバヤーカラグプタの著作を頻繁に援用している。
20 数珠の開眼儀礼については、上記『ヴァジュラーヴァリー』（17.16）に詳しい。
21 「真言によって正しく理解され」というのは、意味的に判然としない。チベット語訳は、異なる文章「マ
ントラを唱えるやり方とともに（sngags kyis bod pa’i tshul gyis）」を予想させることから、サンスクリッ
ト語テクスト自体に問題があると考えられる。
22 四種のマントラ念誦法というのは、上記、第一ユガからカリユガ（第四ユガ）までの念誦法である
と考えられるが、タントラ本文および『パドミニー』の註釈から詳細は読み取れない。おそらく、ここ
で説かれているユガは、実際の循環する四つの時期のことではなく、何か象徴的なことであろうと考え
られる。
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詳しくは以下である。変化した蓮華の中心に位置するナーダから、唱えられつ

つある心呪など何か念誦されるマントラが
23
、右［の脈管（ラサナー）］を通って、曼

荼羅輪の姿をとって、発散し、衆生利益をおこない、左［の脈管（ララナー）］を

通って、液体になり、まさにありのままに入り、そして、流れていると観想すれば、堅

固さを獲得するので、マントラが成就するのである。

まさに、まとめて、「以上」云々という。まさに、以上が、念誦の特徴と方法が

解説されたという意味である

第 12 章の註釈［終了］。

23 写本にある読みを採るならば、「変化した蓮華の中心に位置するナーダである心臓から、唱えられつ
つある何か念誦されるマントラが」となる。本稿では、チベット語訳の読みに則った。
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『底哩三昧耶王成就法』校訂テクストと和訳（1）

横　山　裕　明

1. はじめに

本稿は、『底哩三昧耶王経』（Trisamayaråjatantra. 以下、TRT）に基づく成就法で

あるクムダーカラマティ著『底哩三昧耶王成就法』（Trisamayaråjasådhana）の予備

的な Skt および Tib 校訂テクストと和訳を提示するものである。予め断っておく

が、Bhattacaryya 氏による Sådhanamålå / Sådhanasamuccaya（以下、SM）の

校訂本 Bhattacaryya 1925 には、Trisamayaråjasådhana という同じ題名を持つ

2 つの文献が確認できる。それらは Bhattacaryya 1925 に掲載されている成就法

リストの no.1 と no.2 が該当する。詳細は横山 2020 で既に述べたため割愛するが、
no.2 は一部の資料において Trisamayasamayasådhana という題名が確認できる

1
。

したがって、本稿では no. 1 を TRS、no.2 を TSS と呼び分ける。

さて、まずはそれらの成就法の背景にある TRT およびその関連文献に関して

述べる。TRT は底哩三昧耶王系経軌の中心経典であり、様々な文献に引用が見ら

れる。特にシャーンティデーヴァ著 Íik≈åsamuccaya に複数の引用が見出せるこ

とから 7 世紀前後には既に現行のものに近い形が出来上がっていたと考えられる。

そして、TRT の関連文献として日本では不空訳『底哩三昧耶不動尊威怒王使者念

誦法』一巻（大正蔵 1200, 以下『念誦法』）と不空訳『底哩三昧耶不動尊聖者念誦秘

密法』三巻（大正蔵 1201, 以下『秘密法』）の 2 つがよく知られている。特に『念誦法』

は弘法大師空海が唐より請来した経軌のひとつとして有名であり、『御請来目録』

および『三学録』では『念誦法』を指して「底哩三昧耶経」と記述している
2
。なお、

『三学録』によれば、『念誦法』は胎蔵宗教に分類される
3
。実際に先行研究において、
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便宜上、以下では上記の Tokyo University Library ID 1683 を①、ID 1684

を②、ID 1685 を③、ID1686 を④と表記する。

3. TRS の Tib 訳について

現在のところ TRS の Tib 訳は二種が確認できる。1 つはアバヤーカラグプタ
6

とツルティム・ギェンツェン
7
の共訳（以下、TibA）、もう 1 つはタクパ・ギェンツ

ェン
8
の訳（以下、TibB）である。両訳は使用される訳語が大幅に異なっており、別々

に成立した異訳と考えられる。

TibA: Toh. 3144, Ota. 3965. 

 （アバヤーカラグプタとツルティム・ギェンツェンの共訳）

TibB: Toh. 3400, Ota. 4221.（タクパ・ギェンツェン訳）

なお、先行研究
9
によれば、TibA を含む一連の SM の Tib 訳（sgrub thabs 

brgya rtsa Toh. 3143-3304, Ota. 3964-4126）には 162 または 163 の成就法が説か

れ、TibB を含む一連の SM の Tib 訳（sgrub thabs rgya mtsho Toh. 3400-3644, Ota. 

4221-4466） には 245 または 246 の成就法が説かれている。また、数だけでは無く

成就法の配列もそれぞれ異なっているという点に注意が必要である。

4. TRS の概要

ここでは TRS の概要について述べる。TRS は内容によって 33 項目に分けるこ

とができるが、分量は項目ごとに大きく異なる。本稿で提示するセクション 1 か

ら 14 は全体のおよそ 3 分の 1 の分量に当たり、プールヴァセーヴァーや懺悔など

が示される導入部に該当する。なお、本稿の校訂テクストに関する研究成果は国

外発信も視野に入れたものであるため、英語あるいは Skt を用いた概要を（　）

『念誦法』の背景にある TRT は『三学録』で同じく胎蔵宗教に分類される『大日

経』との関係が指摘されている
4
。また、底哩三昧耶王系経軌は真言宗で日常的に

読誦される「不動讃」の典拠とされることからも後代に大きな影響を与えた文献

といえる
5
。しかし、底哩三昧耶王系経軌の中心経典である TRT は Skt 写本およ

び漢訳が存在しておらず、Tib 訳に頼らざるを得ないために研究があまり進んで

いない。したがって、TRTのSktを部分的に確認することが可能なTRSとTSSは、
TRT を始めとする底哩三昧耶王系経軌を解明する手掛かりとなる貴重な資料であ

る。

ところで、Bhattacharyya 氏による TRS および TSS の Skt 校訂テクストは、1

世紀ほど前に出版されたものであるため最新の研究成果に基づいて修正すべき箇

所が散見される。また、Bhattacaryya 1925 では用いられなかった Tib 訳を反映

させることで校訂の精度を上げる必要もある。さらに、TRS および TSS 全体の

現代語訳は未だ公表されていない。このように TRS および TSS には多くの研究

余地が残されているのが現状である。そこで、手始めに TRS の前半部分の予備的

な Skt および Tib 校訂テクストと和訳を本稿で提示したい。

2. TRS の Skt 写本について

先に述べた通り、TRS は SM に収録されており、複数の Skt 写本を確認する

ことが可能である。本稿では、より多くの異読を確認するために、Bhattacharyya 

1925 で示された校訂に加えて以下の 4 つの Skt 写本を使用する。

Skt 校訂本：Bhattacharyya, Benoytosh（Ed.）. 1925. Sådhanamålå, Central 

Library, Baroda.

Skt 写本：Sådhanasamuccaya: Tokyo University Library ID 1683･1684･ 
1685･1686

  = Matsunami New no. 451･452･453･454, 東京大学総合図書館所蔵, 

 http://utlsktms.ioc.u-tokyo.ac.jp（Accessed November 30, 2020）.
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‹30 【日常法則】（Daily activity）
‹31 【大いなる徴候】（Mahånimitta）
‹32 【悉地】（Siddhi）
‹33 【奥書】（Colophon）

5. 凡例（Sigla）

A:  Bhattacharyya 1925 が示した A 写本の読みを示す場合に用いる。（It 

indicates the reading of the Skt MSS “A” based on Bhattacharyya 1925. 

This MSS is the catalogue no. 74 in Shastri 1917.） cf. Bhattacharyya 

1925 p. xi, and Shastri 1917 pp. 114-115.

D:  デルゲ版チベット大蔵経。（Derge Edition of the Tibetan Buddhist 

Canons.）

Ed.: Edition.（=Bhattacharyya 1925）

em.: emendation.

MS（S）: Manuscript（S）.

N:  Bhattacharyya 1925 が示した N 写本の読みを示す場合に用いる。（It 

indicates the reading of the Skt MSS “N” based on Bhattacharyya 1925. 

The MSS is the catalogue no. 387 in Shastri 1905.） cf. Bhattacharyya 

1925 p. xii, and Shastri 1905 pp. 83-84.

Na: Bhattacharyya 1925 が示した Na 写本の読みを示す場合に用いる。（It 

indicates the reading of the Skt MSS “Na” based on Bhattacharyya 1925. It 

is numbered 603 in the Library register of the Nepal durbar Library.）cf. 

Bhattacharyya 1925 p. xiii.

no.:  numero.

om.: omitted.

Ota.: 大谷目録 : 大谷大学監修・西蔵大蔵経研究会編輯。『影印北京版西蔵大

蔵経—大谷大学図書館蔵—総目録附索印』鈴木学術財団、東京、1962.

内で併記する。

概要（Contents）
‹1 【帰敬・吉祥偈】（Salutation, Ma∆galaßlokas）
‹2 【擇地】（Selecting a suitable place for the practice）
‹3 【根本明呪・金剛句】（M∑lavidyå, Vajrapa∂å）
‹4 【百字真言】（Íatåk≈arah˚daya）
‹5 【プールヴァセーヴァー】（P∑rvasevå）
‹6 【発菩提心】（Generating Bodhicitta）
‹7 【障礙の破壊】（Breaking Vighna）
‹8 【入我我入】（Ny∑ga-gany∑）
‹9 【懺悔】（Påpadeßanå）
‹10 【随喜】（Anumodana）
‹11 【印とマントラの三昧耶】（Samaya of Mudrå and Mantra）
‹12 【不動尊への祈願】（Pray for Acala）
‹13 【不動尊の讃嘆】（Praise for Acala）
‹14 【守護尊たちの布置】（Placement of guardian deities）
‹15 【甲冑】（Kavaca）
‹16 【金剛坐】（Vajråsana）
‹17 【金剛祠】（Vajrakavaca）
‹18 【金剛墻】（Vajrapråkåra）
‹19 【金剛網】（Vajrapañjara）
‹20 【金剛火】（Vajrajvålå）
‹21 【結界】（S¥måbandhana）
‹22 【献閼伽】（Offering Argha）
‹23 【五供養】（Pañcapåjå）
‹24 【実体の供養】（P∑jå on reality）
‹25 【観想上の供養】（P∑jå on imaginary）
‹26 【讃嘆・廻向】（Sa∆g¥ti, Pari∫åma）
‹27 【一切仏菩薩の加持】（Sarvabuddhaboshisattvådhi≈†håna）
‹28 【魔の消除】（Removal of måra）
‹29 【速疾なる悉地のために】（Í¥ghrasiddhyartha）
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 e.g.） dharmma → dharma.

b） 二重子音が単子音化している単語の標準化（standardization）。

 e.g.） satva → sattva

c）∆, ñ, ∫, n, m, µ 間あるいは b, v 間、r, l 間、ß, ≈, s 間での置換。

 e.g.） samvara → saµvara.   raukika → laukika.

　* 但し、変換前の形が別単語として存在する場合には校勘欄に表示する。
d）avagraha の補填。

 e.g.） so pi → so ’pi.

e）キャンセル記号が付いている文字の削除。（To delete characters with a 

cancel symbol.）

f）comma（ , ）、period（ . ）、da∫∂a（ / ）、shad（ | ）の補填と削除。
g） Tib 各版で表記方法が異なっている同一単語の表記の統一。

 e.g.） pa dma, pa d+ma, pad ma → pa d+ma.

（The Tibetan Tripitaka, Peking Edition kept in the Library of the Otani 

University, Kyoto: Reprinted  under the Supervision of the Otani University of 

Kyoto: Catalogue & Index, Suzuki Research Institute, Tokyo, 1962）．
P:  北京版チベット大蔵経。（Peking Edition of the Tibetan Buddhist Canons.）

r: recto.

Toh.: 東北目録 : 東北帝国大学法文学部編。『西蔵大蔵経総目録東北大学所

蔵版』東北帝国大学、 仙台、1934。（A complete Catalogue of the Tibetan 

Buddhist Canons, Tohoku Imperial University, Sendai, 1934）.

v: verso.

+: 判読できない文字は 1 字につき + を1 つ示す。（It indicates an unreadable 

character.）

... : 脚註で本文を挙げる際に、文章の一部を省略する場合は ... を付ける。（It 

indicates a partial omission of the sentence.）

° :  脚註で本文を挙げる際に、熟語の一部を省略する場合は ° を付ける。（It 

indicates a partial omission of the idiom.）

† ... † : どのように読むべきか解決できず、問題のある箇所は † で括る。試

訳は暫定的なものを示す。（A part enclosed with daggers which is difficult 

to figure out.）

＜ mantra（no.）＞ : 本文献におけるマントラ・明呪・心呪の通し番号を示す。
（It indicates the number of mantras, vidyås, h˚dayas and vajrapådas in the 

literature.）

＜ verse（no.）＞ : 本文献における偈頌の通し番号を示す。（It indicates the 

number of verses in the literature.）

※以下に該当する場合、校勘欄に表示することなく校訂する。（In this 

edition, cases of germination, variants of homorganic nasal or anusvåra, 

the non–applications of external sandhi, etc. are silently emended.）

a） r の後が二重子音化している単語の標準化（standardization）。
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6. TRS校訂テクスト

Trisamayarājasādhana
[Author]; Kumudākaramati.

[Skt MSS.];

�①=Tokyo University Library ID 1683, Matsunami new no.451 (1v1 - 7v3).

�②=Tokyo University Library ID 1684, Matsunami new no.452 (1v1 - 5v8).

�③=Tokyo University Library ID 1685, Matsunami new no.453 (1v1 - 7v3).

�④=Tokyo University Library ID 1686, Matsunami new no.454 (1v1 - 5r8).

[Ed.];

Bhattacharyya, Benoytosh.1925. Sādhanamālā, Central Library, Baroda.

[Tib.];

�TibA = translated by Abhayākara[gupta]＆ tshul khrims rgyal mtshan;

�Toh. 3144 (D163r1-169v2), Ota. 3965 (P200v5-209v1).

�TibB = translated by grags pa rgyal mtshan;

�Toh. 3400 (D60v1-66r4), Ota. 4221 (P76v6-84r4).

[TibA; D163r1-, P200v5-]1

D163r
རྒྱ་ གར་ སྐད་ དུ་| ཏྲི་ ས་ མ་ ཡ་ རཱ་ ཛ་ སཱ་ དྷ་ ནཾ་| བོད་ སྐད་ དུ་| དམ་ ཚིག་ གསུམ་ གྱི་ རྒྱལ་ པོའི་ སྒྲུབ་ པའི་ ཐབས་|2

[TibB; D60v1-, P76v6-]3

D60v
རྒྱ་ གར་ སྐད་ དུ་| སཱ་ དྷ་ ན་ ས་ མུ་ ཙྪ་ ཡ་ ནཱ་ མ་| བོད་ སྐད་ དུ་| སྒྲུབ་ ཐབས་ ཀུན་ ལས་ བཏུས་ པ་ ཞེས་ བྱ་ བ་|4

2

1

§1.【帰敬・吉祥偈】(Salutation, Maṅgalaślokas)2

[① 1v1-,② 1v1-,③ 1v1-,④ 1v1-, Ed.=p.1 l.1-]3

oṃ1 namaḥ sarvabuddhabodhisattvebhyaḥ.4

śrīmattrisamayaṃ vande sarvasampatsukhodayam2 /5

bhavadurgatikhinnānāñ3 cintāratnam4 ivādbhutam // <verse 1>6

asty eva5 sādhanaṃ samyak pūrvācāryair6 ihoditam /7

kin tu vistarabhīrūṇāṃ7 saṃkṣiptam8 upadiśyate // <verse 2>8

[TibA; D163r1-, P200v6-]9

སངས་ རྒྱས་ དང༌ བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ ཐམས་ ཅད་ ལ་ ཕྱག་ འཚལ་ ལོ་||10

སྲིད་ པའི་ ངན་ འགྲོས་ དུབ་ རྣམས་ ཀྱི་|| སེམས་ ནི་ རིན་ ཆེན་ ལྟར་ རྨད་ བྱུང༌||11

ཕུན་ ཚོགས་ བདེ་ བ་ ཀུན་ འབྱུང༌ བའི་|| དཔལ་ ལྡན་ དམ་ ཚིག་ གསུམ་ ཕྱག་ འཚལ་|| <verse 1>12

སློབ་ དཔོན་ སྔ་ མས་ འདི་ བརྗོད་ པའི་|| ཡང༌ དག་ སྒྲུབ་ ཐབས་ ཡོད་ པ་ ཉིད་||13

འོན་ ཀྱང༌ རྒྱས་ པས་ འཇིགས་ རྣམས་ ལ་|| མདོར་ བསྡུས་ པ་ ནི་ ཉེ་ བར་ བརྗོད་|| <verse 2>14

[TibB; D60v1-, P76v6-]15

སངས་ རྒྱས་ དང༌ བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ ཐམས་ ཅད་ ལ་ ཕྱག་ འཚལ་ ལོ་||16

1 oṃ 〛 Ed.①②③; om. ④
2 sarvasampatsukhodayam 〛 ①②③Ed.; sanaṃ sampatghakhodayam④
3 vande ...... bhavadurgatikhinnānāñ 〛 ①③④Ed.; vande sa++++++++++durgatikhinnānā②
4 cintāratnam 〛 ①②③Ed.; cintānāṃ ciṃttāratnam④
5 asty eva 〛 ③④Ed.; astyaiva①; asteva②
6 pūrvācāryair 〛 ②③Ed.; pūrvācāryer①; pūrvācāyair④
7 vistarabhīrūṇāṃ 〛 ③④.; vistarabhīruṇā Ed.; vistarabhiṇā①; vistarabhiruṇāṃ②
8 saṃkṣiptam 〛 ①③④Ed.; saṅgiptam②

11 རྣམས་ ཀྱི་ 〛 P; རྣམས་ ཀྱིས་ D 11 ལྟར་ རྨད་ 〛 D; ལྟར་ སྨད་ P 13 སློབ་ དཔོན་ 〛 D; སློག་ དཔོན་ P 13 འདི་
བརྗོད་ 〛 D; འདིར་ བརྗོད་ P

6. TRS 校訂テクスト
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[TibA; D163r2-, P200v8-]1

འདིལ་ ངེས་ པར་ དཔལ་ དམ་ ཚིག་ གསུམ་ གྱི་ རྒྱལ་ པོའི་ རྒྱུད་ ཆེན་ པོའི་ སྔགས་ ཀྱི་ དཀྱིལ་ འཁོར་ རམ་ རྡུལ་ ཚོན་2

གྱི་ དཀྱིལ་ འཁོར་ དུ་ ཆོ་ ག་ བཞིན་ དུ་ དབང༌ བསྐུར་ བ་ ཐོབ་ ཅིང༌ དེ་ ལས་ གསུངས་
P201r
པའི་ དམ་ ཚིག་ དང༌ སྡོམ་ པ་3

གནས་ པ་ སྔོན་ དུ་ འགྲོ་ བ་ བྱས་ ཤིང༌ རི་ དང༌ ནགས་ ལ་ སོགས་ པའི་ ཕུག་ གམ་ ཁང༌ པ་ དགའ་ བ་ དང༌| གནས་4

ཁང༌ ཡང༌ རུང༌ སྟེ་| འགྲུལ་ འཇུག་ གིས་ རྣམ་ པར་ དབེན་ ཞིང༌ ཡིད་ དགའ་ བར་ གྱུར་ པ་ ལ་ སྔགས་ པས་ གནས་5

པར་ བྱས་ ལ་| རེ་ ཞིག་ དང༌ པོར་ རྩ་ བའི་ རིག་ པ་ འདི་ དག་ སངས་ རྒྱས་ ཀྱི་ སྐུ་ གཟུགས་ ཀྱི་ མདུན་ དུ་ མཎྜལ་ ལ་6

མེ་ ཏོག་ སིལ་ མ་ མངོན་ དུ་ བཀྲམ་ ཤིང༌ ལེགས་ པར་ ཕྱག་ འཚལ་ ཏེ་| བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ བསྐྱེད་ པ་ དང༌ | སངས་7

རྒྱས་ དང༌ བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ ཐམས་ ཅད་ ལ་ བདག་ ཉིད་ དབུལ་ བ་ དང༌ དེ་ དག་ ཕྱག་ འཚལ་ བ་ ལ་ དམིགས་8

ནས་| བཟླས་ པ་ གོམས་ པས་ སྟོང༌ བཟླས་ པར་ བྱ་ སྟེ་||9

[TibB; D60v2-, P76v8-]10

འདི་ ཉིད་ དུ་ དཔལ་ ལྡན་ དམ་ ཚིག་ གསུམ་ གྱི་ རྒྱལ་ པོའི་ རྒྱུད་ ཆེན་ པོའི་ དཀྱིལ་ འཁོར་ དུ་ རྡུལ་ ཚོན་ གྱི་ དཀྱིལ་11

P77r
འཁོར་ ལ་ སྤྱིར་ དབང༌ བསྐུར་ བ་ ཐོབ་ པ་ དེ་ ལས་ གསུངས་ པ་ རྣམས་ སྔགས་ པ་ དམ་ ཚིག་ དང༌ སྡོམ་ པ་ ལ་ གནས་12

པས་ སྔོན་ དུ་ བསྙེན་ པ་ བྱ་ སྟེ་| རི་ དང༌ དགོན་ པ་ ལ་ སོགས་ པ་ རྣམས་ སུ་ ཕུག་ གམ་ ཁྱིམ་ མམ་ སྐྱེད་ མོས་ ཚལ་13

ལ་ སོགས་ པའང༌ རུང༌ སྟེ་| གཙང༌ ཞིང༌ སྐྱེ་ བོས་ དབེན་ པ་ ཡིད་ དུ་ འོང༌ བ་ རྣམས་ སུ་ གནས་ ནས་| དང༌ པོ་ རེ་ ཞིག་14

འདིར་ རྩ་ བའི་ སྔགས་ ནི་ སངས་ རྒྱས་ ཀྱི་ སྐུ་ གཟུགས་ ཀྱི་ དྲུང༌ དུ་ མ་ ཎྜ་ ལ་ མེ་ ཏོག་ སིལ་ མ་ མངོན་ པར་ བཀྲམ་15

སྟེ་| ཕྱག་ འཚལ་ ནས་ བྱང༌ ཆུབ་ ཏུ་ སེམས་ བསྐྱེད་ བྱ་ ཞིང༌ སངས་ རྒྱས་ དང༌ བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ ཐམས་ ཅད་16

ལ་ བདག་ ཉིད་ ངེས་ པར་ ཕུལ་ ནས་ དེ་ ལ་ ཕྱག་ འཚལ་ བར་ དམིགས་ ནས་ བཟླས་ པ་ བརྩམ་ པར་ བྱ་ སྟེ་ སྟོང༌ ཕྲག་17

གཅིག་ བཟླས་ པར་ བྱའོ་||18

19

§3.【根本明呪・金剛句】(Mūlavidyā, Vajrapaḍā)20

4 དང༌ ནགས་ 〛 D; དང༌ ནག་ P 7 བཀྲམ་ 〛 D; དགྲམ་ P 7 བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ 〛 D; བྱང༌ ཆུབ་ ཏུ་ སེམས་ P 15 རེ་
ཞིག་ འདིར་ 〛 D; རེ་ ཞིག་ P 15 མ་ ཎྜ་ ལ་ 〛 D; མ་ ཎྜ་ ལ་ ལ་ P

3

སྲིད་ དང༌ ངན་ འགྲོས་ དུབ་ རྣམས་ ལ་|| བདེ་ དང༌ ཕུན་ ཚོགས་ ཀུན་ འབྱུང༌ ཞིང༌||1

ཡིད་ བཞིན་ ནོར་ ལྟར་ རྨད་ བྱུང༌ བའི་|| དཔལ་ ལྡན་ དམ་ ཚིག་ གསུམ་ ཕྱག་ འཚལ་|| <verse 1>2

D60v2
སློབ་ དཔོན་ སྔོན་ མའི་ སྒྲུབ་ པའི་ ཐབས་|| ཡང༌ དག་

P76v8
ཡོད་ བཞིན་ འདིར་ སྟོན་ པ་||3

ཅི་ སྟེ་ མངས་ པས་ འཇིགས་ རྣམས་ ལ་|| བསྡུས་ ནས་ ཉེ་ བར་ བསྟན་ པར་ བྱ་|| <verse 2>4

5

§2.【擇地】(Selecting a suitable place for the practice)6

[① 1v2-,② 1v2-,③ 1v2-,④ 1v2-, Ed.=p.1 l.6-]7

iha khalu1 śrītrisamayarāje2 mahātantrarāje mahātantre3 mantramaṇḍale4 rajomaṇḍale58

vā6 vidhivallabdhādhikāro7 mantrī taduktasamayasaṃvarasthaḥ pūrvasevācikīrṣuḥ89

parvatāraṇyādiṣu guhāgṛhārāmalayanādiṣu9 vā viviktavijaneṣu10 manorameṣu vasan,10

ādau tāvad imāṃ mūlavidyāṃ buddhapratimāyā agrato11 maṇḍalakaṃ12 puṣpāb-11

hikīrṇaṃ13 kṛtvā praṇamya bodhicittam utpādya14 sarvabuddhabodhisattvebhya āt-12

mānaṃ niryātya tatpraṇāmālambanajāpam15 abhyasan16 sahasraṃ japet.13

1 khalu 〛 Ed.①②③; khabha④
2 śrītrisamayarāje 〛 ①③④Ed.; śrītrisamaya++②
3 mahātantre 〛 ①③④Ed.; mahātantrair②; tantramaṇḍale A
4 mantramaṇḍale 〛 Ed.; mahāmantramaṇḍale②; tantramaṇḍale①③④
5 rajomaṇḍale 〛 ②; om.①③④ANa
6 vā 〛 Ed.①②③; vo④
7 vidhivallabdhādhikāro 〛 Ed.①②③; vidhivarṇabodhikāro④
8 pūrvasevācikīrṣuḥ 〛 em.; pūrvasevāṃ cikīrṣuḥ①②③④Ed.
9 guhāgṛhārāmalayanādiṣu 〛 ①③Ed.; guhāgṛhārā++yanādiṣu②; guhārāsalayanādiṣu④
10 viviktavijaneṣu 〛 Ed.①②③; viviktavijanaiṣu④
11 °māyā agrato 〛 ②④Ed.; °māyāntadagrato①③; mārāntadagrato A
12 maṇḍalakaṃ 〛 ②④Ed.; maṇḍalaṃ①③ANa
13 bhikīrṇaṃ 〛 ①③④Ed.; bhikirṇaṃ②
14 utpādya 〛 ②④Ed.; utpā①③
15 tatpraṇāmālambanajāpam 〛 ①④Ed.; tatpraṇamyālambanajām ②; tatpraṇāmālambajāpam

③ANa
16 abhyasan 〛 ①②③Ed.; abhyasyan④N

4 ཉེ་ བར་ 〛 D; ཉེར་ བར་ P
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agre agriṇi1 hūṃ phaṭ2 svāhā. <mantra 2>1

[TibA; D163r5-, P201r4-]2

དེ་ ནི་ སྔགས་ རྣམས་ ཐམས་ ཅད་ འབུམ་ ཕྲག་ རེ་ རེ་ བཟླས་ པ་ བྱས་ པར་ འགྱུར་ རོ་|| སྲུང༌ བ་ ལ་ སོགས་ པ་ ཐམས་3

ཅད་ དང༌| སྔགས་ འདིས་ གྲུབ་ པ་ ཐོབ་ པར་ ཡང༌ འགྱུར་ རོ་|| དེ་ ལ་ རིག་ པ་ ནི་ འདི་ ཡིན་ ཏེ་|4

སངས་ རྒྱས་ དང༌ བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ ཐམས་ ཅད་ ལ་ ཕྱག་ འཚལ་ ལོ་|| དྲི་ མ་ མེད་ པ་ དྲི་ མ་5

དག་ པར་ མཛད་ པ་ མཐའ་ ཡས་ པའི་ སྲས་ དང༌ བཅས་ པའི་ རྒྱལ་ པ་ དཔག་ ཏུ་ མེད་ ཅིང༌ མཐར་6

ཐུག་ པའི་ མཆོག་ སྩོལ་ བར་ མཛད་ པ་ རྣམས་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱིས་ བདག་ ལ་ སྩལ་ དུ་ གསོལ་| ཤིན་ ཏུ་7

རྒྱ་ ཆེ་ བའི་ དངོས་ གྲུབ་ ཀྱི་ མཆོག་ མཐའ་ ཡས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ བདག་ ལ་ སྩོལ་| <mantra 1>8

དེ་ ལ་ རྡོ་ རྗེའི་ ཚིག་ ནི་ འདི་ དག་ སྟེ་|9

ཨ་ ར་ ར་ ཨ་ ས་ མ་ ས་ མནྟ་ ཨ་ ན་ ནྟ་ དྷ་ རྨཱ་ ཏེ་ ཁ་ ཎ་ ཁ་ ཎ་ མ་ ཧཱ་ བི་ ར་ ཨ་ ཙ་ ལེ་| ས་ མ་10

ས་ མ་ ཨ་ ས་ ཧ་ མ་ ཧཱ་ བ་ ལེ་| ཀ་ ཎ་ ཀ་ ཎ་ མ་ ཧཱ་ བ་ ར་ གྲྀ་ ཀེ་ ཧ་ ཧ་ ཧ་ ཧ་ བཛྲ་ བཛྲ་ དྷ་ ཡེ་11

དྷ་ ར་ དྷ་
D163v
ར་ ཧཱུཾ་ ཧཱུཾ་ མཎྜལ་ ས་ མ་ བཱ་ ལ་ ཨ་ གྲ་ བི་ གྲ་ མེ་ ཀུ་ རུ་ ཀུ་ རུ་ ཏུ་ རུ་ ཏུ་ རུ་ སརྦ་ ཐཱ་ སར་12

བཾ་ ཧི་ ཛྭ་ ལ་ ཛྭ་ ལ་ ཨ་ གྲེ་ཎི་ ཧཱུཾ་ ཕཊ་ ཕཊ་ སྭཱ་ ཧཱ་| <mantra 2>13

[TibB; D60v4-, P77r4-]14

དེ་ ནས་ སྔགས་
D60b5
ཐམས་ ཅད་ འབུམ་ བཟླས་ པར་ བྱ་ བ་ ཡིན་ ནོ་|| སྲུང༌ བ་ ལ་ སོགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ སྔགས་ ཀྱིས་15

འདིའི་ དངོས་ གྲུབ་ ཏུ་ འགྱུར་ རོ་|| དེ་ ལ་ འདིར་ རིག་ སྔགས་ ནི་|16

ན་ མཿ ས་ རྦ་ བུ་ དྡྷ་ བོ་ དྷི་ ས་ ཏྭཱ་ ནཱཾ་| ཨ་ མ་ ལཱ་ མ་ ལ་ ཧཱ་ ར་ ཀ་ ཨ་ ན་ ནྟཱཿ ས་ རྦ་ བྷཱུ་ ཏཱཿ ས་ རྦ་17

1 agriṇi 〛 ②③④Ed.; agriṇī①
2 hūṃ phaṭ 〛 ①②③④; huṃ phaṭ Ed.; huṃ phaṭ phaṭ ANa

3 དེ་ ནི་ 〛 D; དེས་ ནི་ P 3 སྲུང༌ བ་ 〛 D; བསྲུང༌ བ་ P 7 སྩོལ་ བར་ 〛 D; གསོལ་ བར་ P 10 ཨ་ ར་ ར་ 〛 D; ཨ་ ར་
རཱ་ P 10 ཨ་ ས་ མ་ ས་ མནྟ་ 〛 D; ས་ མ་ ས་ མནྟ་ P 10 དྷ་ རྨཱ་ ཏེ་ 〛 D; དྷ་ རྨ་ ཏེ་ P 10 མ་ ཧཱ་ བི་ ར་ ཨ་ ཙ་ ལེ་ 〛 D;
མ་ ཧཱ་ བཱི་ རཱ་ ཙ་ ལེ་ P 11 ས་ མ་ ས་ མ་ ཨ་ ས་ ཧ་ 〛 D; ས་ མ་ ས་ མཱ་ ས་ ཧ་ P 11 གྲྀ་ ཀེ་ 〛 D; གྲི་ ཀེ་ P 11 བཛྲ་
དྷ་ ཡེ་ 〛 D; བཛྲ་ རྐ་ ཡེ་ P 12 བཱ་ ལ་ ཨ་ གྲ་ 〛 D; བཱ་ ལཱ་ གྲ་ P 13 ཛྭ་ ལ་ ཨ་ གྲེ་ ཨ་ གྲི་ 〛 D; ཛྭ་ ལ་ གྲི་ ཡ་ གྲི་ P
15 སྲུང༌ བ་ 〛 D; བསྲུང༌ བ་ P 16 དེ་ ལ་ འདིར་ 〛 D; དེ་ ལ་ P 17 ཀ་ ཨ་ ན་ ནྟཱཿ 〛 D; ཀྵ་ ན་ ནྟཱཿ P

5

[① 1v4-,② 1v4-,③ 1v4-,④ 1v4-, Ed.=p.1 l.13-]1

tataḥ sarvamantrāṇāṃ lakṣajāpaḥ1 kṛto bhavati. sarvarakṣādimantrāś cāsya siddhā2

bhavanti. tatreyaṃ vidyā.3

Ed. p.2
namaḥ sarvabuddhabodhisattvānām. amalā malahārakā anantāḥ samutāḥ24

sarvajinā asīmaniṣṭhā3 varadā4 mama dadātu5 atyudāraṃ6 varam agryaṃ5

samasarvadā anantam. <mantra 1>6

tatreme7 vajrapadā8.7

arara asamasama9 samantānanta10 dharmate khaṇa khaṇa11 mahāvīrā-8

cale sama sama asaha mahābale12 kaṇa kaṇa mahāvarāgrike13 haha9

haha14 vajra vajrāhvaye15 dhara dhara hūṃ hūṃ16 maṇḍalaṃ samavarā-10

gravikrame17 kuru kuru turu turu18 sarvathā sarvaṃ19 hi jvala jvala2011

1 lakṣajāpaḥ 〛 ②Ed.; lakṣajāpaṃ①③ANa; lakṣajāpa④
2 samutāḥ 〛 ②③Ed.; sasutāḥ①; susutāḥ④
3 asīmaniṣṭhā 〛 ②③④Ed.; asimaniṣṭhā①
4 varadā 〛 ①②③Ed.; varado④; vara ANa
5 mama dadātu 〛 em.; mama dentu①③Ed.; mame dantu②; mama detu④; mama dadatu (cf.

Ed. p. 2. footnote 2.)
6 atyudāraṃ 〛 ①②③Ed.; abhyudāraṃ④
7 tatreme 〛 ①③④; tantra me②; tatra ime Ed.
8 vajrapadā 〛 ①②③④; vajrapadāḥ Ed.
9 asamasama 〛 ②Ed.; om. ①③④; asama ANa
10 samantānanta 〛 ①Ed.; samatānanta②; samantānanta③; samayaṃtānanta④
11 khaṇa khaṇa 〛 ①②③Ed.; gpaṇa oṃ④
12 mahābale 〛 ①③④Ed.; mahābale②
13 mahāvarāgrike 〛 ①③④Ed.; mahāgrike②
14 haha haha 〛 ①③Ed.; hapha hapha②; daha daha④; huhu huhu ANa
15 vajrāhvaye 〛 ①③④Ed.; vajrāṃkuśe②
16 hūṃ hūṃ 〛 ①②③④; huṃ huṃ Ed.
17 samavarāgravikrame 〛 ③④ANa; samabalāgravikrame Ed.; amavaragravikrame ①; ma-

balāvikrame②
18 turu turu 〛 ①②③Ed.; om. ④
19 sarvaṃ 〛 ①②③Ed.; sarva④
20 jvala jvala 〛 ②③④Ed.; jvara jvara①
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ཛི་ ནཱ་ ཨ་ སཱི་ མ་ ནི་ ཥྛཱ་ བ་ ར་ དཱ་ མ་ མ་ དེ་ ཏུ་ ཨ་ ཏྱུ་ དཱ་ རཾ་ བར་ མ་ གྲྱཾ་| ས་ མ་ ས་ རྦ་ དཱ་ ཨ་ ན་1

ནྟཾ་| <mantra1>2

ཏ་ ཏྲ་ མེ་ བཛྲ་ པ་ དཱ་|3

ཨ་ ར་ ར་ ཨ་ ས་ མ་ ས་ མ་ ས་ མ་ ནྟཱ་ ན་ ནྟཱ་ དྷ་ རྨ་ ཏེ་| ཁ་ ཎ་ ཁ་ ཎ་| མ་ ཧཱ་ བཱི་ རཱ་ ཙ་ ལེ་| ས་ མ་4

ས་ མ་| ཨ་ ས་ ཧ་ མ་ ཧཱ་ བ་ ལེ་| ཀ་ ཎ་ ཀ་ ཎ་| མ་ ཧཱ་ བཱ་ རཱ་ གྲི་ ཀེ་ ཧ་ ཧ་ ཧ་ ཧ་ བཛྲ་ བཛྲ་ ཨ་ དྷཱ་5

ཡེ་ དྷ་ ར་ ཧཱུཾ་ ཧཱུཾ་| མ་ ཎྜ་ ལཾ་ ས་ མ་ བ་ ལཱ་ གྲ་ བི་ ཀྲ་ མེ་ ཀུ་ རུ་ ཀུ་ རུ་| ཏུ་ རུ་ ཏུ་ རུ་| ས་ རྦ་ ཐཱ་ ས་6

རྦཾ་ ཧི་ ཛྭ་ ལ་ ཛྭ་ ལ་| ཨ་ གྲེ་ ཨ་ གྲི་ ཎི་ ཧཱུཾ་ ཕཊ་ ཕཊ་ སྭཱ་ ཧཱ་|| <mantra 2>7

8

§4.【百字真言】(Śatākṣarahṛdaya)9

[① 1v6-,② 1v7-,③ 1v6-,④ 1v7-, Ed.=p.2 l.9-]10

tataḥ sarvakarmāvaraṇakṣayārthaṃ1 sarvatathāgatahṛdayaṃ2 śatākṣaraṃ tenaiva311

vidhinā
③2r1
aṣṭa

①2r1
sahasraṃ4 japet. saddharmadūṣaṇānantaryādikaṃ5 karmāvaraṇaṃ prahīy-12

ate. idaṃ ca tat6.13

1 °kṣayārthaṃ 〛 ②③Ed.; °kṣayārtha①; °kṣamārthaṃ④
2 °hṛdayaṃ 〛 ②④Ed.; °hṛdaya①③
3 śatākṣaraṃ tenaiva 〛 ①③④Ed.; śatākṣara+++②
4 aṣṭasahasraṃ 〛 ②③④Ed.; aṣṭaṣṭasahasraṃ①
5 saddharmadūṣaṇānantaryādika 〛 ③Ed.; sarvadharmadūṣaṇīnantayādikaṃ ①; sarvadhar-

madūṣaṇīnantaryādikaṃ④
6 japet. ...... idaṃ ca tat 〛 ①③④Ed.; japet. +++†dvaṣaṇīnantaryā†+++++++++++++++②

1 ཨ་ སཱི་ མ་ 〛 D; སཱི་ མ་ P 2 དཱ་ ཨ་ ན་ ནྟཾ་ 〛 D; དཱ་ ན་ ནྟཾ་ P 4 ཨ་ ར་ ར་ 〛 D; ཨ་ ར་ རཱ་ P 4 ཨ་ ས་ མ་ ས་ མ་ 〛
D; ས་ མ་ ས་ མ་ P 5 མ་ ཧཱ་ བཱ་ རཱ་ 〛 D; མ་ ཧཱ་ བཱ་ ར་ P 6 ཨ་ དྷཱ་ ཡེ་ 〛 D; དྷཱ་ ཡེ་ P 6 ས་ མ་ བ་ ལཱ་ 〛 D; ས་ མ་ བཱ་
ལཱ་ P 7 ཨ་ གྲེ་ ཨ་ གྲི་ 〛 D; ཨ་ གྲ་ ཡ་ གྲི་ P

8

namas traiyadhvikānāṃ1 tathāgatānāṃ sarvatrāpratihatāvāptidharmatā-1

valīnām2 aṃ3 asamasama4 samantato5 ’nantatāvāptiśāsani hara hara2

smara smaraṇa6 vigatarāga7 buddhadharmate sara sara samabalā hasa3

hasa traya traya8 gagana mahābalarambhaṇe9 jvala jvalana10 sāgare
②2r1

4

svāhā. <mantra 3>5

[TibA; D163v4-, P201r8-]6

དེ་ ནས་ ལས་ ཀྱི་ སྒྲིབ་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཟད་ པར་ བྱ་ བའི་ དོན་ དུ་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ སྙིང༌ པོ་ ཡི་7

གེ་ བརྒྱ་ པ་ ཚུལ་ དེ་ ཉིད་ ཀྱིས་ སྟོང༌ ཕྲག་ བརྒྱད་
P201v
བཟླས་ པར་ བྱ་ སྟེ་ | དམ་ པའི་ ཆོས་ སྤོང༌ བ་ དང༌ མཚམས་ མེད་ པ་8

ལ་ སོགས་ པའི་ ལས་ ཀྱི་ སྒྲིབ་ པ་ ལེགས་ པར་ ཟད་ པར་ འགྱུར་ རོ་|| དེ་ དག་ ཀྱང༌ འདི་ ཡིན་ ཏེ་|9

ཐམས་ ཅད་ དུ་ ཉམས་ པ་ མེད་ པའི་ ཆོས་ ཉིད་ ཀྱིས་ སྟོབས་ བརྙེས་ པའི་ དུས་ གསུམ་ དུ་ གཤེགས་10

པའི་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ རྣམས་ ལ་ ཕྱག་ འཚལ་ ལོ་|| ༀ་ ཨ་ ས་ མ་ ས་ མ་ ས་ མནྟ་ ཏོ་ ཨ་11

ནནྟཱ་ བཱ་ ཏི་ ཤཱ་ ས་ ནི་ ཧ་ ར་ ཧ་ ར་ སྨ་ ར་ སྨ་ ར་ ཎ་ བི་ ག་ ཏ་ རཱ་ ག་ བུ་ དྡྷ་ དྷེ་ རྨ་ ཏ་ ས་ ར་ ས་ ར་12

1 traiyadhvikānāṃ 〛 ①②③Ed.; triyadhvikānāṃ④
2 sarvatrāpratihatāvāptidharmatāvalinām 〛 ③④Ed.; sarvatrāpratīhatāvāptidharmatāvalinām

①; sarvatrāpratihatāvyāptidharmatāvalinām②
3 aṃ 〛 ①②③ANa; oṃ Ed.
4 asamasama 〛 ①②③Ed.; aṃsama saya④
5 samantato 〛 ①③④Ed.; samaganto②
6 hara hara smara smaraṇa 〛 ①③④Ed.; hara++++②
7 vigatarāga 〛 ①③Ed.; vigatasama②; vigatāga④
8 traya traya 〛 ①②③④Ed.; trayaṃ trayaṃ ANa
9 gagana mahābalarambhaṇe 〛 ①ANa; gaganamahāvaralakṣaṇe Ed.; gaganamahālalakṣaṇe②;

gaganaṃ mahābalarambhaṇe③; gaganaṃ mahāvalarakṣaṇe④
10 jvalana 〛 ①②③Ed.; jvala+④

10 ཆོས་ ཉིད་ ཀྱིས་ 〛 D; ཆོས་ ཉིད་ ཀྱི་ P 10 སྟོབས་ བརྙེས་ པའི་ 〛 D; སྟོབས་ རྙེད་ པའི་ P 12 ས་ མནྟ་ ཏོ་ ཨ་ ནནྟཱ་ 〛 D;

ས་ མནྟ་ ཏ་ བ་ ནནྟཱ་ P 12 ཤཱ་ ས་ ནི་ 〛 D; ཤ་ ས་ ནི་ P 12 དྷེ་ རྨ་ ཏ་ 〛 D; དྷ་ རྨ་ ཏེ་ P
1 Śikṣāsamuccaya. Bendall 1902. p.139 ll.4-7.; namas traiyabdhikānāṃ tathāgatānāṃ sarva-
trāpratihatāvāptidharmatābalināṃ āṃ asamasama samantato ’nantanāvāptiśāsani hara hara smara
smaraṇa vigatarāgabuddhadharmate sara sara samabalā hasa hasa traya traya gagana mahâ-
calarakṣaṇa jvala jvalana sāgare svāhā.
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མ་ སཱ་ བཱ་ ལཱ་ ཧ་ ས་ ཧ་ ས་ ས་ ཏྲ་ ཡ་ ས་ ཏྲ་ ག་ ག་ ན་ མ་ ཧཱ་ བཱ་ ལ་ ར་ ཀྵ་ ཎེ་ ཛྭ་ ལ་ ཛྭ་ ལ་ ན་1

སཱ་ ག་ རེ་ སྭཱ་ ཧཱ་| <mantra 3>2

[TibB; D60v6-, P77r7-]3

དེ་ ནས་ ལས་ ཀྱི་ སྒྲིབ་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཟད་ པའི་ དོན་ དུ་ དེ་ བཞིན་ གཤེགས་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ སྙིང༌ པོ་ ཡི་ གེ་ བརྒྱ་4

པའི་ ཆོགས་ སྟོང༌ ཕྲག་ བརྒྱད་ བཟླས་ པར་ བྱའོ་|| དམ་ པའི་ ཆོས་ སུན་ ཕྱུང༌ བ་ དང༌ མཚམས་ མེད་ པ་ ལ་ སོགས་ པའི་5

ལས་ ཀྱི་ སྒྲིབ་ པ་ རབ་ ཏུ་ འཇོམས་ པ་ ནི་ འདིའོ་||6

ན་ མ་ སྟྲཻ་ ཡ་ དྷྭི་ ཀཱ་ ནཱཾ་ ཏ་ ཐཱ་ ག་ ཏཱ་ ནཱ་ ན་| སརྦ་ ཏྲཱ་ པྲ་ ཏི་ ཧ་ ཏ་ བཱ་ པྟི་ དྷ་ རྨ་ ཏ་ བ་ ལི་ ནཱཾ་ ཨ་ ས་7

མ་ ས་ མ་
D61r
ས་ མ་ ནྟ་ ཏོ་|

P77v
ཨ་ ན་ ནྟ་ ཏཱ་ བཱ་ པྟི་ ཤཱ་ ས་ ན་| ཧ་ ར་ ཧ་ ར་| སྨ་ ར་ སྨ་ ར་ ཎེ་ བི་ ག་ ཏ་ རཱ་8

ག་ བུ་ དྡྷ་ དྷ་ རྨ་ ཏེ་| ས་ ར་ ས་ ར་| ས་ མ་ པ་ ལཱ་| ཧ་ ས་ ཧ་ ས་ | ཏྲ་ ཡ་ ཏྲ་ ཡ་| ག་ ག་ ན་| མ་ ཧཱ་9

བ་ ར་ ལ་ ཀྵ་ ཎེ་| ཛྭ་ ལ་ ཛྭ་ ལ་ ན་ སཱ་ ག་ རེ་ སྭཱ་ ཧཱ་|| <mantra 3>10

11

§5.【プールヴァセーヴァー】(Pūrvasevā)12

[① 2r2-,② 2r1-,③ 2r2-,④ 1v10-, Ed.=p.2 l.17-]13

tataḥ svaparābhyudayasādhanāṅgam evaṃ pūrvasevāvidhim anutiṣṭhet. tatrādau14

prātar evotthāya sarvabuddhabodhisattvān svāmino ’dhyāsayet1. evaṃ praṇamet2.15

lokadhātuṣv ananteṣu yāvantaḥ sasutā jināḥ3 /16

1 svāmino ’dhyāsayet 〛 ④; svāmino ’dhyāśayet①; svāmino ’dhyāśayat②; svāmino ’dhyāśayet
③; svāmino adhyāsayet Ed.; svāminādhyāsayet ANa

2 praṇamet 〛 ①③④Ed.; praṇamyat②
3 jināḥ 〛 ①③④Ed.; jinā②

1 ས་ ར་ ས་ ར་ མ་ སཱ་ 〛 D; ས་ རྶ་ རྨ་ ས་ P 1 ས་ ཏྲ་ ཡ་ ས་ ཏྲ་ ཡ་ 〛 D; ས་ ཏྲ་ ཡ་ ཏྲ་ ཡ་ P 1 མ་ ཧཱ་ བཱ་ ལ་ 〛 D; མ་ ཧཱ་
བ་ ལ་ P 2 ན་ སཱ་ ག་ རེ་ 〛 D; ནཱ་ སྭ་ ག་ རེ་ P 7 ཏ་ ཐཱ་ ག་ ཏཱ་ ནཱ་ ན་ 〛 D; om. P 8 ཨ་ ས་ མ་ ས་ མ་ 〛 D; ཨཾ་ ཨ་
ས་ མ་ ས་ མ་ P 8 ཨ་ ན་ ནྟ་ ཏཱ་ 〛 D; ཨཱ་ ན་ ནྟ་ ཏཱ་ P 9 ག་ ག་ ན་ 〛 D; ག་ ག་ ཎ་ P 10 སཱ་ ག་ རེ་ 〛 D; ས་ ག་ རེ་ P

10

kāyena manasā vācā tān sarvān1 praṇamāmy aham // <verse 3>1

[TibA; D163v3-, P201v3-]2

དེ་ ནས་ རང༌ དང༌ གཞན་ ལ་ ངེས་ པར་ ལེགས་ པར་ སྒྲུབ་ པའི་ ཡན་ ལག་ ཉིད་ དུ་ སྔོན་ དུ་ འགྲོ་ བའི་ ཆོ་ ག་ རྗེས་ སུ་3

བསྒྲུབ་ པར་ བྱའོ་|| དེ་ ལ་ དང༌ པོ་ ནང༌ པར་ སྔར་ ལངས་ ལ་ སངས་ རྒྱས་ དང༌ བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ ཐམས་ ཅད་ ལ་4

རྗེ་ བོ་ ཡིན་ པའི་ བསམ་ པ་ ཉིད་ ཀྱིས་ འདི་ ལྟར་ རབ་ ཏུ་ ཕྱག་ འཚལ་ ཏེ་|5

འཇིག་ རྟེན་ ཁམས་ ནི་ མཐའ་ ཡས་ ན་|| ཇི་ སྲིད་ རྒྱལ་ བསྲས་ བཅས་ པ་||6

དེ་ དག་ ཀུན་ ལ་ ལུས་ ངག་ དང༌|| བདག་ ཡིད་ ཀྱིས་ ཀྱང༌ ཕྱག་ འཚལ་ ལོ་|| <verse 3>7

[TibB; D61r1-, P77v1-]8

དེ་ ནས་ རང༌ དང༌ གཞན་ གྱི་ དགེ་ བའི་ ཕྱིར་| སྒྲུབ་ ཐབས་ ཀྱི་ ཆོ་ གའི་ ཡན་ ལག་ བཞིན་ སྔོན་ དུ་ བསྙེན་ པའི་ ཆོ་ གས་9

རྗེས་ སུ་ གནས་ པར་ བྱའོ་|| དེ་ ལ་ དང༌ པོ་ རབ་ ཏུ་ སྔ་ བར་ ལངས་ ཏེ་| སངས་ རྒྱས་ དང༌ བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་10

ཐམས་ ཅད་ དང༌| བདག་ པོ་ རྣམས་ ལ་ ལྷག་ པའི་ བསམ་ པས་ དེ་ བཞིན་ དུ་ ཕྱག་ འཚལ་ ནས་|11

མཐའ་ ཡས་ འཇིག་ རྟེན་ ཁམས་ རྣམས་ ན་|| ཇི་ སྙེད་ རྒྱལ་ བ་ སྲས་ བཅས་ ལ་||12

ལུས་ དང༌ ངག་ དང༌ ཡིད་ རྣམས་ ཀྱིས་|| ཀུན་ ནས་ བདག་ ནི་ ཕྱག་ འཚལ་ ལོ་|| <verse 3>13

14

§6.【発菩提心】(Generating Bodhicitta)15

[① 2r3-,② 2r2-,③ 2r3-,④ 1v11-, Ed.=p.3 l.1-]16

Ed. p.3
tato bodhicittam2 utpādayet3.17

1 sarvān 〛 ①②③Ed.; sarvāna④
2 bodhicittam 〛 ①③④Ed.; bodhicittum②
3 utpādayet 〛 ①③④Ed.; utpādayat②

3 སྔོན་ དུ་ 〛 D; སྔོན་ P 4 རྗེས་ སུ་ བསྒྲུབ་ 〛 D; རྗེས་ སུ་ སྒྲུབ་ P 9 ཡན་ ལག་ བཞིན་ 〛 D; ཡན་ ལག་ བཞིན་ དུ་ P

12 ཁམས་ རྣམས་ ན་ 〛 D; ཁམས་ རྣམས་ ནི་ P
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utpādayāmi saṃbodhicittaṃ1bodhāya dehinām /1

bhadracaryāñ2 cariṣyāmi sarvasattvahitodayām // <verse 4>2

[TibA; D163v5-, P201v5-]3

དེའི་ རྗེས་ ལ་ བྱང༌ ཆུབ་ ཏུ་ སེམས་ བསྐྱེད་ པར་ བྱ་ སྟེ་|4

བྱང༌ ཆུབ་ སྦྱིན་ པར་ བྱེད་ པ་ ཡིས་|| རྫོགས་ པའི་ བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ བསྐྱེད་ ཅིང༌||5

སེམས་ ཅན་ ཀུན་ ལ་ ཕན་ འབྱུང༌ བའི་|| བཟང༌ པོའི་ སྤྱོད་ པ་ བདག་ གིས་ སྤྱད་|| <verse 4>6

[TibB; D61r3-, P77v4-]7

དེ་ ནས་ བྱང༌ ཆུབ་ ཏུ་ སེམས་ བསྐྱེད་ པར་ བྱ་ སྟེ་|8

ལུས་ ཅན་ རྣམས་ ཀྱི་ བྱང༌ ཆུབ་ ཕྱིར་|| ཡང༌ དག་ བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ བསྐྱེད་ ནས་||9

སེམས་ ཅན་ ཀུན་ ལ་ སྨན་ གྱུར་ ཕྱིར་|| བཟང༌ པོ་ སྤྱོད་ པ་ སྤྱད་ པར་ བགྱི་|| <verse 4>10

11

§7.【障礙の破壊】(Breaking Vighna)12

[① 2r4-,② 2r3-,③ 2r4-,④ 1v12-, Ed.=p.3 l.4-]13

tataḥ sarvavighnavināśārtham acalahṛdayam amoghacaṇḍaṃ3 va
④2r1
jramudrāṃ bad-14

dhvā trir uccārayet. tatreyaṃ vajramudrā. dakṣiṇahastam ūrdhvaṃ prasṛtaṃ kṛtvā15

vṛddhāṅguṣṭhena4 tarjanyagram5 ākramet. śeṣā vajralakṣaṇāḥ6. mantraḥ,16

1 saṃbodhicittaṃ 〛 ②Ed.; saṃbodhau cittaṃ①③④Ed.
2 bhadracaryāñ 〛 Ed.②③④; bhadracayāñ①
3 amoghacaṇḍaṃ 〛 ①②③④Ed.; amoghacaṇḍa ANa
4 vṛddhāṅguṣṭhena 〛 ②③④Ed.; vṛddhāṅgaṣṭhena①
5 tarjanyagram 〛 ②③④Ed.; rjanyagram①; tarjanyagra N
6 vajralakṣaṇāḥ 〛 ②③④Ed.; vajrarakṣaṇā①

5 བྱེད་ པ་ ཡིས་ 〛 D; བྱེད་ པ་ ཡི་ P
1 Ādikarmapradīpa. Takahashi 1993 p. 147. ll. 27-28.: utpādayāmi varabodhicittaṃ ni-
mantrayāmy ahu sarvasattvān.

12

namaḥ samantavajrāṇāṃ trāṭ amoghacaṇḍamahāroṣaṇa sphāṭaya1 hūṃ21

bhramaya bhramaya hūṃ3 traṭ hāṃ māṃ4. <mantra 4>2

svastikañ ca badhnīyāt5.3

śliṣṭāṅgulim6 abhyantaramuṣṭiṃ7 kṛtvā madhyame sūcyau tarjānyau8 cāṅguṣṭhā-4

gra9 īṣatsaṃsakte10 dhārayet. mantraḥ11,5

oṃ hara hara mahānimitta hūṃ12 phaṭ svāhā. <mantra 5>6

[TibA; D163v5-, P201v6-]7

དེ་ ནས་ བགེགས་ ཐམས་ ཅད་ ཚར་ གཅད་ པར་ བྱ་ བའི་ དོན་ དུ་ རྡོ་ རྗེ་ གཏུམ་ མོའི་ ཕྱག་ རྒྱ་ བཅིངས་ ལ་ མི་ གཡོ་8

བའི་ སྙིང༌ པོ་ དོན་ ཡོད་ པ་ ལན་ གསུམ་ བརྗོད་ པར་ བྱའོ་|| དེ་ ལ་ རྡོ་ རྗེའི་ ཕྱག་ རྒྱ་ ནི་ འདི་ ཡིན་ ཏེ་| ལག་ པ་ གཡས་9

པའི་ ཐལ་ མོ་ གྱེན་ དུ་ བསླངས་ ལ་ མཐེ་ བོང༌ གིས་ མཛུབ་ མོའི་ རྩེ་ མོ་ མནན་ པའི་ ལྷག་ མ་ རྣམས་ ནི་ རྡོ་ རྗེའི་ མཚན་10

1 sphāṭaya 〛 ①②③Ed.; sphoṭaya④
2 hūṃ 〛 ①②③; huṃ④Ed.
3 hūṃ 〛 ①③④; huṃ Ed.; om. ②
4 hāṃ māṃ 〛 ④Ed.; hā mā①; hīmāṃ②; hāṃ māṃ +③
5 badhnīyāt 〛 ②③④Ed.; badhniyāt①
6 śliṣṭāṅgulim 〛 ③④Ed.; śṛṣṭāṅgulīm①; śreṣṭāṅgulim②
7 abhyantaramuṣṭiṃ 〛 ③④Ed.; abhyantalamuṣṭiṃ①; abhyantalamuṣṭi②
8 tarjānyau 〛 ④Ed.; tajanyau②; om. ①③ANa
9 cāṅguṣṭhāgra 〛 ①②③Ed.; cāṅguṣṭhāgre④
10 īṣatsaṃsakte 〛 Ed.; īṣadsasakte ①; īradasaṃsakte ②; iṣadaṃ sasake ③④; iṣadaṃ saṃsakte

A; īṣatsasaktaṃ NNa
11 mantraḥ 〛 ③④Ed.; mantra①②
12 hūṃ 〛 ①②③④; huṃ Ed.

8 ཚར་ གཅད་ 〛 D; ཚར་ བཅད་ P 10 མཐེ་ བོང༌ གིས་ 〛 D; མཐེ་ འོད་ གི་ P
1 Śikṣāsamuccaya. MSS 70v1: namaḥ samantavajrāṇāṃ trāṭ amoghacaṇḍamahāroṣaṇa sphāṭaya
hūṃ bhrāmaya bhrāmaya hūṃ trāṭ hāṃ māṃ.
『念誦法』大正蔵21巻10b26-29曩莫三滿多嚩日囉二合拏去怛囉二合吒阿目伽戰拏摩訶嚕殺拏
娑頗二合吒野吽怛囉二合麼野怛囉二合麼野吽怛囉二合吒唅𤚥。
『念誦法』21巻12b15-18: 曩麼三曼多嚩日囉二合拏怛囉二合吒阿母伽戰拏摩賀嚕殺拏
娑頗二合吒野吽怛囉二合麼野怛囉二合麼野吽怛囉二合吒唅𤚥。
『秘密法』大正蔵21巻16b25-28: 曩麼三曼縛日羅二合一怛羅二合吒阿謨伽戰拏二摩賀路灑寧上三
娑頗二合吒野吽四怛囉二合摩野怛羅摩野五吽怛囉二合吒唅𤚥六。
『秘密法』大正蔵21巻17a23-26: 曩麼三曼哆嚩日囉二合赦一怛囉二合吒阿謨伽戰荼二摩訶嚕灑拏三
薩頗二合吒耶吽四怛囉二合莎耶怛囉二合莎耶吽怛二合吒吽怛二合。 6 『念誦法』大正蔵21巻7b24-25:
曩莫三滿多沒馱喃唵賀囉賀囉莽賀彌儞多吽泮吒。
『秘密法』大正蔵12巻17a08-9: 曩麼三曼多勃馱喃一唵二賀羅賀羅三摩訶儞弭多吽引泮吒半音四。
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ཉིད་ དོ་|| སྔགས་ ནི་|1

རྡོ་ རྗེ་ ཅན་ མ་ ལུས་ པ་ ལ་ ཕྱག་ འཚལ་ ལོ་|| ཏྲཱ་ ཊ་ ཨ་ མོ་ གྷ་ ཙ་ ཎྜ་ མ་ ཧཱ་ རོ་ ཥ་ ཎ་ སྭཱ་ ཊ་ ཡ་2

ཧཱུཾ་ ཏྲ་ མ་ ཡ་ ཏྲ་ མ་ ཡ་ ཧཱུཾ་ ཊ་ ཊུ་ ཧཾ་ མཾ་| <mantra 4>3

བཀྲ་ ཤིས་ ཀྱི་ ཡང༌ བཅིང༌ བར་ བྱ་ སྟེ་| གཉིས་ ཀའི་ སོར་ མོ་ རྣམས་ སྤེལ་ ནས་ ནང༌ དུ་
P202r
བཀུག་ པས་ ཁུ་ ཚུར་ བཅངས་4

ཏེ་| གུང༌ མོ་ གཉིས་ རྩེ་ གཅིག་ ཏུ་ ཕྱིར་ བསྐྱེད་ ལ་ མཛུབ་ མོ་ གཉིས་ ཀྱང༌ མཐེ་ བོང༌ གི་ རྩེ་ མོས་||
D164r
ཅུང༌ ཟད་ མ་ རེག་5

པར་ མནན་ ལ་ གཟུང༌ བར་ བྱའོ་|| སྔགས་ ནི་|6

ༀ་ ཧ་ ར་ ཧ་ ར་ མ་ ཧཱ་ ནི་ མ་ ཏྟི་ ཧཱུཾ་ ཕཊ་ སྭཱ་ ཧཱ་ | <mantra 5>7

[TibB; D61r3-, P77v5-]8

དེ་ ནས་ བགེགས་ ཐམས་ ཅད་ གཞོམ་ པའི་ དོན་ དུ་ མི་ གཡོ་ བའི་ སྙིང༌ པོ་ དོན་ ཡོད་ གཏུམ་ པོ་ རྡོ་ རྗེའི་ ཕྱག་ རྒྱ་9

བཅིངས་ ནས་ ལན་ གསུམ་ བརྗོད་ པར་ བྱའོ་|| དེ་ ལ་ འདིར་ རྡོ་ རྗེའི་ ཕྱག་ རྒྱ་ ནི་ ལག་ པ་ གཡས་ པ་ སྤྱི་ བོར་ བརྐྱང༌10

ནས་ མཐེ་ བོ་ ཆེའི་ མཛུབ་ མོའི་ རྩེ་ མོ་ མནན་ པར་ བྱའོ་|| ལྷག་ མ་ ནི་ རྡོ་ རྗེའི་ མཚན་ ཉིད་ དོ་|| སྔགས་ ནི་|11

ནམཿ ས་ མ་ ནྟ་ བ་ ཛྲཱ་ ཎཱཾ་ ཏྲཱཊ་| ཨ་ མོ་ གྷ་ ཙ་ ཎྜ་ མ་ ཧཱ་ རོ་ ཥ་ ཎ་ ཕཊ་ ཡ་| ༀ་ བྷྲ་ མ་ ཡ་ བྷྲ་ མ་12

ཡ་| ༀ་ ཏྲཱཊ་ ཧཾ་ མཾ་|| <mantra 4>13

བཀྲ་ ཤིས་ བཅིངས་ ནས་| སོར་ མོ་ རྣམས་ འཁྱུད་ ལ་ ཁུ་ ཚུར་ གྱིས་ ནང༌ དུ་ བྱས་ ནས་| གུང༌ མོའི་ རྩེ་ མོ་ དང༌| མཛུབ་14

མོ་ དག་ དང༌| མཐེ་ བོང༌ དང༌ གུང༌ མོའི་ རྩེ་ དག་ ཀྱང༌ ཅུང༌ ཟད་ མ་ རེག་ པར་ གཟུང༌ བར་ བྱའོ་|| སྔགས་ ནི་|15

ༀ་ ཧ་ ར་ ཧ་ ར་ མ་ ཧཱ་ ནི་ མི་ ནྟ་ ཧཱུཾ་ ཕཊ་ སྭཱ་ ཧཱ་|| <mantra 5>16

17

§8.【入我我入】(Nyūga-ganyū)18

3 ཊ་ ཊུ་ 〛 D; ཏྲ་ ཊུ་ P 5 ཕྱིར་ བསྐྱེ་ 〛 D; ཕྱིར་ བཀྱེད་ P 7 ནི་ མ་ ཏྟི་ 〛 D; ནི་ མི་ ཏྟ་ P 11 མཐེ་ བོ་ ཆེའི་ 〛 D; མཐེ་
བོ་ ཆེ་ ཡིས་ P 12 ས་ མ་ ནྟ་ 〛 D; ས་ ནྟ་ P 12 བ་ ཛྲཱ་ ཎཱཾ་ 〛 D; བ་ ཛྲ་ ཁཾ་ P 12 རོ་ ཥ་ ཎ་ 〛 D; རོ་ ཥ་ ན་ P 14 ཁུ་
ཚུར་ གྱིས་ 〛 D; ཁུ་ ཚུར་ གྱི་ P 15 གུང༌ མོའི་ རྩེ་ དག་ ཀྱང༌ 〛 D; གུང༌ མོ་ དག་ ཀྱང༌ P

14

[① 2r6-,② 2r6-,③ 2r6-,④ 2r3-, Ed.=p.3 l.13-]1

tato mukhaśaucādikaṃ kṛtvā sukhāsanopaviṣṭaḥ1
③2v1
paṭapustakapratimā

①2v1
dīnām2 any-2

atamasyāgrato daśadiksthitabuddhabodhisattvān3 avalambya4 muktākusumāvakīrṇaṃ53

maṇḍalaṃ6 kṛtvā pūrvavad7 gāthayā sarvāṅgataḥ praṇamya bodhicittam utpādya4

evaṃ8 sarvabuddhabodhisattvebhya9 ātmānaṃ niryātayet.5

aham evaṃnāmā sarvabuddhabodhisattvānām ātmānaṃ niryātayāmi. sarvathā106

sarvakālaṃ pratigṛhṇantu māṃ, sarvabuddhabodhisattvā adhitiṣṭhantu māṃ. mahākāruṇikā117

nāthāḥ siddhivaradāyakāś ca12 bhavantv iti13.8

[TibA; D164r1-, P202r2-]9

དེ་ ནས་ གདོང༌ བཀྲུ་ བ་ ལ་ སོགས་ པ་ བྱས་ ལ་ བདེ་ བའི་ སྟན་ ལ་ ཉེ་ བར་ གནས་ ཏེ་| ཐད་ ཀ་ དང༌ གླེགས་ བམ་10

དང༌| སྐུ་ གཟུགས་ ལ་ སོགས་ པ་ གང༌ ཡང༌ རུང༌ བའི་ མདུན་ དུ་ ཕྱོགས་ བཅུ་ ན་ བཞུགས་ པའི་ སངས་ རྒྱས་ དང༌11

1 sukhāsanopaviṣṭaḥ 〛 ②③④; sukhāsanopraviṣṭaḥ①Ed.
2 paṭapustakapratimādīnām 〛 ③④Ed.; phaṭapustakapratimādinām ①; paṭapuṣṭakapra-

timādīnām②
3 daśadiksthita° 〛 ①②③Ed.; daśadikasthita°④
4 avalambya 〛 ②③Ed.; avalabya①; avalambā④
5 muktākusumāvakīrṇaṃ 〛 ③Ed.; muktākusumāvakīrṇaṃ ①; muktākulatārthakīrṇaṃ ②;

muktakusumāvakīrṇaṃ④
6 maṇḍalaṃ 〛 ③ANa.; maṇḍalakaṃ②Ed; maṇḍala①; maṇḍalaṃkaṃ④
7 pūrvavad 〛 ①③④Ed.; pūrvavat②
8 evaṃ 〛 ①②③④; eva Ed.
9 °sattvebhya 〛 ①②③Ed.; °sattvabhya④
10 sarvathā 〛 Ed.①③④; ++thā②
11 mahākāruṇikā 〛 ②③④Ed.; mahākārūṇīkā①
12 siddhivaradāyakāś ca 〛 ③④Ed.; siddhivaladāyaś ca ②Na; siddhivaradākāś ca N; sid-

dhivaradāya+ca①
13 bhavantv iti 〛 ①③Ed.; bhavantīti②④

10 གླེགས་ བམ་ 〛 D; གླེགས་ བཾ་ P
6 Ādikarmapradīpa. Takahashi 1993 p. 148 ll. 8-13.: aham amukanāmā sarvabuddhabod-
hisatvebhya[ḥ] saparivārebhyo ātmānaṃ niryātayāmi. sarvathā sarvakālaṃ parigṛhnantu māṃ
mahākāruṇikāḥ. adhitiṣṭhantu mām aśeṣalokadhātuparitrāyakāḥ. anuttarasiddhivaradāyakāś ca me
bhavantu. rakṣāṃ ca me kuruvantu. ity ātmabhāvaniryātanā.
Kriyāsamuccaya. Moriguchi 1991 p.122 ll. 5-6.: aham evaṃ nāmācāryasyāntikāt sarvabuddha-
bodhisattvānāṃ ca prato ’nuttarāyāṃ samyaksaṃbodau cittam utpādayāmi.
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§9.【懺悔】(Pāpadeśanā)1

[① 2v3-,② 2r8-,③ 2v3-,④ 2r6-, Ed.=p.3 l.21-]2

tatas1 sarvapāpāni deśayet2.3

sarvapāpān rāgadveṣa
Ed. p.4
mohajān3 sārvakālikān4 aśeṣān5 deśayāmi yathā buddhā6 bha-4

gavanto jānantīti7.5

[TibA; D164r4-, P202r7-]6

དེ་ ནས་ སྡིག་ པ་ རྣམས་ ཐམས་ ཅད་ བཤགས་ པར་ བྱ་ སྟེ་|7

འདོད་ ཆགས་ དང༌ ཞེ་ སྡང༌ དང༌ གཏི་ མུག་ ལས་ བསྐྱེད་ པའི་ དུས་ ཐམས་ ཅད་ པའི་ སྡིག་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ལྷག་ མ་8

ལུས་ པར་ ཇི་ ལྟར་ སངས་ རྒྱས་ བཅོམ་ ལྡན་ འདས་ རྣམས་ ཀྱིས་ མཁྱེན་ པ་ ལྟར་ བདག་ གིས་ ཀྱང༌ བཤགས་ པར་9

བགྱིའོ་|| ཞེས་ བྱ་ བའོ་||10

[TibB; D61v2-, P78r5-]11

དེ་ ནས་ སྡིག་ པ་ ཐམས་ ཅད་ བཤགས་ པར་ བྱ་ སྟེ་|12

འདོད་ ཆགས་ དང༌| ཞེ་ སྡང༌ དང༌| གཏི་ མུག་ ལས་ སྐྱེས་ པའི་ དུས་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ སྡིག་ པ་ ཐམས་ ཅད་ ཇི་ ལྟར་13

སངས་ རྒྱས་ བཅོམ་ ལྡན་ འདས་ རྣམས་ ཀྱིས་ མཁྱེན་ བཞིན་ དུ་ མ་ ལུས་ པར་ བདག་ གིས་ བཤགས་ པར་ བགྱིའོ་||14

15

1 tatas 〛 ①; tataḥ②③④Ed.
2 deśayet 〛 ①③④Ed.; deśayataḥ②
3 sarvapāpān rāgadveṣamohajān 〛 ①②③④Ed,; °pāpānurāga° ANa
4 mohajān sārvakālikān 〛 ③④Ed.; mohajān sarvakārākān①; mohā++++++dhikālikān②
5 aśeṣān 〛 ②④Ed.; śeṣā. ①③; om. N
6 buddhā 〛 ①③④Ed.; om. ②
7 jānantīti 〛 ②③④Ed.; jānantitī①

8 གཏི་ མུག་ ལས་ 〛 D; གཏི་ མུག་ གིས་ P 9 ལྷག་ མ་ ལུས་ 〛 D; ལྷག་ མ་ མ་ ལུས་ P 9 བཤགས་ པར་ 〛 D; བཤག་ པར་
P 13 ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ སྡིག་ པ་ 〛 D; om. P

4 Ādikarmapradīpa. Takahashi 1993 p. 148. ll. 15-18.: sarvapāpān rāgadveṣamohajān sārvakā-
likān aśeṣān yaiś cittotpādair buddhabodhisattvair deśitaṃ taiś cittotpādair deśayāmi.

15

བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ རྣམས་ དམིགས་ ཤིང༌ མེ་ ཏོག་ སིལ་ མ་ གཅལ་ དུ་ བཀྲམ་ པའི་ མཎྜལ་ བྱས་ ལ་| སྔར་1

བཞིན་ དུ་ ཚིགས་ སུ་ བཅད་ པ་ གཉིས་ ཀྱིས་ ཡན་ ལག་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱིས་ ལེགས་ པར་ ཕྱག་ བཙལ་ བ་ དང༌| བྱང༌2

ཆུབ་ ཏུ་ སེམས་ བསྐྱེད་ དེ་ འདི་ ལྟར་ སངས་ རྒྱས་ དང༌ བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ ཐམས་ ཅད་ ལ་ བདག་ ཉིད་ དབུལ་3

བར་ བྱ་ སྟེ་|4

བདག་ མིང༌ འདི་ ཞེས་ བགྱི་ བ་ སངས་ རྒྱས་ དང༌ བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ ཐམས་ ཅད་ ལ་ བདག་ ཉིད་ ཀྱིས་ བདག་5

ཉིད་ དབུལ་ གྱིས་| ཐམས་ ཅད་ ནས་ དུས་ ཐམས་ ཅད་ དུ་ ལེགས་ པར་ བདག་ གཟུང༌ དུ་ གསོལ་| སངས་ རྒྱས་ དང༌6

བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱིས་ བདག་ ལ་ བྱིན་ གྱིས་ བརླབ་ ཏུ་ གསོལ་| ཐུགས་ རྗེ་ ཆེན་ པོ་ དང༌ ལྡན་7

པའི་ མགོན་ པོ་ རྣམས་ ཁྱེད་ ལ་ ནི་ དངོས་ གྲུབ་ ཀྱི་ མཆོག་ གསོལ་ བ་ ཡང༌ ལགས་ ཀྱིས་ ཞེས་ བྱའོ་||8

[TibB; D61r6-, P77v8-]9

དེ་ ནས་ ཞལ་ བསང༌ བ་ ལ་ སོགས་ པ་ བྱས་ ནས་ སྟན་ བདེ་ བ་ ལ་ ཉེ་ བར་ གནས་ ཏེ་| རས་ རིས་ དང༌
P78r
པོ་ ཏི་ དང༌10

སྐུ་ གཟུགས་ ལ་ སོགས་ པ་ དང༌| གཞན་ གྱི་ དྲུང༌ དུ་ འང༌ རུང༌ སྟེ་| ཕྱོགས་ བཅུ་ ན་ བཞུགས་ པའི་ སངས་ རྒྱས་ དང༌11

བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ རྣམས་ ལ་ དམིགས་ ཏེ་| མེ་ ཏོག་ སིལ་ མ་ གཙལ་ དུ་ བཀྲམ་ ལ་ མ་ ཎྜ་ ལ་ བྱས་ ནས་ སྔོན་12

མ་ བཞིན་ དུ་ ཚིགས་ སུ་ བཅད་ པ་ དང༌| ཡན་ ལག་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱིས་ ཕྱག་ བཙལ་ ནས་| དེ་ བཞིན་ དུ་ སངས་ རྒྱས་13

དང༌| བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ རྣམས་ ལ་ བདག་ ཉིད་ ཕུལ་ ནས་| བྱང༌ ཆུབ་ ཏུ་ སེམས་ བསྐྱེད་ པར་ བྱ་ བ་ ནི་|14

བདག་ མིང༌ འདི་ ཞེས་ བགྱི་ བ་ སངས་ རྒྱས་ དང༌|
D61v
བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ རྣམས་ ལ་ ཐམས་ ཅད་ དུ་ བདག་ ཉིད་15

འབུལ་ བས་ དུས་ ཐམས་ ཅད་ དུ་ གཟུང༌ དུ་ གསོལ་|| སངས་ རྒྱས་ དང༌| བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱིས་16

བདག་ ལ་ བྱིན་ གྱིས་ བརླབ་ ཏུ་ གསོལ་| མགོན་ པོ་ ཐུགས་ རྗེ་ ཆེན་ པོ་ རྣམས་ ཀྱིས་ བདག་ ལ་ མཆོག་ གི་ དངོས་17

གྲུབ་ རྣམས་ སྩལ་ དུ་ གསོལ་ ཞེས་ སོ་||18

19

1 མཎྜལ་ 〛 D; པཎྜལ་ P 3 སེམས་ བསྐྱེད་ དེ་| 〛 D; སེམས་ བསྐྱེད་ ཅིང༌ P 4 དབུལ་ བར་ 〛 D; དབུལ་ བར་ ཡང༌ P 6 བདག་
ཉིད་ དབུལ་ 〛 D; བདག་ ཉིད་ འབུལ་ P 7 བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ 〛 D; བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ རྣམས་ P 8 རྣམས་ ཁྱེད་ ལ་ 〛
D; རྣམས་ ཁྱེད་ P 8 གསོལ་ བ་ ཡང༌ 〛 D; གསོལ་ བ་ འང༌ P 10 རས་ རིས་ 〛 D; རས་ བྲིས་ P 14 བསྐྱེད་ པར་ བྱ་ 〛
D; བསྐྱད་ པར་ བྱ་ P 16 བདག་ ཉིད་ འབུལ་ 〛 D; བདག་ ཉིད་ དབུལ་ P
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§10.【随喜】(Anumodana)1

[① 2v3-,② 2r9-,③ 2v3-,④ 2r7-, Ed.=p.4 l.3-]2

tataḥ puṇyam anumodyaṃ.3

sarvabuddhabodhisattvā
②2v1
nāṃ ye puṇyajñānasambhārā laukikalokottarās traikālikās4

tān agrayā ’numodanayā1 ’numode2 yathā buddhā3 bhagavanto jānantīti4.5

[TibA; D164r5-, P202r8-]6

དེ་ ནས་ བསོད་ ནམས་ ལ་ རྗེས་ སུ་ ཡི་ རང༌ བར་ བྱ་ སྟེ་|7

སངས་ རྒྱས་ དང༌ བྱང༌ ཆུབ་
P202v
སེམས་ དཔའ་ རྣམས་ ཀྱི་ བསོད་ ནམས་ དང༌| ཡེ་ ཤེས་ ཀྱི་ ཚོགས་ འཇིག་ རྟེན་ དང༌ འཇིག་8

རྟེན་ ལས་ འདས་ པ་ དུས་ གསུམ་ གྱིས་ བསྡུས་ པ་ གང༌ དག་ ཡིན་ པ་ དེ་ དག་ རྣམས་ ལ་ ཇི་ ལྟར་ སངས་ རྒྱས་ བཅོམ་9

ལྡན་ འདས་ རྣམས་ ཀྱིས་ མཁྱེན་ པ་ ལྟར་ རྗེས་ སུ་ ཡི་ རང༌ བར་ གྱུར་ པའི་ མཆོག་ གི་ རྗེས་ སུ་ ཡི་ རང༌ བར་ བགྱིའོ་10

ཞེས་ སོ་||11

[TibB; D61v2-, P78r6-]12

དེ་ ནས་ བསོད་ ནམས་ ལ་ རྗེས་ སུ་ ཡི་ རང༌ བ་ ནི་|13

སངས་ རྒྱས་ དང༌| བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ བསོད་ ནམས་ དང༌ ཡེ་ ཤེས་ ཀྱི་ ཚོགས་ གང༌ ཞིག་ འཇིག་14

རྟེན་ དང༌| འཇིག་ རྟེན་ ལས་ འདས་ པ་ ཇི་ ལྟར་ དུས་ གསུམ་ གྱི་ སངས་ རྒྱས་ བཅོམ་ ལྡན་ འདས་ རྣམས་ ཀྱིས་ མཁྱེན་15

པའི་ རྗེས་ སུ་ ཡི་ རང༌ བའི་ མཆོག་ དེ་ རྣམས་ ལ་ རྗེས་ སུ་ ཡི་ རང༌ ངོ༌||16

1 agrayā ’numodanayā 〛 ①②③④; agryānumodanayā Ed.
2 ’numode①②③ 〛 ’numodeyā Ed.; numode④
3 buddhā 〛 ①②③Ed.; om. ④
4 tataḥ ...... jānantīti 〛 ①②③④Ed.; om. N

7 རང༌ བར་ བྱ་ སྟེ་ 〛 D; རང༌ བ་ བྱ་ སྟེ་ P 10 གྱུར་ པའི་ མཆོག་ གི་ 〛 D; གྱུར་ པའི་ མཆོག་ གིས་ P
4 Ādikarmapradīpa. Takahashi 1993. p.148. ll. 20-25.: tryadhvagatānāṃ sarvabuddhā-
bodhisattvānāṃ sarvaśrāvakapratyekabuddhānāṃ sarvasattvānāṃ ca ye puṇyajñānasa[ṃ]bhārāḥ
sattvadhātuviśodhakā[ḥ] sattvadhātuparitrāyakā laukikalokottarās tān sarvān anumode. anut-
tarayā anumodanayā yathā te buddhā bhagavanto mahābodhi[sattvā]ś cābhyanujānanti. iti
puṇyānumodanā.
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1

§11.【印とマントラの三昧耶】(Samaya of Mudrā and Mantra)2

[① 2v4-,② 2v1-,③ 2v4-,④ 2r8-, Ed.=p.4 l.6-]3

tataḥ paryaṅkāvasthita imāṃ samayamudrāṃ badhnīyāt1. praṇāmāñjaliḥ2 śirasi4

sthitaḥ samayamudrā. mantraḥ35

namaḥ susiddhe4 sādhani5 agre karuṇe varade6 trāyi trāyi7 atibale86

namo ’stu9 varasiddhidāyikebhyo10 mahākṛpebhyaḥ svāhā. <mantra 6>7

anayā sarvamudrāmantrāṇāṃ samayaḥ saṃdarśito bhavati11.8

[TibA; D164r6-, P202v2-]9

དེ་ ནས་ སྐྱིལ་ ཀྲུང༌ གིས་ ལེགས་ པར་ གནས་ ལ་| དམ་ ཚིག་ གི་ ཕྱག་ རྒྱ་ འདི་ བཅིང༌ བར་ བྱ་ སྟེ་| ཐལ་ མོ་ སྦྱར་ བ་10

སྦྱི་ བོའི་ སྟེང༌ དུ་ བཞག་ པ་ ནི་ དམ་ ཚིག་ གི་ ཕྱག་ རྒྱའོ་|| སྔགས་ ནི་|11

ཡང༌ དག་ པར་ གྲུབ་ པར་ སྒྲུབ་ པ་ ལ་ ཕྱག་ འཚལ་ ལོ་|| མཐར་ ཕྱིན་ པའི་ ཐུགས་ རྗེས་ མཆོག་ སྟེར་12

1 badhnīyāt 〛 ②③④Ed.; badhniyāt①
2 praṇāmāñjaliḥ 〛 ②③④Ed.; praṇāmāñjarīḥ①
3 mantraḥ 〛 ①③④Ed.; mantra②
4 susiddhe 〛 ①②③④Ed.; susiddha ANa
5 sādhani 〛 ②③④Ed.; sādhanī①
6 karuṇe varade 〛 ①③④Ed.; ka++lade②
7 trāyi trāyi 〛 em.; tayi tayi①②③④Ed. cf. 『秘密法』「怛羅異怛羅異」大正蔵 vol. 21. 17b28-

29. and Kuranishi2017 p.77 ll. 19-24.
8 atibale 〛 ②③④Ed.; atībale①
9 ’stu 〛 ①②③④Ed.; om. ANa
10 varasiddhidāyikebhyo 〛 ①②③; varavarasiddhidāyikebhyo ④; varasiddhidāyakebhyo Ed.;

varadāyibhyo ANa
11 bhavati 〛 ②③④Ed.; bhavanti①

11 བཞག་ པ་ 〛 D; གཞག་ པ་ P 12 སྒྲུབ་ པ་ 〛 D; བསྒྲུབ་ པ་ P
6 『念誦法』大正蔵21巻7b15-19: 曩莫薩嚩母地薩怛嚩二合喃曩莫蘇悉悌娑達儞阿蘖隷
迦嚕嬭嚕囉禰多異阿皤曳阿底莽隷曩莽素覩二合婆莽悉悌馱耶計鼻喩二合莽賀訖哩二合閉弊娑嚩二合訶。
『秘密法』大正蔵21巻17b27-c02: 曩摩薩嚩母馱冒地薩怛嚩二合喃那莫蘇悉地莎達儞阿蘖隷二合
迦嚕儞嚩羅提怛羅異怛羅異阿皤曳阿底摩隷那莽素都二合帝波羅摩悉地馱也罽鼻喩二合摩訶訖哩二合
閉弊毘也反。
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བ་| ཏ་ ཡི་ ཏ་ ཡི་| ཨ་ ཏི་ བ་ ལི་ ན་ མོ་ སྟུ་ བ་ ར་ སི་ དྡྷི་ དཱ་ ཡ་ ཀེ་ བྷྱོ་ ||
D164v
མ་ ཧཱ་ ཀྲི་ པེ་ བྷྱཿ སྭཱ་ ཧཱ་|1

<mantra 6>2

འདི་ དག་ ནི་ ཕྱག་ རྒྱ་ དང༌ གསང༌ སྔགས་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ དམ་ ཚིག་ ལེགས་ པར་ བསྟན་ པར་ འགྱུར་ རོ་|| [TibB;3

D61v4-, P78r8-]4

དེ་ ནས་ སྐྱིལ་ མོ་ ཀྲུང༌ གིས་ གནས་ ནས་ འདིར་ དམ་ ཚིག་ ཕྱག་ རྒྱ་ བཅིང༌ བར་ བྱའོ་|| ཐལ་ མོ་ སྦྱར་ བ་ སྤྱི་ བོར་5

བཞག་ པ་ ནི་ དམ་ ཚིག་ གི་ ཕྱག་ རྒྱའོ་|| སྔགས་ ནི་|6

ན་ མཿ སུ་ སི་ དྡྷི་ སཱ་ དྷ་ ནི་ ཨ་ གྲེ་ ཀཱ་ རུ་ ཎེ་| བ་ ར་ དེ་ ཏ་ ཡི་ ཏ་ ཡི་
P78v
ཨ་ ཏི་ པ་ ལེ་ ན་ མ་ སྟུ་ བ་ ར་7

སི་ དྡྷི་ ད་ ཡ་ ཀེ་ བྷྱོཿ མ་ ཧཱ་ ཀྲི་ སེ་ བྷྱཿ སྭཱ་ ཧཱ་|| <mantra 6>8

འདི་ ནི་ ཕྱག་ རྒྱ་ ཐམས་ ཅད་ ཀྱི་ སྔགས་ རྣམས་ ཀྱི་ དམ་ ཚིག་ ལ་ ཡང༌ དག་ པར་ མཐོང༌ བར་ འགྱུར་ རོ་||9

10

§12.【不動尊への祈願】(Pray for Acala)11

[① 2v6-,② 2v3-,③ 2v6-,④ 2r10-, Ed.=p.4 l.11-]12

tataḥ pūrvavad1 vajramudrāṃ baddhvā acalahṛdayam anusmaret.13

namaḥ samantavajrāṇām2 acala kālacaṇḍa3 sādhaya4 hūṃ5 phaṭ. <mantra 7>14

1 pūrvavad 〛 ①②③Ed.; pūrve④
2 samantavajrāṇām 〛 ②③④Ed.; samantavajrāṇā①
3 kālacaṇḍa 〛 ①②③Ed.; kāṇacaṇḍa④
4 sādhaya 〛 ①②③④Ed.; sādhaye ANa
5 hūṃ 〛 ①②③④; huṃ Ed.

1 སྟེར་ བ་ 〛 D; གཏེར་ བ་ P 1 ཨ་ ཏི་ བ་ ལི་ 〛 D; ཨ་ ཏི་ བ་ ལེ་ P 1 དཱ་ ཡ་ ཀེ་ 〛 D; དྷ་ ཡ་ ཀེ་ P 3 འདི་ དག་ ནི་ 〛
D; འདི་ དག་ གྱིས་ ནི་ P 7 སཱ་ དྷ་ ནི་ ཨ་ གྲེ་ ཀཱ་ རུ་ ཎེ་ 〛 D; སཱ་ དྷ་ ནཾ་ ཨ་ གྲེ་ ཀ་ རུ་ ཎེ་ P 7 ན་ མ་ སྟུ་ 〛 D; ན་ མོ་ སྟུ་ P
8 ཀྲི་ སེ་ བྷྱཿ 〛 D; ཀྲི་ སེ་ བྷ་ P
14 『念誦法』大正蔵21巻7c3: 唵阿者羅迦曩戰茶娑馱野吽泮吒
『秘密法』大正蔵21巻18a4-5: 曩麼三曼多嚩日囉二合戰拏唵阿者邏迦拏者嚕娑馱耶吽泮吒
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[TibA; D164r6-, P202v4-]1

དེ་ ནས་ སྔར་ བཞིན་ དུ་ རྡོ་ རྗེའི་ ཕྱག་ རྒྱ་ བཅིངས་ ལ་ མི་ གཡོ་ བའི་ སྙིང༌ པོ་ རྗེས་ སུ་ དྲན་ པར་ བྱ་ བ་ ནི་|2

ན་ མཿ ས་ མ་ ནྟ་ བ་ ��ར་ �་ ཨ་ ཙ་ ལ་ ཀཱ་ ཎ་ ཙ་ �་ སཱ་ དྷ་ ཡ་ ཧཱུཾ་ ཕཊ་| <mantra 7>3

[TibB; D61v5-, P78v1-]4

དེ་ ནས་ སྔོན་ བཞིན་ དུ་ རྡོ་ རྗེའི་ ཕྱག་ རྒྱ་ བཅིངས་ ནས་ མི་ གཡོ་ བའི་ སྙིང༌ པོ་ རྗེས་ སུ་ དྲན་ པར་ བྱའོ་||5

ན་ མཿ ས་ མ་ ནྟ་ བ་ ཛྲཱ་ ཎཱཾ་| ཨ་ ཙ་ ལ་ ཀཱ་ ཎ་ ཙ་ ཎྜ་ སཱ་ དྷ་ ཡ་ ཧཱུཾ་ ཕཊ་|| <mantra 7>6

7

§13.【不動尊の讃嘆】(Praise for Acala)8

[① 2v6-,② 2v4-,③ 2v6-,④ 2r10-, Ed.=p.4 l.12-]9

tato vajroṣṇīṣamudrāṃ1 śirasi nyaset2.
③3r1
dakṣi

①3r1
ṇamuṣṭau aṅguṣṭhakaṃ3 sthitakaṃ10

kuryāt4. mantraḥ5.11

namaḥ sarvabuddhabodhisattvānāṃ triśikhāgri6 namo ’stu te. saman-12

tād asamantāt7 triguṇācalāgradharme8 vidhunāhi9 kleśaduḥkhajālān1013

1 vajroṣṇīṣamudrāṃ 〛 ②③Ed.; vajroṣṇīṣamudrā①④
2 nyaset 〛 ①②Ed.; nyasyet③④
3 aṅguṣṭhakaṃ 〛 ②③④Ed.; agraṣṭhakaṃ①
4 kuryāt 〛 ②③④Ed.; kuyāt①
5 mantraḥ 〛 ③Ed.; mantra①②④
6 triśikhāgri 〛 ①②③Ed.; triśikhāgre④; triśikhogri ANa
7 samantād asamantāt 〛 em.; samantād asamantā ①③A; samantād aśesamantā ②; samantād

asamantrā④; samantāt Ed.
8 triguṇā° 〛 ①②③Ed.; griguṇā°④
9 vidhunāhi 〛 ①④Ed.; bandhunā hi A; vidhunādi②③Na; vidhvanādi N
10 °jālān 〛 ①③④Ed.; °jālan②

3 བ་ ��ར་ �་ ཨ་ ཙ་ ལ་ ཀཱ་ ཎ་ 〛 D; བ་ ��ར་ �་ མ་ ཙ་ ལ་ ཀཱ་ �་ P
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jagataḥ sarvasukhān1 dadāhi2 cāśu3 tatredaṃ trisamaye4 kuru svāhā.1

<mantra 8>2

anayā mantrī mahāyānān na parihīyate5. nirvighnasiddhiś6
④2v1
ca bhavati.3

[TibA; D164v1-, P202v5-]4

དེའི་ རྗེས་ ཐོགས་ སུ་ རྡོ་ རྗེ་ གཙུག་ ཏོར་ གྱི་ ཕྱག་ རྒྱ་ མགོལ་ དགོད་ པར་ བྱའོ་| གཡས་ པ་ ཁུ་ ཚུར་ བཅངས་ པའི་ མཐེ་5

བོང༌ བསླང༌ བར་ བྱ་ བའོ་|| སྔགས་ ནི་|6

སངས་ རྒྱས་ དང༌ བྱང༌ ཆུབ་ སེམས་ དཔའ་ རྣམས་ ཐམས་ ཅད་ ལ་ ཕྱག་ འཚལ་ ལོ་|| ཏྲི་ ཤི་ ཁཱ་ གྲི་ ན་7

མོ་ སྟུ་ སྟེ་| ས་ མ་ ནྟ་ དེ་ ས་ མ་ ནྟཱ་ གྲི་ གུ་ ད��་ ཙ་ ལཱ་ གྲ་ དྷ་ ར་ མེ་| བི་ དྷུ་ ཎཱ་ ཀླེ་ ཤ་ དུཿ ཁཱ་ ཛཱ་ ལཱ་ ན་8

ཛ་ ག་ ཏཿ ས་ རྦ་ སུ་ ཁ་ ན་ དཱ་ ཧི་ ཙ་ ཤུ་ ཏ་ ཏྲེ་ ད་ མ་ ཏྲི་ ས་ མ་ ཡེ་ ཀུ་ རུ་ སྭཱ་ ཧཱ་| <mantra 8>9

འདིས་ ནི་ སྔགས་ པ་ ཐེག་ པ་ ཆེན་ པོ་ ལས་ ཡོངས་ སུ་ ཉམས་ པར་ མི་ འགྱུར་ བ་ དང༌ བར་ ཆད་ མེད་ པར་ གྲུབ་ པར་10

ཡང༌ འགྱུར་ རོ་||11

[TibB; D61v5-, P78v2-]12

དེ་ ནས་ རྡོ་ རྗེ་ གཙུག་ ཏོར་ གྱི་ ཕྱག་ རྒྱ་ སྤྱི་ བོར་ དགོད་ པར་ བྱ་ སྟེ་| ལག་ པ་ གཡས་ པའི་ ཁུ་ ཚུར་ ལ་ མཐེ་ བོང༌13

གནས་ པར་ བྱའོ་|| སྔགས་ ནི་|14

ན་ མཿ ས་ རྦ་ བུ་ དྡྷ་ བོ་ དྷི་ ས་ ཏྭཱ་ ནཱཾ་ ཏྲི་ ཤི་ ཁཱ་ གྲི་ ན་ མེ་ སྟུ་ ཏེ་ ས་ མ་ ནྟ་| ད་ ཤཱ་ མ་ ནྟྲཱ་ གྲི་ གུ་ ཎ་15

ཨ་ ཙ་ ལོ་ གྲ་| དྷ་ རྨ་ བི་ དྷུ་ ནཱ་ ཧི་ ཀླེ་ ཤ་ དུཿ ཁ་ ཛཱ་ ལཱ་ ན་ ཛ་ ག་ ཏ་| ས་ རྦ་ སུ་ ཁཱཾ་ ད་ དཱ་ ཧི་ ཙ་ ཤུ་16

1 jagataḥ sarvasukhān 〛 Ed.①③④; om. ②
2 dadāhi 〛 ②Ed.; dadahi①③④A
3 cāśu 〛 ①②③Ed.; cāṇḍa④
4 trisamaye 〛 ①③④Ed.; trisamayaṃ②
5 mahāyānān na parihīyate 〛 Ed.; mahāmānān uparihīyate①②③④A
6 nirvighnasiddhiś 〛 ②④Ed.; nivighnasiddhiś①③

5 མགོལ་ དགོད་ པར་ བྱའོ་ 〛 D; མགོལ་ དགོད་ པར་ བྱ་ བར་ P 6 བསླང༌ བར་ 〛 D; སླང༌ བར་ P 8 ས་ མ་ ནྟ་ དེ་ 〛 D; ས་ མ་
ནྟཱ་ ད་ P 8 གྲི་ གུ་ ད��་ 〛 D; གྲི་ གུ་ ཎཱ་ P 8 དུཿ ཁཱ་ 〛 D; དུཿ ཁ་ P 9 ཏ་ ཏྲེ་ ད་ མ་ 〛 D; ཏ་ ཏྲེ་ དཾ་ P 13 མཐེ་ བོང༌ 〛
D; མཐེ་ P 14 སྔགས་ ནི་| 〛 D; om. P 15 ན་ མེ་ སྟུ་ ཏེ་ 〛 D; ན་ མོ་ སྟུ་ ཏེ་ P 15 ས་ མ་ ནྟ་ 〛 D; ས་ མ་ ནྟཱ་ P
15 གྲི་ གུ་ ཎ་ 〛 D; གྲི་ གུ་ ཎཱ་ P 16 དྷ་ རྨ་ 〛 D; དྷ་ རྨཱ་ P 16 སུ་ ཁཱཾ་ ད་ དཱ་ 〛 D; སུ་ ཁཱ་ ན་ ད་ ད་ P
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ཏྲ་ ཏྲེ་ ཡ་ མ་ ཏྲི་ ས་ མ་ ཡེ་ ཀུ་ རུ་ སྭཱ་ ཧཱ་|| <mantra 8>1

འདིས་ ནི་ སྔགས་ པ་ རྣམས་ ལ་ མི་ ཟད་ པའི་ སྲུང༌ བ་ ཆེན་ པོ་ སྟེ་| བགེགས་ མེད་ པའི་ དངོས་ གྲུབ་ ཏུ་ འགྱུར་ རོ་||2

3

§14.【守護尊たちの布置】(Placement of guardian deities)4

[① 3r2-,② 2v5-,③ 3r2-,④ 2v1-, Ed.=p.4 l.18-]5

punaś ca1 mahāṃ2 mahārakṣāṃ pañcasu sthāneṣu nyaset3. mahārakṣā bhavati. ut-6

tānam añjaliṃ kṛtvā kanyasānāmike4 karamadhye
Ed. p.5
kanyasā bahiḥsūcī īṣadavanatā57

anāmikā tasyā6 upari aṅguṣṭho nyaset. madhyamā sūcīḥ7 pūrvā tasyāḥ8 pārśvata98

tarjanyau10 kuñcayitvā tṛtīyaparve11 nyaset12. asahā nāma mahāmudrā. mantraḥ.9

namaḥ samantavajrāṇāṃ oṃ haṃ hūṃ13 sphaṭyāmahe14 hūṃ15 phaṭ16.10

<mantra 9>11

[TibA; D164v3-, P202v8-]12

1 ca 〛 ①②③Ed.; cā④
2 mahāṃ 〛 ①③④Ed.; om. ②
3 nyaset 〛 ②Ed.; nyasyat①③; nyasyet④
4 kṛtvā kanyasānāmike 〛 ①②③④Ed.; kṛtvāṅ kamanyasā A; kṛtvānāmike Na
5 bahiḥsūcī īṣadavanatā 〛 ①③; bahiḥsūcīṣadavanatā Ed.; bahiḥsūci īhādavanatā ②;

bahiḥsūcītre īṣavalatā④
6 tasyā 〛 ①②④Ed.; tasyād③
7 sūcīḥ 〛 ③④; sūcī Ed.; yūcīḥ①; om. ②ANa
8 pūrvā tasyāḥ 〛 Ed.; tasyā①; tasyāḥ③④; om. ②
9 pārśvata 〛 ④; pārśve①; pāśvita③; pārśve Ed.; pārśvita ANa; om. ②
10 tarjanyau 〛 ③④Ed.; tajanyau①; om. ②
11 tṛtīyaparve 〛 ①②③Ed.; tṛtīyaparvai④
12 nyaset 〛 Ed.; nyasyat①; nyasyet③④; om. ②
13 haṃ hūṃ 〛 ④; hūṃ hūṃ①③; haṃ Ed.; huṃ huṃ ANa; om. ②
14 sphaṭyāmahe 〛 ①; sphāṭayāmahe Ed.; phaṭ yāmahe③; sphoṭacāmahe④; om. ②
15 hūṃ 〛 Ed.①③④; om. ②; huṃ Ed.
16 bahiḥ...... phaṭ 〛 ①③④Ed.; bahiḥsūci ihāṭyāmahe hūṃ phaṭ②

1 ཏྲེ་ ཡ་ མ་ 〛 D; ཏྲེ་ ཡཾ་ P
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གཞན་ ཡང༌ ཟླ་ མེད་ པའི་ སྲུང༌ བ་ ཆེན་ པོ་ གནས་ ལྔར་ དགོད་ པར་ བྱ་ སྟེ་| སྲུང༌ བ་ ཆེན་ པོར་ འགྱུར་ རོ་|| སྲིན་ ལག་1

དང༌ མཐེའུ་ ཆུང༌ དག་ ནང༌ དུ་ བཅུག་ པའི་ སྙིམ་ པ་ བྱས་ ལ་
P203r
མཐེའུ་ ཆུང༌ གཉིས་ ཕྱིར་ བརྐྱང༌ ལ་ རྩེ་ མོ་ སྦྲད་ དེ་ སྲིན་2

ལག་ གཉིས་ བཀུག་ པ་ དེའི་ སྟེང༌ དུ་ མཐེ་ བོང༌ གཉིས་ ཅུང༌ ཟད་ མ་ རེག་ པར་ དགོད་ དོ་|| གུང༌ མོ་ གཉིས་ སྦྱར་ ནས་3

བསྒྲེང༌ བ་ དེའི་ ལོགས་ ཀྱི་ ཚིགས་ གསུམ་ བར་ མཛུབ་ མོ་ ཅུང༌ ཟད་ བཀུག་ པས་ བཀོད་ པ་ ནི་ ཟླ་ མེད་ པ་ ཞེས་ བྱ་4

བའི་ ཕྱག་ རྒྱའོ་|| སྔགས་ ནི་|5

ན་ མཿ ས་ མ་ ནྟ་ བ་ ཛྲ་ ཎཱཾ་ ༀ་ ཧཾ་ ཧཱུཾ་ ཕཊ་| ཡཱ་ ས་ ཧེ་ ཧཱུཾ་ ཕཊ་| <mantra 9>6

[TibB; D61v7-, P78v4-]7

སླར་ ཡང༌ མི་ ཚུགས་ པའི་ སྲུང༌ བ་ ཆེན་ པོ་ གནས་ ལྔ་ རྣམས་ སུ་ དགོད་ པ་ བྱས་ པས་ སྲུང༌ བ་ ཆེན་ པོར་ འགྱུར་ རོ་||8

ཐལ་ མོ་ གན་ རྐྱལ་ དུ་ བྱས་ ནས་ མཐེའུ་ ཆུང༌ དང༌ མིང༌ མེད་ ལག་ པའི་ མཐིལ་ དུ་ བྱས་ ཏེ་| མཐེའུ་ ཆུང༌ རྩེ་ མོ་ ཕྱིར་9

བྱའོ་|| མིང༌
D62r
མེད་ ཅུང༌ ཟད་ དམའ་ བར་ བྱས་ ནས་| དེའི་ སྟེང༌ དུ་ མཐེ་ བོང༌ དགོད་ པར་ བྱའོ་|| གུང༌ མོ་ དག་ རྩེ་ མོར་10

བྱས་ ཏེ་ དེའི་ ལོགས་ སུ་ མཛུབ་ མོ་ ཅུང༌ ཟད་ བཀུག་ ནས་ ཚིགས་ གསུམ་ པར་ བཀོད་ པ་ ནི་ མི་ ཚུགས་ པ་ ཞེས་ བྱ་11

བའི་ ཕྱག་ རྒྱའོ་|| སྔགས་ ནི་|12

ན་ མཿ ས་ མ་ ནྟ་ བ་ ཛྲཱ་ ཎཱཾ་ | ༀ་ ཧཾ་ ཧཱུཾ་ ཕཊ་| ཡ་ ས་ ཧེ་ ཧཱུཾ་ ཕཊ་|| <mantra 9>13

1 སྲུང༌ བ་ ཆེན་ 〛 D; བསྲུང༌ བ་ ཆེན་ P 4 ཚིགས་ གསུམ་ 〛 D; ཚིག་ གསུམ་ P 4 མཛུབ་ མོ་ 〛 D; མཛུབ་ P 6 ཧཱུཾ་ ཕཊ་ 〛
D; ཧཱུཾ་ སྤཊ་ P 8 ཚུགས་ པའི་ སྲུང༌ བ་ 〛 D; ཚུགས་ པའི་ བསྲུང༌ བ་ P 8 བྱས་ པས་ སྲུང༌ བ་ 〛 D; བྱས་ པས་ བསྲུང༌ བ་ P
9 རྐྱལ་ དུ་ 〛 D; རྒྱལ་ དུ་ P 9 བྱས་ ནས་ མཐེའུ་ 〛 D; བྱས་ མཐེ་ P 9 མཐིལ་ དུ་ བྱས་ ཏེ་ 〛 D; མཐིལ་ དུ་ བྱས་ ནས་ P
9 མཐེའུ་ ཆུང༌ གི་ 〛 D; མཐེ་ ཆུང༌ གི་ P 11 ཟད་ བཀུག་ 〛 D; ཟད་ བསྐུམ་ P 13 བ་ ཛྲཱ་ ཎཱཾ་ 〛 D; བ་ ཛྲ་ ཎཱཾ་ P 13 ཡ་
ས་ ཧེ་ 〛 D; ཡཱ་ ས་ ཧེ་ P

7. TRS 和訳

インド語で Trisamayaråjasådhanaµ （『底哩三昧耶王成就法』） 。

チベット語で『底哩三昧耶王成就法』
10
。

 
‹1.【帰敬・吉祥偈】（Salutation, Ma∆galaßlokas）

オーン。一切の仏・菩薩たちに帰命し奉る。

 一切の［福徳と智慧の二資料の］完成
11

と安楽を生み出すものであり、

 輪廻の中の悪趣
12

に苦しむ者たちにとって如意宝珠のように素晴らしい

 『吉祥・底哩三昧耶［王経］』を私は称讃する。〈verse 1〉

 先師たちによって正しく説かれた［『底哩三昧耶王経』の］成就法が

 すでに現世に存在する
13
。それにも関わらず

 ［その成就法の分量の］広大さを恐れる者たちのために

 要約を説示しよう。〈verse 2〉

‹2.【擇地
14
】（Selecting a suitable place for the practice）

実に吉祥なる『底哩三昧耶王［経］』という大タントラ王の中の大タントラにお

けるマントラマンダラ
15

あるいは色粉マンダラにおいて決められた通りに権威を

獲得した者
16

であり、それ（=『底哩三昧耶王経』）に説かれた三昧耶と禁戒
17

を守

る者であり、プールヴァセーヴァーをせんと欲する真言行者は、山や森
18

など、

あるいは洞窟の房（guhåg˚ha-）や庭園の庵（åråmalayana-）など
19

の人里離れた心

地よい場所に住しつつ
20
、まず始めに仏像の前にあるマンダラに散華をなし、恭

敬し、菩提心を発こし、一切の仏・菩薩たちに我を入れて、それ（= マンダラ）に

対する恭敬に依拠した念誦を反芻しつつ、この根本明呪を一千遍唱えるべし。

‹3.【根本明呪・金剛句】（M∑lavidyå, Vajrapa∂å）

次に、一切の諸々のマントラの十万遍の念誦がなされたのである。そして、こ
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の一切の守護などの諸々のマントラの完成がある。その場合、これが［根本］明

呪である。

一切の仏・菩薩に帰命し奉る。汚れなく、汚れを取り除き、果てしなく、

御者を伴い、一切の勝者であり、無限の状態であり、幸福を与える者た

ちは、究極的に素晴らしい最高の幸福を私に与えよ。等しく一切に与え

る者たちは、絶え間なく［私に与えよ］。〈mantra 1〉
21

その場合、これらが金剛句である
22
。

庇護者よ、無等等のものよ、一貫したものよ、間断なきものよ、法よ、 

カナ、カナ、偉大な勇者である不動尊よ、サマ、サマ、不寛容で偉大な

る力を 持つものよ、カナ、カナ、偉大なる最勝の願望を有するものよ、

ハハ、ハハ、 金剛よ、金剛の異名を持つものよ、ダラ、ダラ、フーン、フ

ーン、マンダラを等しい最勝なる願望をもって闊歩する者よ、クル、クル、

トゥル、トゥル、 実にあらゆる方法で、あらゆるものを、燃やせ、燃やせ、

最勝なるものよ、 最勝を有するものよ、フーン、パット、スヴァーハー。 

〈mantra 2〉
23

‹4.【百字真言】（Íatåk≈arah˚daya）

次に［行者は］すべての業障を消除するために一切如来の心呪である百字［真言］

をその儀則通りに八千遍唱えるべし。 ［そうすれば］正法を損なうような無間［業］

を始めとする業障が除去される。そして、これがそれ（= 百字真言）である。

三世を体現し、すべての時に絶え間なく到達する法を連ねる如来に帰命

する。アン、無等等のものよ、一貫したものよ、間断なきものよ、継承

と説示をするものよ、ハラ、ハラ、スマラ、スマラナ、欲望を霧散したも

のよ、仏法よ、サラ、サラ、等しい力を持つものよ、ハサ、ハサ、トラヤ、

トラヤ、虚空よ、偉大なる力を垂れるものよ、燃やせ、燃やせ、大海よ、

スヴァーハー。〈mantra 3〉
24

‹5.【プールヴァセーヴァー】（P∑rvasevå）

次に［行者は］自他繁栄のための成就法の支分としてこのようなプールヴァセ

ーヴァー儀礼を行うべし。その場合、まずは早朝に起きて、支配者である一切の仏・

菩薩たちに対して坐すべし
25
。次のように礼拝すべし。

果てしなき世間界に［仏］子を伴った数多の勝者たちがいる。

私は身・心・語をもって彼ら全員に対して礼拝する。〈verse 3〉

‹6.【発菩提心】（Generating Bodhicitta）

次に［行者は］菩提心を起こすべし。

 私は人々の覚醒のために完全な菩提心を生起させる。

 私は一切衆生の利益のために普賢行を行じよう。〈verse 4〉

‹7.【障礙の破壊】（Breaking Vighna）

次に［行者は］一切の障碍を破壊するために金剛印を結びつつ、効果覿面にし

て獰猛なる不動尊の心呪を三遍唱えるべし。その場合、これが金剛印である。右

手を上げて真っ直ぐにして、親指で人差し指の先端を押すべし。残り［の三本指］

は［三鈷］金剛杵の形にする。［不動尊の］マントラは、

 普く諸金剛に帰命する。トラート、効果覿面にして獰猛なる大忿怒尊よ、

 爆発せよ、フーン、動き回れ、動き回れ、フーン、トラット、ハーン、マーン。

 〈mantra 4〉
26

そして、［行者は］万字を結ぶべし（＝結跏趺坐すべし）
27
。［身体の］中心におい

てくっつけた指を内縛にして、二本の人差し指を針のように尖らせて、そして親

指の先端は少し付けた状態で保つべし。マントラは、

オーン。ハラ、ハラ、偉大な印を持つ者よ、フーン、パット、スヴァーハー。

〈mantra 5〉
28

‹8.【入我我入】（Ny∑ga-gany∑）

次に、洗面などをなし、楽な坐り方
29

で坐った［行］者は、パタ・経本・［仏］
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像などの中のいずれか一つの前で、十方にいる仏・菩薩たちに依拠して、マンダ

ラに真珠や華の散布をなして、以前の通りに偈頌をもって全身で恭敬し、菩提心

を生起し、次のように一切の仏・菩薩たちに我を入れるべし。

「私・某甲は一切の仏・菩薩たちに我を入れる。あらゆる方法であらゆる時に、

一切の仏・菩薩たちは私を摂受すべし、私を加持すべし。［一切の仏・菩薩たちは］

大悲を有する者たちと支配者たちと最勝なる悉地を与える者たちとなれかし」と。

‹9.【懺悔】（Påpadeßanå）

次に［行者は］一切の諸々の罪悪を懺悔すべし。

「私はいかなる時でも貪・瞋・癡より生じる一切の罪悪を余すこと無く懺悔する。

世に尊き仏たちが認めるように」と。

‹10.【随喜】（Anumodana）

次に［行者は］福徳を随喜すべきである。

「一切の仏・菩薩たちが三時の世間と出世間［で積んだ］福徳と智慧の［二］資糧、

それらに対して私は最勝の喜びをもって随喜する。世に尊き仏たちが認めるよう

に」と。

‹11.【印とマントラの三昧耶】（Samaya of Mudrå and Mantra）

次に結跏趺坐をした［行］者はこの三昧耶印を結ぶべし。頭部に礼拝合掌のあ

る状態が三昧耶印である。マントラは、

妙なる悉地を有し、完成した者で、最勝者で、望みのものを与える慈悲

者に帰命する。守護者よ、守護者よ
30
、すさまじい力を持つ者よ、

最勝の悉地を与える者であり大悲を持つ者に帰命する。スヴァーハー。

〈mantra 6〉
31

これによってすべての印とマントラの三昧耶が示されたのである。

‹12.【不動尊への祈願】（Pray for Acala）

次に［行者は］以前のように金剛印
32

を結びつつ、不動尊の心呪を思い起こす

べし。

普く諸金剛に帰命する。不動なる者よ、黒く獰猛な者よ、成就させよ、

フーン、パット。〈mantra 7〉
33

‹13.【不動尊の讃嘆】（Praise for Acala）

次に［行者は］金剛仏頂の印を頭部に置くべし。右拳の親指を立てた状態を作

るべし。マントラは、

一切の仏・菩薩に帰命する。最勝なる三つの尖端 （三鈷剣）を持つ者よ、

汝に帰命する。普くものであり同じもののない三徳（大悲・大定・大智）を

有し、最勝の法を持つ不動尊よ、汝は煩悩と苦の網［にかかった］者た

ちを寵愛せよ、世間のあらゆる安楽を速やかに与えよ、その時、三三昧

耶よ、汝は為せ、スヴァーハー。〈mantra 8〉
34

これ（印）をもって真言行者は大乗を捨ててはならない。そうすれば障礙なき

悉地が生じる。

‹14. 【守護尊たちの布置】（Placement of guardian deities）

さらに偉大なる大守護尊を五箇所に布置すべし。［そうすれば］大いなる守護が

生じる。広げた合掌を作り、小指と無名指を上に向けた合掌
35

をなし、小指と無

名指は手の中に［入れて］、小指は外側に針［のように尖らせて］、無名指は少し

曲げて、親指はそれ（= 無名指）の上に置くべし。前方にある中指は針［のように

尖らせて］、それ（= 中指）の側面において２本の人差し指を曲げて、第三の関節（=

現代の第一関節）に置くべし。アサハー
36

という名の偉大な印である。マントラは、

普く諸金剛に帰命する。オーン、ハン、フーン、私たちは爆発させる
37
、 

フーン、パット。〈mantra 9〉
38
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註
1 本稿では TRS と TSS およびその他の底哩三昧耶王系経軌との関係の詳細を割愛

する代わりに、本文の末尾に付録として関係図を掲載した。この図は横山 2020 p. 

95 で示したものに一部加筆修正したものである。この関係の詳細については横山

2020 を参照いただきたい。
2 『御請来目録』 （『弘法大師全集』第一輯 p. 73 l. 4） において「底哩三昧耶經一巻　

十四紙」、『三学録』 （『弘法大師全集』第一輯 p. 111 l. 3） において「底哩三昧耶經

一巻」と記されている。
3 「一底哩三昧耶經一巻 ... 右胎蔵宗經」cf. 『弘法大師全集』第一輯 p. 111. ll. 3-9.
4 この点については酒井 1983 pp. 223-225, pp. 238-241 を中心に具体的な考察がな

されている。
5 この底哩三昧耶王系経軌と不動讃との関係については、近いうちに研究成果の詳細

を公表する予定である。
6 実際には Skt で Abhayåkaragupta と書かれているわけではない。これは Tib 訳の

a bha y’a ka ra’i zhal snga nas （= アバヤーカラ御前） からの Skt 還元である。
7 Tib: tshul khrims rgyal mtshan.

8 Tib: grags pa rgyal mtshan.

9 奥山 1988 p. 97。さらに当該先行研究ではタクパ・ギェンツェン訳を含む一

連の SM の Tib 訳 （sgrub thabs rgya mtsho） の奥書に基づいて翻訳された

年月を推定している。すなわち、奥書には大阿闍梨ダルマパーララクシタ 

（Dharmapålarak≈ita） の庇護を受けて酉の年 12 月白分の 3 日に訳了したとあり、

ダルマパーララクシタの生没年から該当する年を導き出している。なお、該当する

年は２回あるが、１回目はまだダルマパーララクシタが 6 歳であったため、2 回目

の 1286 年が妥当としている。
10 TibB では SM 全体の題名としてインド語およびチベット語で Sådhanasamuccaya

と示されているのみであり、ここには本成就法の題名が示されていない。
11 ここで「完成」と訳した sampad- という語には成功や獲得といった意味もあ

る。しかし、後の ‹10 などに出てくる「福徳と智慧の［二］資料 （pu∫yajñåna-

sambhåra-） 」に対応する語であると判断し、ここでは一部の語を補った上で「完成」

と訳した。なお、TibA は phun tshogs bde ba となっており、sampad- を sukha-
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にかかる形容詞（例えば「素晴らしい安楽」など）と読んでいた可能性がある。
12 ここで「輪廻の中の悪趣」と訳した bhavadurgati- という熟語は、並列複合語 

（Dvandva） として「現世と悪趣」とも読めるが、文脈から考えて属格の格限定複

合語 （Genitive-Tatpuru≈a） として読んだ。なお、TibA は srid pa’i ngan ’gros と

属格の格限定複合語で、TibB は srid dang ngan ’gros と並列複合語でそれぞれ読

んでいる。
13 実際に TRT に関する関連儀軌は他にもいくつか存在しているが、成就法 

（sådhana-） と名の付くものの中で最も分量が多いのは本文献である。また、その

他の文献でも本成就法の広本にあたる内容を持つものは見当たらない。そのため、

この一文は本成就法を権威付けする等といった理由により、実際には存在しない広

大な分量を持つ成就法が背景にあることを示唆する意図で書かれた可能性が考えら

れる。なお、TRT の関連儀軌類に関しては、酒井 1983 pp. 225-228 に詳細が示さ

れている。
14 ここには例えば Vajrodayå （cf. 密教聖典研究会 1987 pp.291-290） に見られるよう

な土地の浄地法や作壇法が明示されている訳ではない。しかし、仏前でのマンダラ

への散華などが描かれていることから、実際には浄地法や作壇法を内包している可

能性がある。
15 マントラマンダラ（mantrama∫∂ala-）という字面からすると種子マンダラのよう

なものが想起されるが、詳細はここに説かれておらず、他の文献の中にも見当たら

ないため不明である。また TibB ではマントラ（sngag）の語が抜けており、大タ

ントラのマンダラ（rgyud chen po’i dkyil ’khor）と説かれている。この箇所は前

後の語を含めて多くの異読が確認できるため、引き続きの検証が必要である。
16 ここで「権威を獲得した者」と訳した labdhådhikåra- という語は、入マンダラおよ

び灌頂などの儀礼を済ませて成就法を行うことを許された者であると考えている。

ただし実際のところは今後も検証が必要である。
17 TibB のみ三昧耶の語の前にマントラという語が入っている（sngags pa dam 

tshig）。TibB では何らかの理由で先に述べたマントラマンダラという語の中のマン

トラの語が抜けて三昧耶の直前に入った可能性、あるいはこれが mantr¥ の訳語の

可能性もある。なお、TibA と TibB 共に三昧耶と禁戒は dang でつなぎ並列複合語

で読んでいる。

18 TibB では森ではなく僧院（dgon pa）となっている。
19 この箇所は Skt および TibA・B とも内容が合致しないため引き続き検証が必要な

箇所である。なお、『初会金剛頂経』の大マンダラ広大儀軌に依拠した儀礼書であ

る Vajrodayå では、僧院（vihåra-）や園林（åråma-）などを擇地として示している。

cf. 密教聖典研究会 1987 pp. （16-17） 。
20 vasan という語は、一見すると現在分詞のように見えるが詳細は不明である。ここ

では絶対詞のように読まなければ意味が通じず、Tib も参照して「住しつつ（TibA: 

gnas par byas la, TibB: gznas nas）」と訳している。あるいは våsam という絶対

詞の形 （cf. 『辻文法』 p.307） で校訂すべき可能性も考えられるが、以後も同じく 

a゚n という形で絶対詞のように読まなければ意味が通じない箇所が散見されるため

原形を残した。引き続き検証が必要な箇所である。
21 TRT ch. 9. D210a5に同様のマントラが見られる。しかし、『念誦法』および『秘密法』

には同様のマントラを見出せない。
22 TibB ではこの箇所も音写になっている。したがって、TibB では明呪と金剛句の区

別をせずに併せて 1 つの根本明呪と考えていた可能性がある。
23 TRT ch. 9. D210a6 に同様のマントラが見られる。しかし、『念誦法』および『秘密法』

には同様のマントラを見出せない。
24 TRT ch. 1. D181a6 および Íik≈åsamuccaya に同様のマントラが見られる。しかし、

『念誦法』および『秘密法』には同様のマントラを見出せない。
25 この箇所は異読が非常に多い箇所であり、全ての写本で別の読みを示しているため

引き続き検証が必要である。
26 TRT ch. 13. D226b1 および『念誦法』『秘密法』、Íik≈åsamuccaya に同様のマント

ラが見られる。
27 svastika- は両手を胸の前で組むことで卍のような形を作る印を指す可能性も考

えられるが、Vajråval¥ p.103（7-9-10）に説かれる pådadvayaµ sampu†¥k˚tyo-

pavißanaµ svastikam.（試訳 : 両足を組み合わせて、［相互の足の内側に］入れる

ことが万字である）という一文から、ここにおける svastika- は結跏趺坐を指す語

であると考えた。
28 現在のところ TRT には同様のマントラを見出せないが、『念誦法』 （cf. 資延 pp.54-

56「第五節 安穏印明を説く段」、pp.211-213「第七十一節　心印」） および『秘密法』
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に同様のマントラが見出せる。
29 sukhåsana- は主に胡坐を意味する語と考えるが、ここでは胡坐に限らないより広い

意味を持たせるために「楽な坐り方」と訳した。
30 『念誦法』における対応箇所の漢訳が「怛羅異怛羅異」であり、ここでは大金剛輪

陀羅尼などに見られる「守護者」を意味する語 tråyi であると考えて校訂および訳

を作成した。cf. Kuranishi 2017 p. 77.
31 TRT ch. 9. D216a3 および『念誦法』（cf. 資延 pp.51- 54「第四節　用便して洗浴の後、

礼佛懺することと三昧耶のマントラを説く段」）、『秘密法』に同様のマントラが見

られる。
32 金剛印は TRS‹7 において既出である。右手を上げて真っ直ぐにして、親指で人差

し指の先端を押し、残り［の三本指］は［三鈷］金剛杵の形にする印と考えられる。
33 現在のところ TRT および『念誦法』、『秘密法』には同様のマントラを見出せないが、

『念誦法』『秘密法』における比較的近い形のマントラを校訂テクストに示した。
34 TRT ch. 5. D207a4-5 および ch. 9. D215B2 に同様のマントラが見られるが、現在

のところ『念誦法』および『秘密法』には同様のマントラを見出せない。
35 あるいは、「［指と指の間を］拡げた合掌」を意味する可能性も考えられる。
36 無忍耐を意味する語とも考えられるが、原文の音をそのまま残した。
37 ここでは √ spha† caus 1st. pl. の Åtmanepada と考えて訳したが、この動詞は一般

的に Parasmaipada である。あるいは、印の名前がアサハー（asahå）であるので、

本来は spha†yåmahe ではなく、spha†ya-asahe という形だった可能性も考えられる。

なお、TibA は pha† yå sa he、TibB は pha† ya sa he となっている。
38 現在のところ他の文献においてこれと同じマントラは見出せないため今後の研究課

題としたい。
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『金剛頂経』和訳 ㈤

髙　橋　尚　夫

はしがき

本稿は「第四 ･ 灌頂作法」の内、［一］百八名勧請（H196~H201）と［二］図絵

曼荼羅 ･ 金剛界曼荼羅、［三］一切曼荼羅における阿闍梨の事業（H202~H209）の

部分を取り上げる。百八名勧請は百八名讃とも言われ、金剛薩埵以下、十六大菩

薩を七種の名前をもって讃歎する。都合 112 名になるはずであるが、何故か百八

名と詠われている。儀式法要における「東方讃」（金剛薩埵）と「西方讃」（金剛法

菩薩）が含まれている。百八名讃については堀内寛仁師の詳細な研究がある。こ

こでは慶喜蔵と釈友の註釈を付しておいた。釈友の註釈に基づいて一覧表にして

みると以下のようになる。百八名讃の不空訳は訳中に付しておいたので、施護訳

を挿入しておく。

［二］図絵曼荼羅と［三］阿闍梨の事業については、 慶喜蔵 の註釈を付してお

いた（釈友の註釈は割愛した）が、慶喜蔵の著作である『一切金剛出現』（SVU）に

反映されている。当然と言えば当然であるが、参考のために SVU のサンスクリッ

トと和訳を付し、【訳注】の形で付しておいた。『一切金剛出現』については現在

出版準備中であり、番号等はそれによっている。
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略号
梵文テキスト
TS　堀内寛仁 「梵蔵漢対照 初会金剛頂経の研究 梵本校訂篇」（上）（下）、密教

文化研究所、昭和 58 年（上）、昭和 49 年（下）

H　堀内本の番号。なお、堀内本にはないが、真言の所出の順に○番号を附した。

チベット訳
Tib.　Íraddhåkaravarman, Rin chen bzang po 訳 ; “De bzhin gshegs pa 

Thams cad kyi de kho na nyid bsdus pa zhes bya ba theg pa chen po’i 

mdo” 

P　北京版西蔵大蔵経、大谷大学、No.112 na 1~162

D　デルゲ版西蔵大蔵経、東北大学、No.479 na 1~142

N　ナルタン版西蔵大蔵経、大正大学、No.432 ja 213~440

漢訳
不空 　不空訳『金剛頂一切如来真実摂大乗現証大教王経』三巻、大正蔵
18、No.865

施護 　施護訳『仏説一切如来真実摂大乗現証三昧大教王経』三十巻、大正

蔵 18、No.882

金剛智 　金剛智訳『金剛頂瑜伽中略出念誦経』四巻、大正蔵 18、No.866

註釈
慶喜蔵 　Ånandagarbha ; Sarvatathågata-tattvasaµgrahamahåyånåbhisamaya-

nåma-tantravyåkhyå-tattvålokakår¥-nåma（P No.3333, D No.2510）

釈友 　Íåkyamitra ; Kosalålaµkåratattvasaµgraha†¥kå（P No.3326, D 

No.2503）

覚密 　Buddhaguhya ; Tantrårthåvatåra（P No.3324, D No.2501） 

百八名讃一覧表（釈友の註釈に基づく）・漢名は施護訳

真言の門 印の門 一切如来の門 拡散の門 大印の門 名灌頂の門 羯磨の門

薩
vajrasattva
金剛勇猛

vajra
金剛

sarvatathågata
諸如来

mahåsattva
大正士

samantabhadra
普賢性

vajrapå∫i
聖金剛手

vajrådya
金剛初

王
vajraråja
金剛王

vajrå∆kußa
金剛鉤

tathågata
諸如来

vajrågrya
金剛最上

amogharåja
不空王

vajråkar≈a
金剛鉤召

subuddhågrya
妙勝覚

愛
vajraråga
金剛敬愛

vajravå∫a
金剛箭

mahåvajra
最勝大金剛

mårakåma
魔欲

vajracåpa
金剛弓

mahåsaukhya
大妙楽
vaßaµkåra
善調伏

喜
vajrasådhu
金剛善哉

vajratu≈†i
金剛極喜

vajrågrya
最上金剛

mahårati
大楽

pråmodyaråja
歓喜王

vajrahar≈a
金剛喜

susattvågrya
妙生勝

宝
vajraratna
金剛妙宝

mahåma∫i
大摩尼

suvajrårtha
金剛豊盛

vajråkåßa
金剛虚空

åkåßagarbha
虚空蔵

vajragarbha
金剛蔵

vajrå∂hya
 堅固利

光
vajrateja
金剛妙光

vajras∑rya
金剛聖日

mahåjvåla
大熾焔

mahåteja
大照明

vajraprabha
金剛円光

jinaprabha
仏光
vajraraßmi
大金剛光

幢
vajraketu
金剛宝幢

vajradhvaja
金剛表刹

susattvårtha
善利生

mahåvajra
金剛

ratnaketu
妙宝幢相

vajraya≈†i
金剛刹

suto≈aka
妙歓喜

笑
vajrahåsa
金剛喜笑

vajrasmita
金剛笑

mahådbhuta
大希有

mahåhåsa
大適悦

pr¥tipråmodya
大喜大楽

vajrapr¥ti
金剛妙悦

vajrågrya
金剛初

法
vajradharma
金剛妙法

vajrapadma
金剛蓮華

sutattvårtha
真実理

suvajråk≈a
金剛眼

lokeßvara
観照自在

vajranetra
金剛眼

sußodhaka
妙清浄

利
vajrat¥k≈∫a
金剛利

vajrakoßa
金剛剣

vajragåµbh¥rya
金剛甚深

mahåyudha
大器仗

mañjußr¥
妙吉祥

vajrabuddhi
金剛慧

mahåyåna
大乗法

因
vajrahetu
金剛因

vajracakra
金剛妙輪

vajrottha
金剛起

mahåma∫∂a
金剛場

mahånaya
大理趣

vajrama∫∂a
金剛場

supravartana
如教善転

語
vajrabhå≈a
金剛語

vajrajåpa
金剛持誦

vajrasiddhyagra
金剛勝悉地

suvidyågra
最上妙明

avåca
無言

vajravåca
金剛語

susiddhida
善成就

業
vajrakarma
金剛事業

karmavajra
如金剛業

suvajråjña
妙教令

mahaudårya
極広大

vajråmogha
金剛不空

vajravißva
金剛巧業

susarvaga
善遍行

護
vajrarak≈a
金剛守護

vajravarma
金剛甲冑

suv¥ryågrya
最勝勤勇

mahådhairya
大精進

duryodhana
極難敵

vajrav¥rya
金剛精進

mahåd˚∂ha
大堅固

牙
vajrayak≈a
金剛薬叉

vajradaµ≈†ra
金剛利牙

mahopåya
大方便

mahåbhaya
大恐怖

mårapramardi
摧伏魔力

vajraca∫∂a
金剛暴怒

vajrogra
勝金剛

拳
vajrasandhi
妙金剛拳

vajrabandha
金剛堅固

susånnidhya
大威力

agrasamaya
勝三昧

vajramu≈†i
金剛拳

vajramu≈†i
金剛拳

pramocaka
善解脱
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第四・灌頂作法
［一］百八名勧請

H196　そのとき、世尊一切の如来たちは、再びまた、集会して、この金剛
界大曼荼羅の加持のために、また、残り無く余すこと無き有情界の救護と一
切の［有情］が利益と安楽を獲得するために、乃至、一切如来の平等性の
智と神通と現証の最上の成就のために、世尊であり、一切如来の主宰であ
り、自金剛薩埵であり、無始無終である大持金剛（mahå-vajradhara：rdo 

rje ’dzin pa chen po）
1
をこの百八名［の賛歌］をもって勧請した。

【訳注】1　「大持金剛（mahå-vajradhara：rdo rje ’dzin pa chen po）」を文字通りに

読めば、「偉大な持金剛」と言うことであろうが、 慶喜蔵 の註釈によれば、「如来の

大金剛を持することをなすので、大金剛持であるという」（de bzhin gshegs pa’i rdo 

rje chen po ’dzin par mdzad de / de’i phyir rdo rje chen po ’dzin pa la zhes smos 

so //）とある。rdo rje chen po ’dzin とあるからには、mahåvajra-dhara となり、「大

金剛を持するもの」の意となる。しかし、いずれにしろ金剛薩埵のことであり、単な

る訳語の違いに過ぎないかも知れないが、「大持金剛」と「大金剛持」の二語に訳し

分けておく。 釈友 についても同様の区別をしておく。また、ここで「自金剛薩埵」

(svavajrasattva) という特異な語が出てくる。 釈友 の注によれば「自身の菩提心」

(bdag nyid kyi byang chub kyi thugs) とある。菩提心の心が thugs という尊敬語が

使われている。単なる菩提を求める心ではなく、まさに大毘盧遮那の菩提そのもの

の心（所求菩提心）であろう。大金剛持の大金剛も大菩提心と言えるかもしれない。

追記　最近この svavajrasattva について、明解な論文が提示された。是非一覧を乞う。

大塚恵俊「『理趣広経』「大楽金剛秘密」における *svavajrasattva について」『密教学』

第 62 号、2021 年

慶喜蔵 　（D 102a4~, P 126a1~）

その他参考文献
VÍ 　Karmavajra, Gshun nu tshul khrim 訳：Vajraßikharamahåguhya-

yogatantra

 D  デルゲ版　東北目録　No.480 （台北版 No.478, Vol.17）

 P   北京版　大谷目録　 No.113, Vol.5

北村太道・タントラ仏教研究会『全訳　金剛頂大秘密瑜伽タントラ』起心書房、平

成 24 年 11 月
SVU　Ånandagarbha ; Vajradhåtumahåma∫∂alopåyikå sarvavajrodayå 

nåma

Kun dga’ snying po ; Rdo rje dbyings kyi dkyil ’khor chen po’i cho ga 

rdo rje thams cad ’byung ba zhes bya ba //

 　「金剛界大曼荼羅儀軌一切金剛出現」

Ｐ　No.3339、Ｄ　No.2516、Ｎ　No.1337

なお、SVU の番号は筆者の整理番号であるが、テキストと和訳等は仮題『一

切金剛出現の研究』として刊行の予定。

堀内寛仁「百八名讃の註釈的研究（一）」『密教文化』112 号、高野山大学、1975 II

　　　「百八名讃の註釈的研究（二）」『密教文化』113 号、高野山大学、1975 III

　　　「百八名讃の註釈的研究（三）」『密教文化』114 号、高野山大学、1975 IV

遠藤祐純 「Ånandagarbha 造『Tattvåloka』「金剛界品」金剛界大曼荼羅　和訳」

ノンブル社、2014 年 10 月

同  「Íåkyamitra 造『Kosalåla∆kåra』「金剛界品」金剛界大曼荼羅　和訳」

ノンブル社、2015 年 7 月

津田真一　『和訳　金剛頂経』東京美術、平成 7 年
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心の一切の安楽である。それを供給することが「獲得」であって、その「ため」

である。「乃至」という語によって、菩提心等より、［十］地と「六」波羅蜜多等

を摂受するのである。「一切如来の平等性」とは、一切如来の平等性、それは法性

と同じである。その「智」があることによるならば、「一切如来の平等性の智」で

ある。それこそ「神通」であり、その「現証」とは、能入して作証することである。

それこそが「最上成就」であって、その故である。それはまた、「仏性に至るまで
のため」ということを示したのである。この金剛が界（khams）と因であることに

よるならば、「金剛界」（rdo rje dbyings）であり、金剛界と言ったのは、三界より

勝れていることを観待したのである。曼荼羅でもあって大でもあるならば、「大曼
荼羅」である。四印の曼荼羅等を観待したのである。「これ［によって］」という

のは、説いてすぐである。「加持」とは、摂受であって、このように摂受した理趣

によって、真言行の理趣を長く住させること、それが「加持」であると説くのである。

「一切如来の主宰であり、自金剛薩埵（rang gi rdo rje sems dpa’）」とは、自身の菩

提心（bdag nyid kyi byang chub kyi thugs）である。そこに於いては、始めもまた

あることなく、最後に相続を分析（yongs su chad pa）する相を滅することもない

ので、「無始無終」である。（D 85a）他の持金剛たちもいるが、彼らより喜ばしき

がために、世尊普賢は大金剛持（rdo rje chen po ’dzin pa）といわれ、一切智者の

智の大金剛を持することによるならば、大金剛持である。「百八」と言うことは、所

見のみを尽くせば、それは百十二であって、ウダーナのそれぞれはまた、七つず

つの名がある。そこで、真言の門からが第一、印の門からが第二、印より一切如

来が、一切如来の門から普通の名が第三、拡散の門から名前を他につけるのが第

四、大印の門から名前をつけるのが第五、名灌頂の門から名前をつけるのが第六、作

利益の門から名前をつけるのが第七である。このように、ウダーナのそれぞれは

また、七義であり、名仮立の因であると知るべきである。「これによって」という

のは、次に説くことである。供養を先とする教えによって勧請するならば、「勧請」

である。その供養はまた、何であるかとならば、百八名である。

H197　1）金剛薩埵（vajrasattva 金剛勇）よ　偉大な薩埵（mahåsattva 大

ここに、曼荼羅に入って灌頂の方便に入るべきであると示されたる故に、「その
とき」云々と説かれる。そのとき、世尊一切如来は大持金剛（rdo rje ’dzin pa chen 

po）に対して「この百八名にて勧請した」というそこに結びつく。何のために勧

請するのかとならば、「この金剛界大曼荼羅」と説くのであって、次のように示し

たのである。「加持」というのは、阿闍梨が展転して著した儀則によって、長時に

住持したそれによって、無尽無余の有情界が説かれたように救済等の果を獲得す

るためである。「一切如来の」というのは、毘盧遮那等の平等性の智であり、法界

における所縁の心と［六］神通であって、それらの神通は説かれたように六である。

かくの如くならば、「一切如来の（D 102b）平等性による智と神通と正等菩提を現
証すること」であり、それを「最上成就」というのであって、それらのために勧

請するのである。「一切如来の主宰であり」というのは、無所縁の大悲を自体と

する普賢が「一切如来の主宰」である。なぜならば、それより以前の所引の力に

よって生じて、それらもまたその力によって入ることである（？）。それによるな

らば、世尊 ･ 一切如来の主宰といわれる。彼はまた、彼らの主宰であって、金剛

薩埵であることにより、（P 116b）そのために、「自金剛薩埵（rang gi rdo rje sems 

dpa’ 本尊金剛薩埵？）」と説かれる。彼はまた、自性からして輝くものであることに

よって、常に不二性であって、それによるならば、「無始無終」と説かれる。それ

によるならば、如来の大金剛を持するものとなり、その故に、「大金剛持（rdo rje 

chen po ’dzin pa：mahåvajra-dhara）を」と言うのである。「これによって」という

のは、次に説くことで、こころに据えて説くのである。「勧請」というのは、啓請

することである。それを示したのが、「金剛薩埵」云々である。

釈友 　（D 84b1~, P 99a5~）

「そのとき」というのは、接続詞である。四魔を征服（bcom pa）し、［六徳を］

具足したこと（dang ldan pa）によるならば、「世尊」（bcom ldan ’das）である。「一
切如来」とは、阿閦等の四化身たちと共なることである。「再びまた」というのは、超

える（’das：覚る）や否や集会をなして観待することである。「無余の世間界におけ
る［無余の有情界を］救護して、輪廻の苦しみから解脱するためと、一切を利益
することと」というのは、未来の事業の安楽となるであろう。「安楽」とは、身と
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ものであるが故に。

「普賢」とは、大印の門からである。

「金剛手」とは、名灌頂の門からである。

【訳注】1　「真言（sngags）の門」、釈友 は真言の門（sngags kyi sgo）とあり、慶喜蔵

は心呪（snying po）という。

2）　金剛王（vajraråja）よ　妙覚の最勝（subuddhågrya 妙覚）よ
金剛鉤（vajrå∆kußa）よ　如来（tathågata）よ
不空王（amogharåja）よ　金剛最勝（vajrågrya 金剛）よ　
金剛鉤召（vajråkar≈a 金剛召）よ　汝に帰命し奉る ｡

慶喜蔵 　（D 103a1~, P 116b7~）

「vajraråja」というのは、金剛王の心呪である。

「覚最勝」というのは、自身（金剛王菩薩）が一切如来を鉤召する事業の妙覚者

たちの最勝である。

「金剛鉤」というのは、自身の相の印なるものがあるが、それが「金剛鉤」である。

「如来」というのは、如実に説かれた一切如来の本性であることによって、「如来」

である。

「不空王」というのは、金剛王の身の理趣によってである。

「金剛最勝」というのについて、「金剛」とは如来たちであって、四摂事の理趣

によってそれら［如来たち］の最勝となるのである。

［金剛王］自身を、いかなる時であれ、如来たちが金剛鉤を授けて、名灌頂によ

って灌頂するその時、「金剛鉤召」というのである。

このように七名である。

釈友 （D 85a6~, P 100a5~）

「金剛王」とは、真言の門からである。

妙覚者たちの最勝であることによるならば、「妙覚最勝」であって、鉤召の義に

よって、羯磨の門からこのように名づけられる。

心）
1
よ

金剛杵（vajra 金剛）よ　一切如来（sarvatathågata 諸如来）よ　
普賢（samantabhadra）よ　金剛［種族］の筆頭（vajrådya 金剛初）よ
金剛手（vajrapå∫i）よ　汝に帰命し奉る。　（東方讃）

【訳注】1　「偉大な薩埵（mahåsattva 大心）」不空訳は「大心」とあるが、施護訳には

「大正士」とある。なお、この金剛薩埵の讃は「東方讃」といい、法要において唱えら

れている。

慶喜蔵 　（D 102b5~, P 116b3~）

「金剛薩埵」というのは、ここに「vajrasattva」という理趣で、心呪（snying 

po）と説くものである。「汝」とは、金剛薩埵という語の自性であるという定語である。

「大薩埵」というのは、法界の月輪等の拡散が「大薩埵」である。

「金剛」とは、ここでは五鈷金剛杵である。

「一切如来」というのは、一切の世間界の極微塵と等しい諸仏の理趣によるなら

ば、「一切如来」である。

金剛王等々において、最初に生起するならば、「金剛初」である。

一切如来もまた、一つになって生じたものが金剛薩埵の身であるならば、「普賢」

である。

金剛杵によって暗示された手があることによるならば、（D 103a）「金剛手」で

ある。

このようであるならば、七名である。

釈友 （D 85a5~, P 100a3~）

「金剛薩埵」というのは真言（sngags）の門
1
からである。

「大薩埵」というのは、拡散の門からである。

「金剛［杵］」というのは、印の門からである

「一切如来」とは、一切如来生起性によってである。

諸金剛の筆頭であるならば、「金剛初」であって、曼荼羅において最初に生じる
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【訳注】1　「名［灌頂の］門」mtshan ma’i sgo（相の門）とあるが、補訂した。

釈友 （D 85b2~, P 100a8~）

「金剛愛」とは、真言の門からである。

「大安楽」とは、安楽をなすことで、羯磨の門からである。

「金剛箭」とは、印の門からである。

「能伏者」というのは、これもまた羯磨の門からで、他の相続（rgyud：tantra?）

を調伏することを示すが故である。

「魔」とは、魔行の義によってであり、声聞と独覚の地によって集積した善心の

中断があるが故である。「欲」とは、欲楽の自体となるもので、欲と欲楽と愛着と

いうのは異名である。これらは一名たることであるけれども、そのはたらきから

区別がなされるために、「魔」というのは、天子魔に対しても用いられるものである。

それによるならば、「欲」という語を説いたことによって、菩提心の魔
1
であって、他

ではないと示したのである。

「大金剛」とは、拡散の門からである。

「金剛弓」とは、別名の門から名灌頂を示したのであって、何故ならば、彼を「金

剛弓なり、金剛弓なり」と金剛名灌頂によって灌頂を授けたのであるが故である。

【訳注】1　「菩提心の魔」（byang chub kyi sems kyi bdud）「魔欲」について、慶喜蔵

を加味すれば、二乗を排斥するから「魔」であり、菩提心（菩提を求める心）である

から「欲」であるとの意となろうが、「菩提心の魔」とは何であろうか。不如意である。

4）　金剛善哉（vajrasådhu 金剛善）よ　妙なる薩埵の最勝（susattvå-

grya 薩埵）よ
金剛満足（vajratu≈†i 金剛戯）よ　大歓喜（mahårati 大適）よ　
極喜王（pråmodyaråja 歓喜王）よ　金剛最勝（vajrågrya 金剛）よ  

金剛喜 （vajrahar≈a）よ　汝に帰命し奉る ｡
慶喜蔵　（D 103a7~, P 117a7~） 

「金剛鉤」とは、印の門からである。

「如来」とは、一切如来生起性によってであり、「一切」という［語］を言わな

いのは、偈頌の［韻律］によるところである。
（D 85b）「不空王」とは、大印の門からである。

「金剛最勝」とは、諸金剛の第一であることによるならば、「金剛最勝」であって、拡

散の門からである。

鉤の印によって鉤召するならば、「金剛鉤召」であって、名灌頂の門からである。

3）　金剛愛（vajraråga 金剛染）よ　大安楽（mahåsaukhya 大楽）よ
金剛箭（vajravå∫a）よ　能伏するもの（vaßaµkåra 能伏）よ
魔欲（mårakåma）よ　偉大な金剛（mahåvajra 大金剛）よ  

金剛弓（vajracåpa）よ　汝に帰命し奉る ｡
慶喜蔵 　（D 103a4~, P 117a2~） 

「vajraråga」というのは、金剛愛の心呪である。

「大安楽」というのは、安楽でもあって、大でもあることによって「大安楽」で

あって、大安楽性において、「大安楽」というのである。それはまた、「成熟しな

い安楽が大安楽と説くのである」（出典？）と説かれることによって、法無我の智

が「大安楽」である。［金剛箭］というのは、彼の相の印である。

「能伏」というのは、一切智者の智の堪任であって、如実に有情たちを調伏する

ことによるならば、「能伏」である。

「魔欲」というのは、魔でもあって、欲でもあることによるならば、「魔欲」で

あって、声聞と独覚の心を殺害することによるならば、「魔」である。自身が菩提

心の本体であることによるならば、「欲」であって、それは一名である。それによ

って、愛の身の理趣を説いたのである。

「大金剛」というのは、拡散の理趣によるものである。

「金剛弓」というのは、名［灌頂の］門
1
からであって、

このようであるならば、七［名］である。
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H198　5）金剛宝（vajraratna）よ　妙金剛の義利（suvajrårtha 金剛）よ
金剛虚空（vajråkåßa 金剛空）よ　偉大な宝（mahåma∫i 大宝）よ
虚空蔵（åkåßagarbha 空蔵）よ　金剛豊饒（vajrå∂hya 金剛豊）よ
金剛蔵（vajragarbha）よ　汝に帰命し奉る ｡

慶喜蔵 　（D 103b3~, P 117b3~）

「vajraratna」というのは、金剛宝の心呪の門からである。

［金剛義利］というのは、一切如来の灌頂そのものによるならば、最勝となるが

故に、妙金剛の義利であって、諸金剛の利益をなすことである。

「金剛虚空」というのは、金剛宝の生処であることと、虚空と等同なる光明があ

ることによるならば、「金剛虚空」である。

「大宝」というのは、金剛宝の印によって虚空に拡散することによるならば、「大
宝」である。

「虚空蔵金剛豊」
1
というのは、虚空の蔵でもあって、金剛豊でもあることによ

るならば、「虚空蔵金剛豊」といわれるのであって、虚空蔵の身は虚空蔵そのもの

であることを獲得するのである。

「金剛蔵」というのは、名灌頂の門から「金剛蔵」というのであって、

このようであるならば六名である。

【訳注】1　「虚空蔵金剛豊」は、経典では虚空蔵と金剛豊の二語にわかれるが、慶喜蔵

は一語とし、都合六名を数える。

釈友 （D 85b6~, P 100b6~）

「金剛宝」とは、真言の門からである。

「金剛」とは、如来たちである。彼らの義利であることによるならば、「金剛の義利」

であって、布施波羅蜜多を円満する因となるが故である。

金剛の如き心によって、虚空より生じるものであるが故に「金剛虚空」である。

「大宝」とは、印の門からである。

「vajrasådhu」というこの名前は、金剛善哉（喝采）の心呪の門からである。

「薩埵最勝」というのは、（D 103b） 一切如来の歓喜を生起したことによって、無

上であることによって「薩埵最勝」である。

「金剛満足」というのは、［金剛喜菩薩］自身の相の印が「金剛満足」である。

「大歓喜」というのは、歓喜の理趣によって、一切虚空に遍満することによって

である。

「極喜王金剛最勝」
1
というのは、極喜王でもあって、金剛最勝でもあることに

よって、「極喜王金剛最勝」であって、金剛善哉の身である。そのうち、「極喜」

とは意安楽である。それによって美しくて燃えるならば、「極喜王」である。自身

が「金剛」であって、仏と菩薩たちより「最勝」となることによって、「極喜王金
剛最勝」といわれる。

「金剛喜 ･ 汝」というその名前は名灌頂であって、

このようであるならば五［名］である。

【訳注】1　「極喜王金剛最勝」を、不空は「歓喜王金剛」と訳し、施護は「最上金剛歓喜王」

と訳す。いずれにしても「極喜王」と「金剛最勝」との二名にするべきであろうが、慶喜蔵

は一名とする。都合六名となるが、註釈文には五名とある。

釈友 （D 85b4~, P 100b4~）

「金剛善哉」とは、真言の門からである。

「薩埵」とは、仏と聖菩薩たちであって、それらの「最勝」とは、一切を鼓舞す

る義によってである。

「金剛満足」とは、印の門からである。

「大悦」とは、大歓喜性であって、印拡散の門からである。

「歓喜王」とは大印の門からである。

「金剛最勝」とは、一切如来の諸金剛を一自体となす義によるならば、「金剛最勝」

である。

「金剛喜」は名灌頂の門からである。
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とであるが故である。

「大威光」とは、大印の門からである。

「金剛光明」とは、名灌頂の門からである。

7）金剛幢（vajraketu）よ　妙有情利益（susattvårtha 善利）よ
金剛幢幡（vajradhvaja 金剛幡）よ　善く満足させるもの（suto≈aka

妙喜）よ 

宝幢（ratnaketu）よ　偉大な金剛（mahåvajra 大金剛）よ
金剛旗（vajraya≈†i 金剛刹）よ　汝に帰命し奉る ｡

慶喜蔵 　（D 104a2~, P 118a3~）

「vajraketu」というのは、心呪の門からである。

「妙有情利益」というのは、有情たちを満足させることによるならば、有情たち

の利益をなすことがここにあることによるならば、「妙有情利益」である。

「金剛幢幡」というのは、相の印の理趣によるならば、「金剛幢幡」といわれる。

「よく喜ばせる」というのは、金剛幢幡そのものによって、一切如来の布施波羅

蜜多において安立することによるならば、「よく喜ばせる」である。

「大金剛」というのは、金剛幢幡の印によって、一切の虚空に遍満することによ

るならば、「大金剛」である。

「宝刹」
1
というのは、菩薩の宝幢の身においてなされると説く。

「金剛刹」
2
というのは、名灌頂の門からで、

このようであるならば七名である。

【訳注】1　「宝刹」P には rin chen dbal とあり、D には rin chen dpal（宝吉祥）と

あるが、P を取る。

2　「金剛刹」P には rdo rje dbal とあり、D には rdo rje dpal（宝吉祥）とあるが、P

を取る。

釈友 （D 86a3~, P 101a2~）

（D 86a）「虚空蔵」とは、大印の門からである。

諸金剛によって、豊饒なることが「金剛豊饒」であって、一切の想いを円満す

ることの門からである。

「金剛蔵」とは、名灌頂の門からである。

6）　金剛威光（vajrateja 金剛威）よ　偉大な光炎（mahåjvåla 大炎）よ
金剛日（vajras∑rya）よ　勝者の光明（jinaprabha 仏光）よ
金剛光線（vajraraßmi 金剛光）よ　大威光（mahåteja 大威）よ  

金剛光明（vajraprabha 金剛光）よ　汝に帰命し奉る ｡
慶喜蔵　（D 103b6~, P 117b7~）

「vajrateja」というのは、心呪の門からである。

「大炎」というのは、虚空に遍満する光明があることである。

「金剛日」というのは、金剛日の印の理趣の門からである。

「勝者の光明」というのは、勝者たちの光明の輝きがそこにあることによるなら

ば、「勝者の光明」であり、虚空と平等性の智より（D 104a）生じる所の微塵の如

来を摂取することによって、その輝きを獲得するので「勝者の光明」といわれる。

「金剛光線」というのは、不壊の光明がそこにあることによるならば「金剛光線」

である。

「大威光」というのは、一切の世間界の極微塵に等しい日の増上の光明があるこ

とによるならば、「大威光」である。

「金剛光明」というのは、名灌頂の名であって、

このようであるならば七名である。

釈友 （D 86a1~, P 101a1~）

「金剛威光」とは、真言の門からである。

「広大に燃えるもの」とは、拡散の門からである。

「金剛日」とは、印の門からである。

「勝者の光明」とは、羯磨の門からである。

「金剛光線」とは、羯磨の特殊な門からであって、光線を発散する事業をなすこ
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であって、微笑の中に含まれる不可得の（D 104b）法施の金剛宣示
3
である。

「金剛悦」というのは、名灌頂によるならば、その門からそのようにいわれ、

このように七名である。

【訳注】1　「喜んで悦ぶ」を施護は「大喜大楽」とする。チベット訳は dga’ zhing rab 

dga’ とあるので表記のように訳した。

2　「金剛説示」チベット訳は rdo rje ston ［pa］とあるが、サンスクリットは

vajrågrya である。施護は「金剛初」と訳す。

3　「金剛宣示」チベット訳は rdo rje nye bar ston pa とある。

釈友 （D 86a5~, P 101a4~）

「金剛笑女」とは、真言の門からである。

「大笑」とは、拡散の門からである。

「金剛微笑」とは、印の門からである。

「大奇特」とは、希有なる義を示すものであるが故である。

「喜悦」とは、大印の門からである。

「金剛説示」
1
とは、諸金剛を説示することによるならば、「金剛説示」であって、金

剛覚悟の微笑を説示するが故である。

「金剛悦」とは、名灌頂の門からである。

【訳注】1　「金剛説示」経典は vajrågrya であるが、チベット訳は rdo rje ston である。

H199　9）金剛法（vajradharma）よ　妙真実義（sutattvårtha 善利）よ  

金剛蓮華（vajrapadma 金剛蓮）よ　善く清浄にするもの（sußodhaka

妙浄）よ
世自在（lokeßvara 世貴）よ　妙なる金剛視（suvajråk≈a 金剛眼）よ
金剛眼（vajranetra）よ　汝に帰命し奉る ｡　（西方讃）

慶喜蔵 　（D 104b1~, P 118b3~）

有情利益の最勝の因となることによるならば、「妙有情利益」である。

「金剛刹」（rdo rje dbal : vajraketu）とは、真言の門からである。

「金剛幢」とは、印の門からである。

「よく喜ばせる」とは、羯磨の門からである。

「大金剛」とは、拡散の門からである。

「宝刹」とは、大印の門からである。

「金剛刹」（rdo rje dbal : vajraya≈†i）とは、名灌頂の門からである。

8）金剛笑（vajrahåsa）よ
1
　大笑（mahåhåsa）よ  

金剛微笑（vajrasmita 金剛笑）よ　大奇特（mahådbhuta 大奇）よ
喜悦（pr¥tipråmodya 愛喜）よ　金剛最勝（vajrågrya 金剛勝）よ

2

金剛悦（vajrapr¥ti 金剛愛）よ　汝に帰命し奉る ｡

【訳注】1　「金剛笑」チベット訳には、rdo jre bzhad mo（金剛笑女）とある。慶喜蔵

は vajrahåsa とし、 釈友 には rdo jre bzhad mo（金剛笑女）とある。

2　「金剛最勝」チベット訳には、rdo rje ston （金剛説示）とある。

慶喜蔵 　（D 104a5~, P 118a7~）

「vajrahåsa」というのは、心呪の門からである。

「大笑」というのは、笑の印によって一切虚空に遍満することによるならば、「大
笑」である。

「金剛微笑」というのは、金剛笑の相の印において、そのようにいわれると説く

のである。

印そのものによって一切如来の微笑において確実に瑜伽をなすことによるなら

ば、「大奇特」であって、分別なきものたちにおいては、笑いはないが故である。

「喜んで悦ぶ」
1
というのは、有情界を喜ぶことと、喜びがどこにでもある、そ

れが「喜んで悦ぶ」であって、金剛笑の身である。

「金剛説示」
2
というのは、「金剛説示」がそこにあることによるならば、「金剛説示」
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「世自在」とは、大印の門からである。

「金剛視」とは、金剛の如き印の門からである。

「金剛眼」とは、名灌頂の門からである。

【訳注】1　「よく喜ばせるもの」チベット訳は rab tu dga’ ba とあるが、サンスクリッ

トは sußodhakaである。施護訳は「妙清浄」。これも rab tu dag paの間違いであろうか。

10）　金剛利（vajrat¥k≈∫a）よ　大乗（mahåyåna）よ  

金剛剣（vajrakoßa）よ　偉大な器杖（mahåyudha 杖器）よ
文珠（mañjußr¥ 妙吉）よ　金剛甚深（vajragåµbh¥rya 金剛深）よ  

金剛慧（vajrabuddha）よ　汝に帰命し奉る ｡
慶喜蔵 　（D 104b4~, P 118b6~）

金剛利は「vajrat¥k≈∫a」といって、心呪の門からである。

「大乗」というのは、般若と大智の本体であることによるならば、大乗そのもの

である。世尊聖妙吉祥（文殊）である。

「金剛剣」といいうのは、剣の幖幟の門からである。

「大器仗」というのは、剣をもって虚空に遍満をなすことである。

「妙吉祥」というのは、文殊童真の身あることによってである。

「金剛甚深」というのは、金剛と似た甚深なる般若がここにあることによるなら

ば、そのようにいわれる。

「金剛慧」というのは、名灌頂の門からであって、

このようであるならば七名である。

釈友 （D 86a7~, P 101a8~）

「金剛利」とは、真言の門からである。

「［大］乗」は教えをなす門からである。

「金剛剣」とは、印の門からである。

「大器仗」とは、拡散の門からである。

「妙吉祥」とは、大印の門（D 86b）からである。

金剛法は「vajradharma」という心呪の門からである。

「妙真実義」
1
とは、善妙なる真実性が真実義であって、自性からして清浄なる

義においてそのようにいわれる。

「金剛蓮華」というのは、世尊の蓮華の印においてなされる。

「妙喜をなす」
2
というのは、自性からして清浄なる法性の智によって、有情た

ちを極清浄になすならば、「妙喜をなす」である。

「世自在」というのについて、「世」とは、諸の有情世界である。「自在」とはそ

の主宰であることによるならば、金剛法の身である。

「金剛視」
3
というのは、金剛眼の印が美妙であることによって「金剛視」である。

「金剛眼汝」というのは、名灌頂の門からであって、

このようであるならば七名である。

【訳注】1　「妙真実義」sutattvårtha、D には rab dga’ de nyid don 「妙喜真実義」と

あるが、P には rab de nyid don とあり、経典も同じである。施護は「真実理」と訳す。

不空訳の「善利」は金剛幢菩薩の第二名と同じ訳語であるが、そこのサンスクリット

は susarvårtha である。

2　「妙喜をなす」サンスクリットの sußodhaka を、チベット訳は rab dga’ byed（妙

喜をなす）とする。不空は「妙浄」、施護は「妙清浄」と訳す。チベット訳は rab dag 

byed（よく清浄にする）の間違いであろうか。

3　「金剛視」チベット訳は rdo rje spyan とあり、次の「金剛眼」と同じ訳語になって

いる。

釈友 （D 86a5~, P 101a6~）

「金剛法」とは、真言の門からである。

真実最勝なるものが「妙真実義」であって、そのすべての境界である故に、菩

提心そのものを所縁とするが故である。

「金剛蓮華」とは、印の門からである。

よく喜ばせるもの
1
が、「妙喜」であり、有情たちの想いをよく清浄になすもの

であるが故である。
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「金剛甚深」とは、甚深なる法を示す義によってである。

「金剛慧」とは、名灌頂の門からである。

11）金剛因（vajrahetu）よ　偉大な道場（mahåma∫∂a 大場）よ  

金剛輪（vajracakra）よ　偉大な理趣（mahånaya 理趣）よ
善く転じるもの（supravartana 能転）よ　金剛生起（vajrottha 金
剛起）よ
金剛道場（vajrama∫∂a 金剛場）よ　汝に帰命し奉る ｡

慶喜蔵 　（D 104b6~, P 119a1~）

金剛因は「vajrahetu」というもので、心呪の門からである。

「大道場」というのは、輪の印をもって虚空に遍満をなすことである。

「金剛輪」というのは、輪の印の門からである。

「大理趣」というのは、金剛界等の大曼荼羅の理趣によって、虚空に遍満をな

すことによってである。

「善く転じる」というのは、自身（金剛因菩薩）が発心するのみで、善く転［法］

輪をなすことによるならば、（D 105a）「善く転じる」である。

「金剛より生起する」というのは、般若波羅蜜多の金剛より生じることの故で

ある。

「金剛道場」というのは、名灌頂の門からであって、

このようであるならば七名である。

釈友 （D 86b1~, P 101b2~）

「金剛因」とは、真言の門からである。

「大道場」とは、拡散の門からである。

「金剛輪」とは、印の門からである。

「大理趣」とは、真言の門を行ずることの自体によってである。

「よく転じる」とは、転［法］輪であって、羯磨の印の門からである。

「金剛より生起する」とは、金剛の如き三摩地より生じるが故である。

「金剛道場」とは、名灌頂の門からである。

12）金剛語
1
（vajrabhå≈a 金剛説）よ　妙なる明呪の最勝（suvidyågra

妙明）よ
金剛誦（vajrajåpa）よ　妙なる成就を与えるもの（susiddhida 妙成）よ
無言（avåca）よ　金剛悉地最勝（vajrasiddhyagra 金剛成）よ  

金剛言（vajravåca 金剛語）よ　汝に帰命し奉る ｡

【訳注】1　「金剛語」サンスクリットは vajrabhå≈a で、チベット訳は rdo rje gsung 

ba とある。七番目の「金剛言」（vajravåca）のチベット訳も rdo rje gsung とあり、チ

ベット訳は同じである。

慶喜蔵 　（D 105a1~, P 119a4~）

金剛語というのは、「vajrabhå≈a」であって、心呪の門からである。

「妙なる明呪の最勝」というのは、美妙なる明呪であることによるならば、「妙
明呪」であって、四無碍解を自性とする語に随順する般若である。理趣そのもの

によるならば、最勝であることによって、「妙なる明呪の最勝」である。

「金剛誦」というのは、舌の印の門からである。

「妙なる成就を与えるもの」というのは、その舌の印によって、妙なる悉地の施

与をなすことによるならば、「妙成就施与」である。

「無言金剛」
1
というのは、金剛語の身においてである。

「最勝悉地」というのは、金剛舌によって一切如来より自から悉地を獲得するこ

とによるならば、「最勝悉地」である。

「金剛語」といいうのは、名灌頂の門からであって、

このようであるならば七名である。

【訳注】1　「無言金剛」経典には、avåca vajrasiddhyagra とあり、施護訳には「無言

金剛勝悉地」とある。avåcavajra siddhyagra とも考えられる。堀内師は不空訳を「無

言金剛」と「成」とするのは均衡を失すること、次の釈友や『二巻経』に無言とある
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ことなどの理由により「無言」と「金剛成」とする。

釈友 　（D 86b2~, P 101b3~）

「金剛語」とは、真言の門からである。

「自明最勝」
1
とは、明呪と真言と心呪などを誦する義によっては最勝であるが

故である。

「金剛誦」とは、印の門からである。

「妙成就を与える」とは、美妙なる悉地を与えることをなすが故である。

「無言」とは、大印の門からである。

「金剛最勝成就」とは、最勝などを与えることをなすことによるならば、「金剛
最勝成就」

2
である。

「金剛語」とは、名灌頂の門からである。

【訳注】1　「自明最勝」サンスクリットは suvidyågra とあり、不空訳「妙明」、施護訳「最

上妙明」とある。経典の北京版ならびに釈友には rang rig mchog とあり、svavidyågra

とも考えられるが、堀内師は rang は rab の間違いとする。

2　「金剛最勝成就」D には rdo rje mchog grub pa’o とあるが、P には rdo rje が欠け

ている。

H200　13）　金剛業（vajrakarma）よ　妙金剛教令（suvajråjña 教令）よ
羯磨金剛（karmavajra 業金剛）よ　善く一切に行き亙るもの

（susarvaga 遍行）よ
金剛不空（vajråmogha）よ　大広大（mahaudårya 広）よ
金剛毘首（vajravißva 金剛巧）よ　汝に帰命し奉る ｡

慶喜蔵 　（D 105a4~, P 119a8~）

金剛業は「vajrakarma」というのであって、心呪の門からである。

「妙金剛教令」というのは、極美妙なる金剛が「妙金剛」であり、如来達である。

それら［如来たち］の「教令」とは教説のことであって、仏陀の化作と有情たち

の利益がなされるのである。それがここにあることによるならば、「妙金剛教令」

である。

「羯磨金剛」というのは、十二峯の毘首金剛［杵］の印の門からである。

「遍行」というのは、毘首金剛［杵］が虚空に遍満することである。

「金剛不空」というのは、菩薩毘首金剛の身の門からである。

「広大」というのは、無尽無余の供養によって、一切如来を供養することによる

ならば、「広大」である。

「金剛毘首」というのは、名灌頂の門からであって、

このようであるならば七名である。

釈友 　（D 86b4~, P 101b5~）

「金剛業」とは、真言の門からである。

回転する金剛
1
（十字金剛杵）は仏世尊であって、彼らの教令の如くなすならば、「金

剛教令」である。

「羯磨金剛」とは、印の門からである。

一切に行き渡ることによるならば、「遍行」であって、羯磨の門からである。

「金剛不空」とは、大印の門からである。

「広大」とは、供養の事業であって、拡散の門からである。

「金剛毘首」とは、名灌頂の門からである。

【訳注】1　「回転する金剛」チベット訳は rab tu gyur pa’i rdo rje とある。rab tu 

gyur pa は paråv˚tta、あるいは「真言転じて金剛杵となる」の意か。いずれにしても

羯磨金剛杵のことであろう。

14）　金剛護（vajrarak≈a）よ　大勇（mahådhairya）よ  

金剛甲胄（vajravarma 金剛甲）よ　大堅固（mahåd˚∂ha 大堅）よ
難敵（duryodhana）

1
よ　妙なる精進の最勝（suv¥ryågrya 妙精進）よ

金剛精進（vajrav¥rya 金剛勤）よ　汝に帰命し奉る ｡
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【訳注】1　「難敵（duryodhana）」チベット訳は、thub par dka’「堪任しがたい」とある。

慶喜蔵 　（D 105a7~, P 119b4~）

金剛護は「vajrarak≈a」であって、心呪の門からである。

「大勇」というのは、三輪清浄の事業の精進の理趣によってである。

「金剛甲冑」というのは、甲冑の印の門からである。

「大堅固」というのは、それ自身（金剛護菩薩）は推し量り難いものである（D 

105b）が故である。

「最勝精進は堪任しがたい」
1
というのは、精進の最勝であって、堪任しがたき

ものであることによるならば、「最勝精進は堪任しがたい」といい、大菩薩金剛護

の身である。

「金剛精進」というのは、名灌頂の門からであって、

このようであるならば七名である。

【訳注】1　「最勝精進は堪任しがたい」チベット訳は、brtson ’grus mchog ni thub 

par dka’ とあり、一語に読むが、経文のように二語に読むべきであろう。註釈文も七

名としている。

釈友 　（D 86b5~, P 101b7~）

「金剛護」とは、真言の門からである。

「大勇」とは、不動の義によってである。

「金剛甲冑」とは、印の門からである。

「大堅固」とは、不壊の義によってである。

妙精進によって最勝となることによるならば、「最勝精進」である。仏の精進の

本体であるが故である。

「堪任しがたい」とは、大印の門からである。

「金剛精進」とは、名灌頂の門からである。

15）　金剛薬叉（vajrayak≈a 金剛尽）よ　大方便（mahopåya 方便）よ
金剛牙（vajradaµ≈†ra）よ　大怖畏（mahåbhaya 大怖）よ
摧魔（mårapramardi）よ　金剛猛利（vajrogra 金剛峻）よ  

金剛暴怒（vajraca∫∂a 金剛忿）よ　汝に帰命し奉る ｡
慶喜蔵 　（D 105b2~, P 119b7~）

金剛薬叉は「vajrayak≈a」であって、心呪の門からである。

「大方便」というのは、三輪清浄を観察することの精進によって、一切の悪魔を

所縁としない精進が大であるが故である。

「金剛牙」というのは、牙の印の門からである。

「大怖畏」というのは、牙の印そのものによって、一切虚空界に遍満することに

よってである。

「摧魔」というのは、菩薩金剛薬叉の身においてである。

「金剛猛利」というのは、金剛牙の印によって、一切如来を恐怖せしめることに

依るならば、「金剛猛利」である。

「金剛暴怒」というのは、名灌頂の門からであって、

このようであるならば七名である。

釈友 （D 86b7~, P 102a1~）　

「金剛薬叉」とは、真言の門からである。

方便が大であることによるならば、「大方便」であって、般若とは別の大方便で

ある。

「金剛牙」とは、印の門からである。

「大怖畏」とは、拡散の門からである。

「摧魔」とは、大印の門からである。

諸金剛の（D 87a）猛利が「金剛猛利」であって、暴悪な業をなすが故である。

「金剛暴怒」とは、名灌頂の門からである。

16）金剛密合（vajrasandhi 金剛合）よ　善く集めるもの（susånnidhya

威厳）よ
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金剛縛（vajrabandha 金剛能縛）よ　解放するものよ（pramocaka 解）よ
金剛拳三昧耶最勝

1
（vajramu≈†yagrasamaya 金剛拳勝誓）よ

金剛拳（vajramu≈ti）よ　汝に帰命し奉る ｡

【訳注】1　「金剛拳三昧耶最勝」TS（H200 16））には vajramu≈†yagrasamaya とあり、不

空訳は「金剛拳勝誓」、施護訳は「金剛堅固勝三昧」とある。慶喜蔵は一語にするが、釈友

は vajramu≈†i と agrasamaya の二語にする。そうすると、次の名灌頂からの名前であ

る vajramu≈†i と二重になる。堀内師は校訂テキストでは一語にしているが、「百八名

讃の註釈的研究（三）」では、二語に読んでいる。

慶喜蔵 　（D 105b4~, P 120a2~）

金剛密合は「vajrasandhi」であって、心呪の門からである。

「善く集めるもの」というのは、総集の加持の事業をなすことによるならば、「善
く集めるもの」である。

「金剛縛」というのは、相の印の門からである。

「解放するもの」というのは、真実性の瑜伽によって、一切の障碍より解放をな

すことによるならば、「解放するもの」である。

「金剛拳三昧耶最勝」
1
というのは、大菩提薩埵金剛拳の身の門からである。

「金剛拳」というのは、名灌頂の門からであって、

ここにおいて六名である。かくの如くならば百八名となる。

【訳注】1　「金剛拳三昧耶最勝」チベット訳は、rdo rje khu thsul dam tshig mchog

とあり、一語にも、二語にも読めるが、 慶喜蔵 は一語として、都合六名であるという。

釈友 （D 87a1~, P 102a3~）　

「金剛密合」とは、真言の門からである。

「普く集めるもの」とは、一切の印を加持するものであるが故に。

「金剛縛」とは、印の門からである。
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「解放するもの」とは、疫病などを対治することであるが故に。

「金剛拳」とは、大印の門からである。

「三昧耶最勝」とは、三昧耶等の最勝となることがあるが故に。

「金剛拳」とは、名灌頂の門からである。

H201　17）　誰かあるものがこの寂静なる百八の名前（讃）を保持するなら
ば、彼は一切の最勝者たちによって、諸の金剛名灌頂をもって灌頂さ
れる。

慶喜蔵 　（D 105b6~, P 120a5~）

「保持」というのは、言葉と義の門からか、あるいは持誦と修習の門からである。

「寂静」というのは、一切の苦を滅尽する因となることによるならば、「寂静」である。

釈友 （D 87a3~, P 102a5~）

これより他［の頌］は称賛の功徳であって、涅槃を獲得することによるならば、「寂
静」である。金剛名の灌頂等がこのように説かれたことなどによって、金剛薩埵

と同様に、「一切の最勝者たちによって」というのは、如来たちであって、一切の

最勝者である彼らが、そこにおいて灌頂すると説くのである。

18）また、誰か大持金剛の諸の名前のこの功徳を、常に、歌い讃じ
るならば、彼もまた、持金剛に相似なるものとなるであろう。

慶喜蔵 　（D 105b7~, P 120a6~）

大持金剛に対して、名灌頂等が百八名あるように、（D 106a）そのようにこの成

就者もまた、如来たちによって灌頂されるであろう。「誰か」というのは、「誰であれ」

である。「功徳」というのは、功徳の因となることによるならば、「功徳」である。

「諸の名前によって」というのは、百八名である。誰に対してかとならば、大持金

剛に対してである。「常に」というのは、連続して断じないことである。「歌い讃
じるならば」というのは、息もつかずに、大持金剛に対して、彼の真実功徳を称

えんと欲するが故である。「彼もまた、持金剛に相似なるものとなるであろう」と

いうのは、持金剛と相似となることである。
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釈友 （D 87a4~, P 102a7~）

功徳の因となることによるならば、「功徳」であって、真言等の自性の一切の功

徳の因より趣入するものであることの故に、「諸々の功徳名によって」
1
である。「大

持金剛」というのは、世尊普賢である。「常に」というのは、毎日である。「音声（歌）
によって讃じること」というのは、歌を用いて讃じることである。

【訳注】1　「諸々の功徳名によって」チベット訳は yon tan ming rnams kyis とあり、経

典の訳語も同じ。しかし、サンスクリットでは、gau∫am idaµ nåmnåµ （諸の名前の

この功徳を）となっている。「功徳の名前」か、「名前の功徳」か、同義ともとれる。

19）　我々がこの百八の名前（讃）をもって称賛したもの（大持金剛）

は大乗現証の大理趣を広めたまえ。
慶喜蔵 　（D 106a3~, P 120b1~）

「大乗現証」というのは、金剛界の曼荼羅である。「大理趣もまた広めたまえ」

というのは、果を伴った菩薩の道を獲得する因となるこの曼荼羅は大理趣であっ

て、福分の有情が如実に十方に広がって囲繞したまえということである。

釈友 （D 87a5~, P 102a8~）　

大乗現証を先とすることの故に、また、曼荼羅を化作することは大乗現証の因

であることの故に、また、大乗現証の義を示すことであるが故に、また、百八名

の最初の真言は大乗現証の相であることによるならば、「大乗現証の」と説くので

ある。「大理趣」とは、真言行の理趣である。「広めたまえ」というのは、拡散を

なしたまえという義である。

20）　主よ、我々は汝に求請す。最勝の儀則を、
一切諸仏の大輪たる最上の大曼荼羅を説きたまえ。

慶喜蔵 　（D 106a4~, P 120b3~）

「一切諸仏の大輪」というのは、毘盧遮那を始めとする諸仏の集会をここにな

すことに依るならば、そのようにいわれる。「最勝の儀則を説きたまえ」というの

は、［大乗］経典の行の儀則より観待するならば、真言の理趣の儀則は最勝である

ことによって、「最勝の儀則」というのである。何故ならば、［大乗］経典におけ

る諸行は、三阿僧祇劫にわたって正等覚するものであり、秘密真言の門の行を行

ずる菩薩たちは、まさにこの世に於いて、歓喜地を得て現等覚するであろうと説

くのである。

釈友 　（D 87a7~, P 102b3~）

「主よ」というのは、一切有情の利益に趣入するために、一切如来の父となるが

故に、「主」と言うのである。供養を先とする教えが「求請」と説くことによって、正

しい（D 87b）功徳の称賛によって供養することをなして、求請することが、「主よ、汝
に」云々というのがそれである。「一切諸仏の大輪」というのは、輪は法輪でもあ

ることによって、そこに於いて特になさるべきために、「大曼荼羅」というのであ

って、「大」という語によって、一印曼荼羅等を観待することである。「最上」と

いう言葉は、他のタントラに述べられる大曼荼羅に観待することである。「最勝の
儀則」とは、一切より最勝の故であり、声聞乗は一つの儀則であり、この儀則（真

言の儀則）は、有情成熟をなすが故に、それ（声聞乗）より殊れて聖なるものであ

る。独覚乗よりは大乗の儀則は勝れていて、経部（mdo sde pa : 大乗経典）の行、そ

れらよりも真言行の理趣は非常に勝れているである。それからまた、作タントラ
（kriyåtantra）より、瑜伽タントラ（yogatantra）は甚だ勝れていることによって、「最
勝儀則」と説くのである。「最勝儀則」それはまた、何であるかとならば、「一切
諸仏の大輪」と説くことがあるからである。

［二］図絵曼荼羅・金剛界曼荼羅

H202　そのとき、尊き［大］持金剛（毘慮遮那如来）は一切の如来の求請の
言葉を聞いて、一切如来の誓願（三昧耶）より生じる金剛加持と名付ける三
摩地に入って、この金剛界と名づける大曼荼羅を説いた。

慶喜蔵 　（D 106a6~, P 120b6~）
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「一切如来の三昧耶」というのは、金剛界の大曼荼羅が「一切如来の三昧耶」

である。それを「生じる」とは、金剛より生じるのであって、それを加持するた

めに、ある三摩地にそのような名をつけて、その三摩地に入るのである。そして、金

剛界大曼荼羅を説くこと（D 106b）に、専心するのであるという意味である。

H203　1） そこで、これより私は最上の大曼荼羅を説き明かそう。
［須弥山上の］金剛界に似ている［ところから、それは］金剛界と言
われる。

慶喜蔵 　（D 106b1~, P 120b8~）

「そこで」というのは、すぐさまということである。「何故」（経文になし）という

のは、原因であって、必ずあるものが生じるのは何故か名前など［があるはずで

ある］。ある者が、金剛界大曼荼羅が如来によって須弥山頂に化作されたのを見る

福徳を持たない者であり、それ故、彼らが見ることにより、退転しない種子を生

起するために、「説き明かす」というのである。正しく分析して、善く説いて示す

ならば、「説き明かす」というのである。「大曼荼羅」というのは、金剛界大曼荼

羅は身秘密が主となるのであるけれども、心等が主となる色像の曼荼羅等ではな

いのである。そのものが最勝であるならば、「最上」である。なぜならば、当にこ

の時に、［十］地を獲得することを成就するからである。「金剛界に似ているとこ
ろから」というのは、須弥山上の金剛界曼荼羅と似ているからである。如何なる

名前かというならば、「金剛界と言われる」というのである。世尊毘盧遮那の一切

如来の身語心金剛界を暗示していることに由るならば、「金剛界と言われる」とい

うのである。

H203　2）　軌則に随って、曼荼羅の中央に入り、
大薩埵（金剛薩埵）の大印（身）を観修しつつ、また、加持して、

慶喜蔵 　（D 106b5~, P 121a6~）

「大薩埵の大印を」云々について、「立ち上がって、誇らしげに歩む」（次項の第

３偈）というまで結びつく。「軌則に随って入り」というのについて、「軌則にした

がって」とは以下である。すなわち、三昧耶［戒］と灌頂を得て、一ヶ月あるいは、六

ヶ月あるいは、一年の間、軌則の誓戒を行ずるべきである。そこにおいて亦た、第

一に個々の律儀に住して、内の自性の澡浴と外の澡浴も出来るだけなすべし。そ

こにおいて、三律儀によく住して護ることが第一の澡浴である。懺悔と勧請が第

二の［澡浴］である。解印が第三の［澡浴］である。（D 107a）水の澡浴が第四で

あり、これらと三衣の衣替えもなすべきである。そのうち、諸々の律儀に住する

ことが第一の衣である。慚と愧とが第二の衣である。清浄なる外衣が第三の［衣］

であるといわれる。

次に、頂礼等を前行として、毎日律儀の受持も六度なすべきである。

次に、罪過を離れることと、一切の印を解くことを如実になして、大瑜伽をな

すべし。

次に、胸に曼荼羅を如実に観修すべし。若しくは、大瑜伽を具足することによ

って、第一瑜伽［三摩地］と最勝曼荼羅王［三摩地］を観修して、集会し、帰命

とウダーナと自の胸に一切如来を入れて、信解もまた作し、一切如来の御胸より

諸々の菩薩を出して、それぞれの三摩地に住して、ウダーナを誦すと想うべきで

ある。

次に、吉祥金剛薩埵と一体となる瑜伽によって、一切如来より鬘の灌頂等、一

切の灌頂を受けて、彼ら一切如来を金剛鉤等によって、鉤召と引入と縛と自在を

なして、諸々の三昧耶印によって成就すべきである。

次に、法と羯磨と大印によって刻印して灌頂し、諸々の事業において安立すべ

きである。そこにおいて、最初に先ず、

【五仏】

①毘盧遮那［如来］の大印を結んで、一切の仏を一つに集めることをなせと、自

の業において安立すべきである。《四波羅蜜》同様に、［金剛］薩女と宝と法

と羯磨の金剛女は一切の部を集めた後、刻印をなせ。ということと、

②阿閦［如来］においては、一切如来の菩提心を発すことをなせ。

③宝生［如来］においては、（D 107b）布施波羅蜜多を、

④無量光［如来］においては、般若波羅蜜多を、
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⑤不空成就［如来］においては、一切如来の精進波羅蜜多を円満することをなせ。

ということと、

【十六大菩薩】

①金剛薩埵においては、一切如来の菩提心に安立することをなせ。

②金剛王においては、一切の如来を鉤召すること［をなせ］。

③愛によって、愛染をなせ。

④喜によって、善きかなといって歓喜をなせ。

⑤宝によって、灌頂をなせ。

⑥光によって、日の光によって照らすことをなせ。

⑦幢によって、布施波羅蜜多を安立せよ。

⑧笑によって、希有なる笑いを安立せよ。

⑨法によって、非常に清浄なる三摩地を安立せよ。

⑩利によって、有情の煩悩と随煩悩を断ぜよ。

⑪輪（因）によって、彼らを曼荼羅に引入せよ。

⑫語によって無戯論の法性を安立せよ。

⑬金剛業によって、無尽無余の供養によって供養せよ。

⑭護によって、他の乗り物を欲する心より保護せよ。

⑮薬叉守護（牙）は、守護によって彼らを守護せよ。

⑯拳によって、一切如来の拳を成就せよ。

ということと、

【八供養】

嬉女等において、布施（嬉）・持戒（鬘）・忍辱（歌）・精進（舞）・禅定（香）・智

慧（花）・誓願（灯）・方便（塗）の［各］波羅蜜多、それらを実行せよ。

【四摂】

①金剛鉤という菩提心の鉤によって、一切の如来を大解脱の城に鉤召せよ。

②索という菩提行の索によって引入せよ。

③鎖によって、他の乗り物を欲する心を一切如来は破壊することと、（D 108a）

般若波羅蜜多の静慮によって一切如来を縛せ。

④遍入（鈴）によって、自性光明であって、無生なるものを遍入することによっ

て、如来たちを遍入せよ。

ということと、

【賢劫千仏】弥勒等において、正法の城を守護せよ。といわれる。

あまねく一切の各自の大印を結んで、自分の事業において決定があると知るべ

きである。是の如く、最勝羯磨王を観修して、更に、金剛薩埵の瑜伽によって集

会して、百八名讃によって称讃して、如実に鉤召と引入と縛と自在とをなして、金

剛薬叉［の印言］によって障礙を除去することと、［十］方を縛（結界）すること

などをなして、金剛拳によって門を閉じる。金剛甲冑によって一切の守護を正し

く守護し、供物を捧げて、一切如来を四印によって刻印して、灌頂し、供物を先

になすことと、後の一切の資具によって正しく供養することと、嬉女等と、羯磨

曼荼羅に説かれる十六供養と、意の供養と、殊勝なる一切の供養によってもよく

供養して、四印をなして、
vajråtmako ’haµ svabhåvaßuddho ’haµ sarvasamo ’ham /

（我は金剛を自体とし、我は自性清浄であり、我はすべてに等しい）と観修し、vajra- 

sattva （金剛薩埵よ）と誦して、一切もまた我のみであると観修すべきである。

次に、百八名讃によって讃じて、同様に、よく供養して、如実に頂礼し、印を

解いて灌頂し、甲冑を着て、合掌によっても悦ばせて、vajrasattva という［心

呪］と百字［真言］もまた誦して、祈願の成就のために善根を廻向して供養を施

すのである。再びやって来るために、恭敬して去りゆくことを（D 108b）請うべ

きである。

次に、金剛護と金剛薬叉と金剛拳［の印言］によって、自身を守護して、仏塔

の事業などの所作をなすべし。このように毎日、四時の行によって明の禁戒を円

満すべきである。このように円満して、曼荼羅を描くべきである。精舎、あるい

は歓喜園、あるいは村、あるいは町の北東の方角の場所で、心に叶い、非常に平

らで、湿潤、東に傾斜すること充分で、無塩の土地の、その場所で、王は百肘か、あ

るいは五十［肘］、臣下と大臣は五十肘か、あるいは二十五［肘］、長者、あるい

は商主は二十五肘か、あるいはその半分である。成就者は十二肘か、あるいは六［肘］
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になすべきである。そのうち、まず、且く望むところの曼荼羅の土地の中央に、人

骨の粉末と毒を有するものと、常行の護摩の儀則によって、曼荼羅の障礙を除き、自

身と弟子と地主等を鎮めるところの息災護摩をなすべきである。後略
1
。

【訳注】1　「後略」以下 慶喜蔵 には「浄地と護念の儀則」（SVU132, 133）「薫習の護

摩儀軌」（SVU134）「勧請」（SVU135, 136）「虚空曼荼羅」（SVU137）「摩・吒の二眼」

（SVU138）等が説かれるが、TS には直接説かれていないので省いた。

H203　3）印に住し、まさに立ち上がって、あまねく（四方八方を）見渡し
ながら、
誇らしげに（金剛薩埵のつもりになって）歩み、金剛薩埵［の心真言

（Vajrasattva 金剛薩埵よ）］ を唱えつつ、
慶喜蔵 　（D 109b6~, P 124b5~）

「印に住し、まさに立ち上がって」というのは、大印を解かずに、薩埵跏坐より

立ち上がって、印を［結んだままで］住するならば、「印に住し」といわれる。大

印を結んだままで住するのである。「あまねく（四方八方を）見渡しながら」という

のは、北東の方角から始めて、左の方から見て、障礙を排除し、また、（D 110a）

同様に右の方から見て、［四］方と［四］辺と曼荼羅と虚空と地結と牆と網とをな

して、足裏で捉えて、地表を堅固にすることより始めて、須弥山頂まで金剛の自

性となして、金剛薩埵の大印を結び、その我慢を有する（金剛薩埵のつもりとなる）

ことによって、Vajrasattva h∑µ / と唱えて、右方から繞らして、再び、曼荼羅

の儀則に説かれた理趣によって、障礙の破壊等をなして、安住の儀則等に随って

行ずべきである。次に、晨朝の時に、その曼荼羅を三昧耶印そのものによって虚

空に安立して、墨打ちすべきである。

H203　4） 新しい、よく縒り合わされた、適量の、美しい
坪線をもって、賢者は能力に応じて、妙なる曼荼羅を墨打ちすべし。

慶喜蔵 　（D 110a3~, P 125a2~）

「新しい」というのは、他の曼荼羅に使われていないものである。「よく縒り合
わされた」というのは、香によって塗られた金などの器に置くことである。「量を
有する（tshe dang ldan pa）【経文】tshe dang mthun par（適量に）」というの

は、六肘の曼荼羅においては厚さは小指の量ほどに、曼荼羅の二倍ほどである。「美
しい抨線によって」というのは、五色によって美しい抨線によって、墨打ちすべ

きである。「賢者」というのは、曼荼羅の色と形と所作に通じている者である。「能
力に応じて」というのは、由旬の量から始めて、六肘の量、乃至、出来うる限り

の量より量って、曼荼羅の墨打ちをなすべきである。

H204　5）［その曼荼羅は］四角で、四門あり、四つの塔門によって飾られ、四
本の坪線で結ばれ、幡や華鬘によって荘厳されている。

慶喜蔵 　（D 110a5~, P 125a5~）

「四角で四門あり」というのは、東と西と北と南の縁取りによって四角になすが

故に四角である。「四門」というのは、東と南と西と北の縁の真ん中にそれぞれ門

を設けているので「四門」である。「四つの塔門によって飾られ」というのは、了

解済みである。「四の抨線で結ばれ」というのは、清浄なる二の抨線と、辺際の

二の抨線であって、それらが交わっているのが、同時になされるべき為というま

でである。（？）「幡や華鬘によって荘厳されている」というのは、幡の鬘と（D 

110b）華鬘によって飾ることである。

H204　6） すべての隅処（四隅）と門と櫓の合するところは
金剛宝によって飾られている。［そのような］外の曼荼羅を墨打ちす
べし。

慶喜蔵 　（D 110b1~, P 125a8~）

「すべての隅処（四隅）と、塔門の合するところは、金剛宝によって飾られている。
［そのような］外の曼荼羅を墨打ちすべし」というのは、四角い曼荼羅の四方の部

分に、半月が［あり］、その上に金剛宝があると、墨打ちすべきである。諸の門の

塔門が「塔門」である。それらの「合するところ」とは、二辺が合する仕方で、そ
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れらに於ても半月の上に金剛宝があると墨打ちすべきである。

H204　7） その［外の曼荼羅の］内側にある［車］輪のような宮殿に入って、
［その宮殿は］金剛線（三鈷金剛杵）によって繞らされ、八本の柱で
荘厳されている。

慶喜蔵 　（D 110b2~, P 125b2~）

「その当所（曼荼羅）の中に入って、車輪のような」というのは、その外の曼荼

羅の当所の中に入って［ということで］、車輪のような曼荼羅の場所に四隅と四門

等、説かれた如き外の曼荼羅と等しき塔門のないものを墨打ちすべきである。「金
剛線によって繞らされ」というのは、三鈷金剛杵を鬘に繞らすことである。「八柱
によって荘厳せよ」というのは、［四方の］各々の壁に懸かった金剛柱が二本づつ

ある。それ故、八柱の荘厳がなされたのである。

H204　8）［その］金剛の柱の前部は五つの月輪で装飾されている。
［その五月輪の］中央の［月］輪の真ん中に仏陀（毘慮遮那如来）の
形像を安立すべし

慶喜蔵 　（D 110b4~, P 125b4~）

「金剛柱の内方に於ても、五月輪によって荘厳す」というのは、諸々の金剛柱の

最勝であって最高の場所であることによるならば、金剛柱の最勝の場所に於てで

ある。金剛柱の最勝の場所、それらに於て、世尊毘盧遮那と阿閦と宝生と無量光

と不空成就の諸処において、日輪を五つの円に墨打ちし、さらに、各々に月輪が

五つづつある［ように］金剛彩画によって繞らして墨打ちし、「四角で四門、八柱
の荘厳をなし、金剛杵を鬘に繞らして、曼荼羅の中央に画くべし」云々について、世

尊が『金剛頂タントラ』
1
に金剛界大曼荼羅の分位をしているので、疑うべきでは

ない。

ここにまた、その曼荼羅に似ていると示したのは、［車］輪（D 111a）の如く円

形であって、「ここに円のみであると示すことが出来ないので、曼荼羅の輪である

と示すのである」（？）云々について、一般的に、曼荼羅は輪であると説くことに

よっては確実でなく、「金剛線にて繞らして」と説くことによって、亦た、これは

異なるものであると知るべきである。それはまた、

「四隅になせ、四門と四塔門によって荘厳し、（cf.H204 5） ab）

金剛線にて繞らして、大金剛宮殿を画け」
2

と説かれている。

また、抨線の儀則を明らかにすると、そこで先ず、安価な真綿を買って、乙女

が紡いだ糸を香りの好い染料である、青・黄・赤・緑・白によって染めるときは、次

の次第によって安立する。すなわち、
h∑µ tråµ hr¥˙ a˙ å という各自の種子によって、阿閦等を糸に布置して、
d¥ptad˚≈†i a∆kußa ja˙（輝く眼をもつものよ、鉤召せよ　ジャハ） /（H 370）

という［真言を］を二眼に布置して、「よく動いて燃える眼、眼の睫が鉤となり」（H 

367 2））という燃える見と、「世尊よ、大曼荼羅の墨打ちをなすために、金剛線を

私に与えたまえ」と言って、阿閦等を勧請すべきである。後略
3
。

【訳注】1　「『金剛頂タントラ』 VÍ D 171b7~179b8、北村太道 pp.87~110。

2　 VÍ D 171b5「gru bzhi pa la sgo bzhi pa / rta babs bzhis ni mdzes byas pa’i /

thig bzhi dang ni yang dag ldan / dar dang phreng pas rnam par brgyan /」が相

当するか。

3　「後略」以下 慶喜蔵 には「墨打ちの儀則」や「諸尊の布置」が説かれるが、TS に

は直接説かれていないので省いた。これらは SVU153~168 に反映されている。

H205　9） 仏陀（毘慮遮那如来）の一切の脇（四方）における曼荼羅（月輪）

の真ん中に
四人の誓願（三昧耶）の最勝なる女達（四波羅蜜）を順に描くべし。

慶喜蔵 　（D 112a6~, P 127b2~）

「［五月輪の］中央の曼荼羅の真ん中に、［毘盧遮那］仏の像を安置して」（H204 8）

cd）というのは、［仏像とは］世尊毘盧遮那であって、彼の東方の部位に金剛薩女、南

方に宝薩女、西方に法薩女、北方に羯磨薩女を画くべし。
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H205　10） また、金剛の歩みによって四種の曼荼羅（月輪）に歩み寄り、阿
閦などの四の一切諸仏を安立すべし。

慶喜蔵 　（D 112a7~, P 127b3~）

「金剛力《経典は歩み》にて行き」（H205 10）b）というのは、そこにおける金

剛力（歩）とは以下である。すなわち、「意によって絵像を持ち上げて、金剛線或
いは（D 112b）他のものでも、外に出たり内に入ったりしても越三昧耶にはなら
ない」（H866）

次に、その心呪は以下である。
oµ vajravegåkrama h∑µ （オーン　金剛歩よ　近づけ　フーン）/（H864, SVU 

169  206 ）

H205　11） 持金剛（金剛薩埵）などによって、阿閦の曼荼羅を平等に為すべし。
金剛蔵（金剛宝）などによって、宝生の曼荼羅を円満に［為すべし］。

慶喜蔵 　（D 112b1~, P 127b5~）

「阿閦の曼荼羅に於て　持金剛等を平等にす」というのは、世尊阿閦と金剛薩

埵と金剛王と金剛愛と金剛喜と共なるを画くべし。そのようであるならば、「それ
と平等となる」であって、心の本性の自性からして等しくなくはないので、平等

である。「宝生の曼荼羅に於て、金剛蔵等を円満にす」というのは、世尊宝生と金

剛宝と金剛光と金剛幢と金剛笑と共なるを画くべし。そうすれば、その曼荼羅は

金剛蔵等によって満たされるであろう。

H205　12） 金剛眼（金剛法）などによって、無量寿の曼荼羅を清浄に［為す
べし］。
不空成就の金剛毘首（金剛業）などの曼荼羅が描かれるべし。

慶喜蔵 　（D 112b3~, P 127b8~）

「無量寿の曼荼羅に於て、金剛眼等を清浄に安置す」というのは、世尊無量光

と金剛法と金剛利と金剛因と金剛語と共なるを画くべし。そうすれば、この曼荼

羅は清浄となる。すなわち、自性からして清浄なる法性の本性であるならば、そ

れは清浄である。「不空の曼荼羅に於て、十字金剛等を安置す」というのは、十字

金剛とは金剛業であって、そこにそれらがある、それが十字金剛等の曼荼羅であ

って、世尊不空成就と毘首金剛（金剛業）と金剛護と金剛牙と金剛拳と共なるを画

くべし。

H206　13）［内］輪の［四］隅処に、金剛天女達（内四供養女）を描くべし。
外の曼荼羅の［四］隅に、仏陀（毘盧遮那）の供養女達（外四供養女）

を描くべし。
慶喜蔵 　（D 112b6~, P 128a3~）　

「曼荼羅の諸隅に金剛天女等を安置す」というのは、内の曼荼羅の縁
へり

の火方（東

南隅）から始めて、嬉女と鬘女と歌女と舞女を画くべし。「外の曼荼羅の諸隅に仏
陀を供養するものたちも安置すべし」というのは、外の曼荼羅の天（諸尊）の框の

火方から始めて、繞らせて、香女と花女と灯女と塗香女を画くべし。

H206　14） 一切の門（四門）の真ん中に四人の門番（四摂）を、
外の曼荼羅の［框の］所に大薩埵達（賢劫十六尊・賢劫千仏）を安立
すべし。

慶喜蔵 　（D 112b7~, P 128a6~） 

「すべての門の中に、四人の門衛も安置すべし」というのは、「すべての」とい

う言葉によって、外と内すべての東方の門には金剛鉤、南に索、西に鎖、北に金

剛遍入を画くべきである。「外輪の框（rim phyog 列所）に於ては、大薩埵たちを

安置す」というのは、廊下（框）の内に、弥勒等、賢劫の菩薩たちを画くべし。そ

のうち、

【五仏】
1

①世尊毘盧遮那は身色白である。覚勝印（智挙印）にて五鈷金剛杵を持つ。獅子座

に於て、蓮華と月輪の上に金剛結跏座にて坐し、日の輝きを有している。絹羅

の上衣と下衣を着け、宝冠と繒綵の灌頂を受け、四面で、第一の面は東を見る。
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②〜⑤同様に、阿閦等もまた、順次例の如く、身色は、青と黄と赤と緑、象と馬

と孔雀と迦楼羅の座に、蓮華と月［輪］の上に金剛結跏座にて坐る。触地と与

願と最勝三摩地と無畏の印と、金剛杵と金剛宝と金剛蓮華と羯磨金剛杵を持つ。

日光の輪を有し、宝冠と繒綵にて灌頂を受けている。一面で毘盧遮那に面前し

ている。（一覧すれば以下）

五　仏 身　色 乗り物 印　契 持ち物

毘慮遮那如来（四面） 白 獅子 覚勝印 五鈷金剛杵
阿閦如来（一面） 青 象 触地印 金剛杵
宝生如来（一面） 黄 馬 与願印 金剛宝
阿弥陀如来（一面） 赤 孔雀 最勝三摩地印 金剛蓮華
不空成就如来（一面） 緑 迦楼羅 ［施］無畏印 羯磨金剛杵

これら五如来は vajradhåtu という五如来の共通の心呪を誦しながら、画くか

あるいは［像を］安置して、空中に位置しているものを降ろして一つにすべし。

【訳注】1　「五仏」参考までに SVU170 を挙げておく

tatra bhagavån vairocana˙ sitavar∫a˙ siµhåsane vajraparya∆kani≈anno 

bodhyagrimudrayå pañcas∑cikavajradhår¥ s∑ryaprabha˙ pa††aßå†ikå- nivasanottar¥yaß 

caturmukho ratnamaku†a-pa††åbhi≈ek¥ pradhånamukhena p∑rvånana˙ /　

evam ak≈obhyådayo ’pi gajåsane≈u vajraparya∆kani≈a∫∫å˙ s∑ryaprabhåma∫∂alå 

vairocanåbhimukhå ratnamaku†apa††åbhi≈eki∫a˙ n¥lap¥taraktaßyåmavar∫å 

yathåkrame∫a / ekamukhå˙ pañcas∑cikavajravajraratnapadmacakravißvavajradharå˙ 

svamahåmudråbhi˙ / 

207  vajradhåtu // 

iti pañcatathågatah˚dayam ud¥rayatå sthåpyå lekhyå våntarik≈åvasthitåß ca 

tathåvatåryaik¥kåryå˙ /

その〔曼荼羅〕において、世尊毘盧遮那は〔身色〕白色で、金剛結跏座で獅子座に坐し、覚

勝印（智拳印）で五鈷金剛杵を持ち、日〔輪の〕光〔背〕があり、綾絹の〔内〕衣と上衣を着し、四

面を有し、宝冠と繒綵を受職（頭頂に戴き）し、最も重要な面は東を向いている。同様に、阿

閦等の〔四仏〕も、象座等に金剛結跏座で坐し、日輪の光〔背〕があり、毘盧遮那に面前し、宝

冠と繒綵を受職し、順に青、黄、赤、黒の〔身〕色である。〔これらの四仏は〕一面であり、〔順

に〕五鈷金剛杵・金剛宝・蓮華輪・羯磨金剛杵を持ち、自らの〔眷属たる〕大印たちを伴っ

ている。〔修行者は、〕

207  金剛界よ

と、五如来の心真言を唱えつつ、虚空に布置し、あるいは描いて、虚空に留め、そのまま下

ろして〔地上の曼荼羅と〕一体化させなさい。

【四波羅蜜】
1

同様に、sattvavajri（H139）というのより、vajråveßa（H187）というまで誦して、金

剛薩女から金剛遍入（金剛鈴）まで、画くか安置して、空中に位置しているものを

降ろして、影像と倶になすべし。

①金剛薩女は蓮華と月輪の座の上に、赤い五鈷杵。金剛宝女等（D 113b）の座

も同様であると知るべし。そこに於て、

②金剛宝女は如意宝珠が突端に付いた五鈷杵にて幖幟する。

③金剛法女は十六葉の蓮華で［幖幟され］、色は白赤、八葉が下に垂れ、八葉

が上に別れている。蕾の中に五鈷杵が入っている。

④金剛業［女］は十二鈷の羯磨杵を［持つ］。五色であって、その真ん中は白、前

は青、右方は黄、後ろは赤、左は緑色をしている。

【訳注】1　「四波羅蜜」参考までに SVU171 を挙げておく

evaµ　

208  sattvavajr¥ // 

iti sattvavajr¥µ yåvad    

209  vajråveßa a˙ //

iti vajråveßam / bhagavato vairocanasyågrata˙ pañcas∑cikaµ raktavajraµsattvavajr¥ / 

dak≈i∫apårßve pañcas∑cikavajraßikhaµ cintåma∫iratnaµ

210  ratnavajr¥ // 

p˚≈†hata˙ ≈o∂aßapattraµ padmaµ sitaratktam / a≈†au pattrå∫y adho vikasitåni / 
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upari cå（40a）ntargatapañcas∑cikavajrapattrå∫i mukulitåny a≈†å caiva  

211  dharmavajr¥ //

våmato dvådaßas∑cikapañcavar∫akavißvavajram / 

212  karmavajr¥ // 

madhye ßitavar∫aµ purato n¥lam / dak≈i∫e p¥tam / p˚≈†ato raktam / våmato 

maragatavar∫am iti // 

次のように、

208  薩埵金剛女よ

と言って、薩埵金剛女を、

209  金剛よ　遍入せよ　アハ

と言って、金剛〔杵の〕遍入を〔なしなさい〕。世尊毘盧遮那の前方にある赤い五鈷金剛杵が、薩

埵金剛女である。

右脇にある先端に如意宝珠の付いた五鈷金剛杵が〔宝金剛女〕である。

210  宝金剛女よ

背後にある白赤の十六葉の蓮華が〔法金剛女〕である。八葉が下に開き、また、上に〔八

葉が開いている〕。〔葉〕間に五鈷金剛杵が蓮華のつぼみのように八つある。

211  法金剛女よ

左にある十二鈷の五色の毘首（十字形）金剛〔杵〕（羯磨杵）〔が業金剛女である〕。

212  業金剛女よ

〔その金剛杵は〕真ん中が白色で前（東方）が青、右（南）が黄、後（西）が赤、左（北）

が緑色（marakata）である。

金剛薩埵等より賢劫の菩薩に至るまでも、蓮華と月［輪］の上に薩埵結跏座に

て坐している。「金剛心等（rdo rje sems sogs ; rdo rje sems pa? 金剛薩埵
か）第一の主尊は金剛半跏座に住す」（出典未詳）と説かれている故に。

【十六大菩薩】
1
そこに於て、

①金剛薩埵は、身色白。左を金剛拳にして鈴を持ち、慢の仕草（tshul 理趣）で脇

に付ける。右手カトヴァーンガの印になし、中指にて第一の五鈷金剛杵を自分

の胸に引き上げる仕草で（誇らしげに）持すべし。

②金剛王は、黄色で、金剛鉤にて一切如来を召集せんとしている。

③金剛愛は、身色赤。箭と弓で一切如来を射る仕草をなす。

④金剛善哉は、エメラルドの色をし、二手金剛拳になし、善哉（喝采）をなす仕草

にて、一切如来に親近して住する。

⑤金剛宝は、身色黄。左の金剛拳にて宝石の鈴を掴み、慢の仕草で住する。右の

金剛拳にて如意宝珠の宝石が先端に付いた五鈷杵で幖して額の上で掴む。

⑥金剛光は、日の色を有し、右手で金剛日輪を掴み、如来たちの輝きをなす。左

手は座に凭れて坐る。

⑦金剛幢は、虚空の（D 114a）色を有し、右手に如意宝珠の［付いた］幢、左手

は座に凭れて坐る。

⑧金剛笑は、貝やレンコンのように白い。右手で二列の歯鬘の先に金剛杵がある

のを掴み、如来たちを笑いに結びつける。左手は座に凭れて坐る。

⑨金剛法｛女｝は、身色白赤、左手を脇に当て金剛蓮華を持ち、右手でその花弁

を自分の胸の処で開く。

⑩金剛利は、虚空のように青く清らかである。左手で胸の処に般若波羅蜜多経を

持つ。右［手］で剣を執り、一切如来を打つ仕草でいる。

⑪金剛因は、金色で、右手の中指の先端で八輻輪を廻している。左手は座に凭れ

て坐る。

⑫金剛語は、銅色で、右手で金剛舌を執り、諸如来と話しをして、左手は座に凭

れる仕草で坐る。

⑬金剛業は、顔は白、腰の間と二臂は藍青、残りの色は青、顔の下方から腰の間

は薄赤、二つの腿は薄黄色、残りの二つのこむら（ふくらはぎ）から足に至るま

では白である。左手の金剛拳で羯磨金剛鈴を持ち、慢の仕草で位置する。右手

の中指は羯磨金剛杵を持ち、胸の処で誇らしげに持つ。

⑭金剛護は、黄色で、両手で金剛甲冑を掴み、一切如来に甲冑を着せる仕草で坐る。

⑮金剛牙は、身色は黒。大きな腹をし、顔の牙を剥き出す。二金剛拳で顔の二辺

に二牙を持って坐る。
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⑯金剛拳は、身色黄色で、二つの三昧耶拳の中に金剛杵を持つ。三昧耶拳（D 

114b）で圧して坐る。

【訳注】1　「十六大菩薩」参考までに SVU172 を挙げておく

vajrasattvådy å sattvaparya∆kani≈a∫∫å bhadrakalpikaparyantå mahåmudrayå 

svacihnå vajrådidhåri∫a˙ prahar≈otphullalocanåß ca / sarve caite vairoca∫åbhimukhå 

dharmadhåtvålamvanajñånasvabhåvatvåd vairocanaß ca tathatåsvabhåva iti // tatra 

vajrasattvo ’k≈obhyasya purato dak≈i∫apårßve vajraråjo våme vajraråga˙ p˚≈†hata˙ 

sådhu˙ / evaµ ratnasambhavåd¥nå vajraratnådaya˙ ße≈å jñåyanta eva //

金剛薩埵を始めとして、賢劫に至るまで〔の菩薩〕は、大印をもって各々の標となし、金

剛〔杵〕等を持ち、歓喜の眼を開き、薩埵跏座（半跏座）で坐している。また、毘盧遮那は

真如を自性としており、これら一切の〔菩薩〕は、法界を所縁とする智を自性としているが

故に、毘盧遮那に面前している。阿閦の前は金剛薩埵、（37a）右は金剛王、左は金剛愛、後

は金剛喜である。このように、宝生等については金剛宝等であり、残りは準知しなさい。

【内の四供養女】

①嬉女は、身色白。二の金剛拳にて二の金剛杵を掴み、二の金剛慢の仕草にて喜

んで、左に纔かに傾く。

②鬘女は、身色黄色。宝石の鬘で如来たちを灌頂する。

③歌女は、身色薄赤。琵琶を弾じている。

④舞女は、身色金剛業の如し。三鈷金剛杵を持って、二手で舞をなして坐る。

【外の四供養女】

①香女は、身色白。金剛香炉で如来たちを満足させている。

②花女は、黄色。左手で金剛花の器を持ち、右手で花の雨を降らしている。

③灯女は、身色薄赤。火芯を持って、光明のあつまりによって供養する。

④塗香女は、舞女のように種々の色を持つ。左手に塗香の法螺貝を持ち、右手で

香雲よって如来たちを供養して坐る。

【四摂】

①金剛鉤は、身色白で、金剛鉤で如来たちを召集する。

②金剛索は、身色黄色で、金剛索によって如来たちを引入する。

③金剛鎖は、身色薄赤で、金剛鎖にて如来たちを縛る。

④金剛遍入（鈴）は、雑色を有し、右手で金剛鈴を持ち、如来たちを遍入し、左

手は座に凭れて坐る。

そこに於て、如来たちは、寂静の相を具え、一切の装飾によって飾られ、寂静

の見相と微笑を有している。

金剛薩埵等［十六大菩薩］は、歓喜によって眼を開き、慢の相と微笑を有している。

五仏の宝冠と繒綵によって灌頂を具し、一切の装飾によって飾られている。

【賢劫十六尊】
1

弥勒等は、東の部位に金剛薩埵と相似で、金剛杵を持っている。（D 115a） 

南は、金剛宝と相似で、摩尼宝珠を持つ。

西は、金剛法と相似で、金剛蓮華を持つ。

北は、金剛業と相似で、羯磨金剛杵を持つ。

特には以下である。すなわち、摩尼宝珠の宝冠と繒綵の灌頂を具している。
oµ sarvasaµskåraparißuddhe dharmåte mahånåya parivåre svåhå /

というのが賢劫［の菩薩］たちの共通の明呪である。

【訳注】1　「賢劫十六尊」参考までに SVU173「賢劫千仏」を挙げておく

båhyama∫∂alavedikåyåµ ca r∑paµ bhadrakalpikamaitreyådibodhisattva-

sahasram ålikhet paripå†yå / samabhågato dik≈u p∑rvådisu / tatra p∑rve∫a pañca- 

s∑cikavajråyudhå dak≈i∫ena vajraratnadharå˙ paßcimena vajrapadmadharå uttare∫a 

vißvavajradharå iti / athai≈åµ niveßanavidyå nåmåni ca bhavanti / 

203  oµ sarva（40b）saµskåraparißuddhadharmate mahånayaparivåre svåhå //

iti vidyå /　

外輪の框に弥勒等賢劫の千菩薩の姿を順次、東方等に等しく描きなさい。そのうち、東

方の者たちは五鈷金剛〔杵〕を持つ。南方の者たちは金剛宝を持つ。西方の者たちは金剛蓮

華を持つ。北方の者たちは毘首金剛〔杵〕を持つ。

そこで、これら布置の明呪と名称がある。

213  オーン　一切の有為の清浄なる法性よ　大理趣の眷属よ　スヴァーハー
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という明呪である。

［以下 SVU は賢劫の千仏名を挙げる］

［三］一切曼荼羅における阿闍梨の事業

H207　15） それより、三昧耶最勝印（薩埵金剛の印）を儀則通りに結んで、金
剛阿闍梨は［曼荼羅の中に］入り、印を摧いて［諸尊を］遍入せし
むべし。

慶喜蔵 　（D 115a2~, P 130b7~） 

「次に、金剛阿闍梨は」云々について、このように曼荼羅をよく建立して、外を

すべて香水によって塗って、花弁を撒いて、夕暮れ時に、vajrasattva と誦して、金

剛薩埵の三昧耶印にて華鬘を掴んで、金剛力の曼荼羅に入って、再び金剛鈴を鳴

らして、曼荼羅を七度繞って、一切の曼荼羅の残余と遺漏の過失を鎮めんがため

に見て、世尊金剛薩埵にその鬘を捧げて、金剛の舞をなし、［その鬘を再び］受け

取って、自分の頭に結ぶべきである。vajrasattva h∑µ という心呪を不断に誦す

べきである。それは亦、

「金剛鈴を振ることによって、賢者は遺漏を完全に満たす。残したものがあれ
ば、省略しても成満し、過失とはならない」（ VÍ  D 180b3 「そこに於て憂悔はないで

あろう。金剛鈴を振ることによって、儀軌の中断、或いは残してもよく、成満し、過失もな

いであろう」）と説かれている。その後で、h∑µ 字より、自身を金剛吽伽羅と想う

べきである。

【訳注】以下参考までに SVU の相当個処を挙げておく

SVU180　弟子引入〔R. 儀式（大正蔵 18.241b）〕

 sarvama∫∂alaµ cånåtiriktadoßaßåntaye nir¥k≈ya målåµ bhagavato niryåtya 

vajran˚tyaµ k˚två / ådåya svaßirasi bandhec caturh∑µkåre∫aiva /

214  oµ vajrasattva h∑µ /

215  oµ vajrasattva h∑µ /

tathå yathoktaµ 

yad ∑naµ parip∑rayet vijahyåd adhikaµ budha˙ /

åbådhayed vajragha∫†åµ sidhyate na ca du≈yate // 1 // iti //　（DP.Sk.p.256）

八隅において八香炉により樟悩、沈香、乳香、旃檀等を間断なく薫じなさい。このように

曼荼羅をよく設えて、外壇のすべてを塗香で塗って、花片を撒き、夕暮れ（初夜）に金剛薩

埵の三昧耶印によって花鬘を把り、金剛鉤〔の印に〕よって〔金剛薩埵たる弟子を〕曼荼羅

に入らしめて、

214  オーン　金剛薩埵よ　フーン

とまた唱えなさい。さらに、一切の曼荼羅の残余と欠損を償うために見回して、金剛鈴を打

ち〔鳴〕らし、曼荼羅を七度び遶って、世尊金剛薩埵に〔花〕鬘を捧げ、金剛舞をなした後、〔そ

の花鬘を〕把って自分の頭に（43b）結びなさい。

215  オーン　金剛薩埵よ　フーン

と間断なくしっかりと唱えなさい。そこで、

金剛鈴を振って、仏の欠損を満たし、

残余のものを打ち捨てれば、〔曼荼羅は〕成就し、欠損のあることはない。

// 1 //

と言われている。

「次に、中央に坐して、金剛阿闍梨は等至して、四種の金剛門を意を以っ
て開くべきである」（H857  tato madhyasthito bh∑två vajråcårya˙ samåhita˙ / 

manasodghå†ayec caiva vajradvåracatu≈†ayam //（SVU 181）

317  oµ vajrodghå†aya samaya pravißaya h∑µ //（H858, SVU［216］ R 

［100］） オーン 金剛［門］よ 開け 誓戒あるものよ 入れ フーン（開門真言）　

という［真言］と、印を有する者は、曼荼羅の一切の門を開くべきである。

【訳注】SVU181　開門の印言

tato madhye sthito bh∑två  vajråcarya˙ samåhita˙ /

manasodghå†ayec caiva vajradvåracatu≈†ayam // 1 // （H857, DP.Sk.p.256）
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216  oµ vajrodghå†aya samaya praveßaya h∑µ // （H858, DPSk.p.256）

dvivajrågryå∆gul¥ samyak saµdhåyottånato d˚∂ham /

vidhårayeta saµkruddho dvårodghå†anam uttamam // （H987, DPSk.p.256）

その後で、フーン字より〔変じて〕自身金剛吽迦羅となると想いなさい。

次に、金剛阿闍梨は〔曼荼羅の〕中央に坐して定に入り、

　四種の金剛門を意をもって開きなさい。// 1 // （H 857）

216  オーン　金剛よ〔門を〕開け　三昧耶よ　遍入せよ　フーン
1
　（H858, R100）

〔二〕金剛頭指を正しく着け、着け押して結び、

怒りを込めて引き裂くのは、開門の最勝〔印〕である。
2
// 2 // （H987）

【注】1　「オーン　金剛よ〔門を〕開け　三昧耶よ　遍入せよ　フーン」oµ vajro- 

dghå†aya samaya praveßaya h∑µ, DP Sk では oµ vajrodghå†aya samaya 

praveßaye h∑µ（p.256）とあり、スコルプスキー氏は、oµ vajra open, lead into 

the pledge huµ「オーン 金剛よ 開け 誓約に入れ オーン」と訳している。samaya も

samaye も呼格であろう。

2　「開門の最勝印」dvårodghå†anam uttamam, Skt.（a,b） dvivajrågryå∆gul¥ 

samyak saµdhåyottånato d˚∂ham / 並びに『真実摂経』のチベット訳（a,b）/ rdo 

rje’i ’dzub mos legs par ni / sbyar la bkan te bsdams nas su /（P 69b5）とも多少

の相違がある。漢「二手金剛指皆竪。次復堅固仰相合。作彼忿怒打撃相。開壇門印此最上。

（大正蔵 18, 380c）

次に、金剛薩埵の加行を具する大瑜伽をなして、如説の相を有する勝者の瓶に

金剛杵を付けた花の枝を金剛女の［印をもって］掴んで、oµ vajrasattva h∑µ /

というこの［真言を］百八度誦して、再び、vajrodaka h∑µ /（SVU182［218］）と、千八

回誦して、（D 115b）世尊金剛薩埵の面前に安置しなさい。残余の瓶などに於ては、諸

如来の百八真言を誦して、曼荼羅の外に置くべきである。その後で、満瓶には毘

盧遮那等の真言を誦して置くべきである。また、一瓶に於て、金剛薩埵の［真言］

を百八返誦して、入り口の門に面前して置く。不足の時は吉祥金剛薩埵と五如来

に瓶を捧げるべきであり、

oµ vajrasattvamu≈†i a˙ /（H564）というのは、阿閦の部の瓶に対してである。
oµ vajraratnamu≈†i tråµ /（H565）というのは、宝生の部の瓶に対してで

ある。
oµ vajradharmamu≈†i khaµ /（H566）というのは、無量光の部の瓶に対し

てである。
oµ vajrakarmamu≈†i haµ /（H567）というのは、不空成就の羯磨部の瓶に

対するもので、百八返誦して［それぞれの］部に対して捧げるべきである。同様

に満瓶にして捧げるべきである。［瓶は］十より少なくなされるべきではないと確

かに説かれているからである。

【訳注】SVU182　置瓶

tato ’∆kußådibhi˙ karmå∫i k˚två saptaratnamayaµ kalaßaµ m˚nmayaµ 

våkålam∑lam uccagr¥vaµ lambau≈†haµ mahodaraµ divyagandhodakaµ 

s a r v a r a t n a u ≈ a d h i s a r v a d h å n y a - p a r i p ∑ r ∫ aµ s a p h a l aµ s a p a l l v aµ 

sadvastråvabaddhaka∫†hakaµ k˚tarak≈aµ bahi˙ samantåd divyagandhånuliptaµ 

sragvi∫aµ vajrå∆kitam upari mahåvajrådhi≈†hitaµ krodhaterintir¥-(sattvavajr¥)

parig˚h¥tayå vajrakusumalatayå / （DPSk.p.256~258）

sarvau≈adhibhi˙ ßåliyavagodh∑matilamå≈ai˙ sarvadhånyai˙ sugandhodakasita- 

sugandhair kusumaiß ca parip∑r∫aµ samantato gandhopaliptaµ sragvinaµ 

ßr¥vajrasattvena sattvavajr¥parig˚h¥taya vajrakusumalatayå≈†ottaraßatajaptaµ /

［ 217  oµ vajrasattva h∑µ // ］

［ 218  oµ vajrodaka h∑µ // 

iti punar a≈†ottarasahasråbhimantritam k˚två / bhagavato vajrasattvasyågrata˙ 

sthåpayet praveßadvåråbhimukhaµ ca dvit¥yaµ vajrasattvenå≈†ottaraßatajaptaµ / 

tenodakenåtmånam abhi≈iñcya praveßyakåle ßi≈yaµ vajrasattvavajr¥µ badhn¥yåt / 

bandhayed vå / ßr¥vairocanåd¥nåµ tu kalaßaµ pratyekam svacihnaµ båhyama∫∂ala-

båhyata˙ ko∫e≈u te≈åµ svamantrair a≈†ottaraßatajaptaµ ? sthåpayet / te≈åm api 

båhyata˙ p∑r∫akumbha/ abhåve ßr¥vajrasattvasya pañcatathågatånåµ ca kalaßat 

p∑r∫akumbhaµ ca dattvå / sattva-ratnadharmakarmavajrå∆kaµ svakulamatrair 
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a≈†ottaraßatåbhijaptam / kalaßacatu≈†ayaµ p∑r∫akumbha-catu≈†ayaµ ca dadyåt / 

daßany∑naµ na kårayed iti vacanåt //

次に、宝石あるいは土で作った、底が黒くなく、胴が大きくて、首の長い把手の付いた瓶

を、珊瑚、金、螺貝、真珠、紅玉といったあらゆる宝石や、ブリハティ
1
、カンダカリ

2
、ハ

サ
3
、ダンドートパラ

4
、シェータアパラジタ

5
といった

6--
あらゆる薬や、米、大麦、小麦、胡

麻、豆といったあらゆる穀物や、妙香水や白い妙なる香りのする花によって満たし、〔瓶の〕

周りを塗香で塗り、花環を付け、吉祥なる金剛薩埵〔そのものである〕金剛〔杵〕の標を付け、首

を白い美しい布で縛り、美しい枝葉や果実で口を満たしなさい。その〔瓶を〕金剛薩埵の〔マ

ントラ〕を誦し、薩埵金剛女〔印〕をもってつかんだ金剛〔杵〕と花咲く蔓草をもって、百八

度び〔加持しなさい。

217 オーン　金剛薩埵よ　フーン〕
--6

さらに、

218 オーン　金剛水よ　フーン

という〔マントラを〕千八度び唱えて、世尊金剛薩埵の面前に置きなさい。また、金剛薩埵

〔のマントラ〕によって百八度び唱えた第二の〔瓶〕を遍入の門に面前〔させなさい〕。その

水をもって自身を灌頂し
7
、遍入に際し、弟子に〔対し〕金剛薩埵金剛女〔印〕

8
（遍入の印）

を結び、あるいは〔弟子に〕結ばせなさい。吉祥なる毘盧遮那〔如来〕等の瓶もそれぞれ各

尊の幖幟を〔なして〕、外輪の外の隅にそれらの各尊のマントラによって百八度び唱えて置

きなさい。それらの外側にも水差しを〔置きなさい〕。〔もし水が〕ない時は
9
、吉祥なる金

剛薩埵と五如来たちの瓶から水差しに注いで
10
、〔金剛〕薩埵と〔金剛〕宝と〔金剛〕法と〔金

剛〕業の金剛相（瓶）を各部のマントラによって百八度び唱えなさい。四つの瓶と四つの水

差しを与えなさい。十より少なくしてはならない、と言われている。

【注】1　P bri ha sti, D b˚ ha ti, b˚hat¥（Skt. 名は、矢野道雄『インド医学概論』朝

日出版社、1988 年による。）

2　P, D kaµ ∂a ka ri, ka∫†hakårikå（?）（同上）

3　P, D ha sa, 不明。

4　P, D da∫ ∂ot pa la, do∫∂otpala.（同上）

5　P ße ta a pa ra dsi ta, D ßre ta a pa rå ds¥ ta, 不明。

6--6　下記の「　」内はサンスクリット写本が発見される以前にチベット訳から翻訳し

たものであるが、そこでは本文の『その〔瓶を〕金剛薩埵の〔マントラ〕を誦し』と

いう部分が、 217 のマントラとして、独立しているので、重複するがここに記しておく。

チベット訳により本文にマントラとして組み入れた。

「〔瓶を〕あらゆる薬や、米、大麦、小麦、胡麻、豆といったあらゆる穀物や、香水

の香りや白い花の香りで満たして、香りで浸した花鬘を結び、首を白い美しい布で

縛り、香りのよい葉と果実で口を飾り、〔金剛薩埵の〕前に近づいて、閼伽水を捧げ、金

剛縛をなし、薩埵金剛女〔印〕をなして、金剛花の枝を把って、

217  オーン　金剛薩埵よ　フーン 

と百八度び唱え、」

7　「自身を灌頂し」åtmånam abhi≈iñcya, DPSk.p.258, line.9 には åtmaßi≈y- 

åbhi≈ekaµ k˚två, Tib. bdag nyid dang slob ma dbang bskur ba bya ste（自身と弟

子を灌頂し）とある。

8　「金剛薩埵金剛女［印］を」vajrasattvavajr¥µ, P rdo rje sems ma’i phyag rgya, 

D bya∆ chub sems ma’i phyag rgya. 正しくは sattvavajr¥〔mudrå〕か。

9　「〔もし水が〕ない時は」Skt. abhåve がなぜこの位置にあるか不明。Tib. によれ

ば、daßany∑naµ…の一節の冒頭に来ている。

10　「甁から水差しに注いで」kalaßåt p∑r∫akumbhaµ ca dattvå, Tib. bum pa dang / 

bum pa gang ba yang dbul bar bya ste, Tib. では共に bum pa と訳されている

kalaßa と（p∑r∫a）kumbha を瓶と水差しと訳した。Tib. では、（p∑r∫a）kumbha を「瓶

を満たすこと」としている。そうだとすれば、kalaßåt は kalaßån か。

H207　16） そこにおける、これが一切を遍入せしめる心呪である。a˙ // 

慶喜蔵 　（D 115b4~, P 131b4~）

次に、曼荼羅の尊格を意によって目の当たりに見ることを現証し、五種供養

と殊勝なる飯食によって出来うる限り供養して、自分の顔を如実に覆って、四礼

と律儀を持するまでなして、外に設置した瓶の水で自身を灌頂し、五供養を供養

し、samayas tvam と誦して、薩埵金剛女の［印を］結んで、弟子引入の儀則に

よって入って、左の忿怒拳によって薩埵金剛女［の印］を摧破して、a˙ という［心

呪］によって自身に遍入すべきである。
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【訳注】SVU183　諸軌則

tato manaså ma∫∂alaµ devatåß ca pratya（52b）k≈ån nißcitya / pu≈pådibhi˙ 

saµp∑jya catu˙pra∫åmådikap∑rvakaµ / saµvaram ådåya yathåvat sarvavajr¥µ 

baddhvå pravißet / tato vajrodakaµ yathåvat p¥tvåtmånam åveßayet / 

våmakrodhamu≈†yå dak≈i∫ahastasattvavajr¥madhyamå∆guliµ puna˙ puna˙spho†ayet / 

219  a˙kåre∫a yathåvad d˚∂h¥k˚tya tadåveßaµ yåvat / 

vajraµ tattvena saµg˚hya gha∫†åµ dharme∫a vådya ca /

samayena mahåmudråm adhi≈†håya h˚dayam japet // 1 // 

iti / p∑rvoktavidhiµ k˚två vak≈yamånagåthåpañcakenånujñåm udgatåvyåkara∫aµ 

cådåya ßr¥vajrasattvåtmamantram //

次に、意によって曼荼羅の諸天を目の当たりに観想し、花等によって供養して、初めに四礼

等を〔なしなさい〕。律儀（サンヴァラ）を受持し、正しく一切金剛女〔印〕
1
を結んで〔曼荼羅に〕

入りなさい。次に、金剛水を正しく飲んで、自身を〔曼荼羅に〕遍入させなさい。左の忿怒

拳によって、右手の薩埵金剛女〔印〕の中指を繰り返し引き裂きなさい。

219  アハ　字によって正しく堅固になして、その遍入をなし、乃至、

真実〔の象徴〕として金剛杵を把り、法〔の象徴〕として鈴を打ち鳴らし、

三昧耶（本誓）〔の象徴〕として大印を加持し、心真言を誦しなさい。// 1 //（‹128-1）

という以前に説いた儀則をなして、〔次いで〕説かれている五種の讃頌
2
によって許可と称

讃と授記とを受持し、吉祥なる金剛薩埵（44b）そのもののマントラをも〔唱えなさい〕。

【注】1　「一切金剛女〔印〕」sarvavajr¥, Tib. rdo rje sems ma（金剛女印）とは遍入の印。

2　「五種の讃頌」gåthåpañcaka, 金剛薩埵の讃（SVU91 参照）。

H208　17）次に、如実に教令を求め、また、自加持などを為して、
自分の名前（灌頂名）を発音し、［毘盧遮那より金剛鈴に至るまでの
金剛［の印契］によって［金剛界曼荼羅を］成就すべし。

慶喜蔵 　（D 115b6~, P 131b7~）

「如実に教令を求め」というのについて、そのうち、「如実」という語の意味は、以

下である。すなわち、如実に自身に遍入することと、投花と華鬘を結ぶことと、覆面

を解くことと、曼荼羅を示すことと、さらに、薩埵金剛女［の印］を結んで、自分の

胸［の処］で解くことによって遍入を集めることと、一切の灌頂（D 116a）を摂受す

ることをなして、三三昧耶を受持するために悉地の金剛誓誡を受持すべきである。

次に亦た、世尊より真言を受持し、加持と、灌頂と、自身に供養をなして、「我

は普賢金剛なり」云々を自分の灌頂名より誦すべきである。

「次に金剛を成就せよ」（H207 17）d）というのは、毘盧遮那の大印を結ん

で、毘盧遮那の住処において、vajradhåtu a / といって、如来の金剛杵を自

身であると想って、その金剛杵を vajro ’ham / と観修し、それ自身に、yathå 

sarvatathågatås tathå’ham / と観修し、毘盧遮那を自身であると観修す

べきことから、同様に金剛遍入に至るまでの大印を結んで、金剛遍入の住処

に於て、vajråveßa a˙ / という［真言］によって金剛鈴を自身であると想

い、vajraghanto ’ham / といって、鈴の相を観修して、それ自身を vajråveßo 

’ham / といって、金剛遍入に至るまで自身を観修すべし。是の如くならば、その

曼荼羅によって、「金剛を成就すること」となるであろう。その分位を相の印その

ものに於て金剛語を説いたのである。何故、このタントラに、相の印は金剛の曼

荼羅であると説くのかとならば、それは、一切の相の印に於て、金剛というのは

疑いがないからである。

【訳注】SVU184　啓請（諸尊の遍入）   

tata˙ svådhi≈†hånådikaµ k˚två “suratavajro ’ham” ity ådy anyataraµ nåmoccårya 

vairocanamahåmudråµ baddhva tatsthåne

220  vajradhåtu a˙ // iti / tathågatavajram åtmånam åveßayed   

221  vajro ’ham // tato    

222  vajradhåtur aham // iti / tadvajraµ bhåvayet / evaµ yåvadvajrå- 

veßamahåmudråµ baddhvå tatsthåne 

223  vajråveßa a˙ // iti / vajragha∫†åm åtmånam åveßayet / 

224  vajragha∫†åham // tato 

—102——103—



『金剛頂経』和訳 ㈤（髙橋）

（54） （55）

225  vajråveßo’ ham // iti tadgha∫†åµ bhåvayed evaµ vajre∫a sådhitaµ bhavati /

次に自加持等をなして、「我れは妙楽金剛なり」云々等、いずれかの〔灌頂〕名
1
を発して、毘

盧遮那の大印を結び、その座位で
2
、

220  金剛界よ　アハ

と〔唱え〕、如来の金剛〔杵〕に自身を遍入させなさい
3
。

221  我れは金剛〔杵〕なり

次に、

222  我れは金剛界〔如来〕なり

と〔唱え〕、その金剛〔界如来〕を観想しなさい。

このように、乃至、金剛遍入（金剛鈴菩薩）の大印を結び、その座位において、

223  金剛遍入よ　アハ

と〔唱え〕、金剛鈴の自身を遍入させなさい。

224  我れは金剛鈴なり

次に、

225  我れは金剛遍入〔菩薩〕なり

と〔唱え〕、その鈴〔菩薩〕を観想しなさい。このようであるならば、金剛〔某甲〕として

成就する
4
。

【注】1　「いずれかの〔灌頂〕名」anyataraµ nåma, P, N mi gang yang rung ba, D 

ming gang yang rung ba, D. を取る。灌頂名のこと。TAK（P No.3333, 132a3）参照。

2　「その座位で」tatsthåne, Tib. de’i gnas su, ここでは毘盧遮那の位置であるが、次

の金剛遍入（鈴）のところでは金剛遍入（鈴）の位置である。TAK（P 132a3）参照。

3　「如来の金剛〔杵〕に自身を遍入させなさい」tathågatavajram åtmånam 

åveßayet, TAK（P 132a4）「如来の金剛〔杵〕を自身と想い、その金剛〔杵〕を『我

れは金剛〔杵〕なり』と観想して……」。

4　「このようであるならば、金剛〔某甲〕として成就する」evaµ vajre∫a sådhitaµ 

bhavati, 以上、諸尊遍入の次第（啓請）は、まず「金剛界よ アハ」と言って毘盧遮那

の心真言を唱え、毘盧遮那の象徴である金剛杵に自身を遍入させ、「我れは金剛杵なり」

と唱え、「我れは金剛界〔如来〕なり」と自覚し、その象徴である金剛杵を観想するの

である。「乃至」（evaµ yåvat）以下、三十五尊を順次に観想し、鈴菩薩に至り、金剛

界曼荼羅が完成する。

H208　18）　それより、再び金剛阿闍梨は薩埵金剛鉤［の印］を結んで、
弾指をなしつつ、一切諸仏を集めるべし。

慶喜蔵 　（D 116a5~, P 132a8~）

「金剛［阿闍梨］は薩埵金剛鉤［の印］を結んで」云々について、以前説いた

集会の印を結んで、金剛弾指の音をなして、
oµ vajra ja˙ vajrasamåja˙ ja˙ h∑µ vaµ ho˙ / と誦して、

毘盧遮那を始めとして、賢劫に至るまでの一切諸仏を集めるべきである。

【訳注】SVU185　観仏海会     

sattvavajråµkuß¥µ baddhvå 　vajråcåryas tata˙ puna˙ /       

kurvann accha†åsaµghåtaµ 　sarvabuddhån samåjayet // 1 //  

226  oµ vajrasamåja ja˙ h∑µ vaµ ho˙ //　pravartayan /       

tata˙ ß¥ghraµ mahåmudråµ  vajrasattvasya sevayan / 

uccårayet sak˚dvåraµ  nåmå≈†aßatam uttamam // 2 // 

次に再び、金剛阿闍梨は薩埵金剛鉤〔の印〕を結んで、

弾指をなして、一切諸仏を召集しなさい。// 1 //（H 208（18））

226  オーン　金剛集会よ　ジャハ　フーン　ヴァン　ホーホ  〔と〕唱えつつ。

次いで、速やかに大印を金剛薩埵に奉じつつ、

最上の百八名讃を一度び唱えなさい。// 2 //（H 208（20））（SVU119 参照）

H208　19）　その瞬間に、一切諸仏は金剛薩埵を伴い、
曼荼羅に集会し、一切の曼荼羅を満たすであろう。

慶喜蔵（D 116a6~, P 132b1~）

「その瞬間に一切諸仏は」云々について、「一切の曼荼羅」とは、毘盧遮那等の

曼荼羅であって、彼らによってそれ（曼荼羅）が満たされるならば、そのようにい

われるのである。以上のように示して、金剛薩埵等から賢劫までの金剛界の楼閣

に（D 116b）安住せる一切諸仏を集めることをなして、金剛阿闍梨は観察した曼荼
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羅を分割して無辺の無量宮に安立し、普く囲遶せる理趣によって集めるものとな

り、衆をなすのである。というまでである。

H208　20） 次いで、速やかに持金剛（金剛薩埵）の大印（身体）を観想し、
最上の百八名［讚］を一度発音すべし。

慶喜蔵（D 116b1~, P 132b4~）

「次に金剛薩埵」云々について、集会したのち、ただちに頂礼等をなして、世

尊金剛薩埵の集会した身の秘密である大印の理趣を観修して、集会して到着した

とき、両の膝頭を地に着けて、金剛合掌を転じて呪願の仕草で胸に安置すること

と、「金剛薩埵、大薩埵」（H197 1）a）云々の百八名讃を述べるべきである。そこで、喜

ぶことになるならば、集会した如来たちを示すこととなり、不壊となるであろう。

208　21） それより、［十六大菩薩の］集会によって満足した如来達は堅固と
なり、
自ら成就せる金剛薩埵は友として安住す。

慶喜蔵 　（D 116b4~, P 132b7~）

「まさに友として安住する」というのは、友のように、成就者に対し、曼荼羅の

悉地を与えるであろう、という意味である。　

209　22）次に、一切の門（四門）において、鉤など［の印］による作業をなし、
大羯磨最勝印をもって、三昧耶［薩埵］たちを安立すべし。

慶喜蔵 　（D 116b4~, P 132b8~）

「次に」云々について、「三昧耶［薩埵］たちを安立すべし」というまでで、

次に、百八名讃にて称讃したのち、ただちに以前のように開門をなして、

金剛鉤の羯磨印によって、毘盧遮那と阿閦の部を鉤召し、東門に安置すべきで

ある。宝生の部は、南門と近くである。無量光の部は、西門と近くである。不空

成就の部は、北門と近くに安置すべきである。

金剛索の羯磨印で各々の門より、各々の場所に引入すべきである。

金剛鎖の羯磨印によって一切を縛すべきである。

金剛遍入の羯磨印によって毘盧遮那等、一切を自在になすべきである。

「最勝の大羯磨印によって、三昧耶［薩埵］たちを安置すべし」というのは、そ

れは、羯磨でもあって大でもあることによって、「大羯磨」である。法と羯磨と大

印等の業
はたらき

に於て説かれているもの、（D 117a）それが「大羯磨」である。それらに

於けるその相は最勝であり、第一である。最勝大羯磨でもあって印でもあること

によって「最勝大羯磨印」であり、『金剛頂タントラ』等に説かれているのをよく

憶念することである。そこにおいて、悉地の支分は十六であると示すことは、①

大印と、②三昧耶［印］と、③法［印］と、④羯磨印と、⑤鉤召と、⑥引入と、⑦

縛と、⑧自在になすと、⑨加持と、⑩灌頂と、⑪三摩地と、⑫供養と、⑬心呪と、⑭

印と、⑮真言と、⑯明である。これらは毘盧遮那等を各別に成就すべきために説

かれたのである。「曼荼羅の諸尊を成就することは、四印を説くことそのもので、曼

荼羅の印と云われる」と、他のタントラに説かれていることに由るならば、三昧

耶と法と羯磨と大印の理趣そのものより、毘盧遮那等の如来は超えられるべきで

はないので、それ故「諸の三昧耶」と云われるのである。

［「諸の三昧耶を安立すべきである」］の「を」という語は、摂受することで、三

昧耶と法と羯磨と大印そのものによって、彼らを安立すべきである。曼荼羅に画

かれた毘盧遮那等の身に、毘盧遮那等の智薩埵たちの、法と羯磨と大印の理趣に

安住されるべきが、「安立」である。

209　23） 三昧耶最勝印と薩埵金剛など［の印］をもって、
ジャハ　フーン　ヴァン　ホーホ　と唱えつつ、大薩埵達を成就す
べし。

慶喜蔵 　（D 117a5~, P 133b3~）

「三昧耶最勝の印と薩埵金剛等の［印］によって、
このように大薩埵を成就せよ。ja˙ h∑µ vaµ ho˙　と誦して」

というのは、毘盧遮那等の如来たちが、法と羯磨と大印によって安立されるよう

に、そのように、薩埵金剛女など、作者となるものたちも成就すべきであって、自
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ら自在になすべきである。何を唱えてとならば、「ja˙ h∑µ vaµ ho˙ と誦して」

と云われ、これによって三昧耶等の共通の四文字成就の心呪を説いたのである。

あるものたちは、ja˙ h∑µ vaµ ho˙ と称するのは、（D 117b）これら金剛鉤等

の四門衛の印の心呪であると主張している。また、これをどのように知るのかと

ならば、鉤召等の義を明らかにすることであることのためである。他のものたち

が、ja˙ h∑µ vaµ ho˙ と誦して、善巧なる儀則の意によって身中に仏性を入れ

るのである。と云うのは、ここにおいてもそうであるが、門衛たちの心呪が決定

文字であると許可するからであって、a˙ というのが遍入の心呪であることのため

と、ho というのが金剛愛の心呪であることのためである。世尊自身がこの義を説

くことをなされたのであって、

「次に、一切最勝などを画いて成就し、
三昧耶最勝［印］を結んで、また、ja˙ h∑µ vaµ ho˙ と誦す」

という。これらの義は亦た、ここに示したのみであるけれども、悉地の次第は以

下である。

鉤等によって諸の門において事業をなして、金剛夜叉［の印言］によって障礙

を除遣することと、牆と網をなして、金剛拳によって門を開き、金剛甲冑によっ

て守護し、一切の所作を護って、金剛薩埵は資具を施与し、諸々の三昧耶印によ

って毘盧遮那等を観見して、以下の次第によって成就すべきである。

そこで、世尊毘盧遮那の三昧耶印を結んで、次のように誦すべきである。
vajradhåtu d˚ßya ja˙ h∑µ vaµ ho˙ samyas tvaµ samayas tvaµ 

ahaµ vajradhåtu /

と云って、同様に金剛遍入の三昧耶印を結んで、
vajråveßa d˚ßya ja˙ h∑µ vaµ ho˙ samyas tvaµ samayas tvaµ 

ahaµ vajråveßa /

と云うまでである。

「次に法と羯磨と大印によって安立すべし」ということは、［先ず］三昧耶印で

毘盧遮那等を成就して、その次に、法と羯磨と大印によって安立すべきである。

これは何から知るかとならば、釈タントラに示されていて、『吉祥勝初』より、

「大三昧耶薩埵等（D 118a）を一切の瑜伽の理趣より三昧耶印を成就して、そ
の後で、他の印と瑜伽すべきである」

と、この義を示している。また、此のタントラ自体からも、

「金剛遍入を成じて、大印を儀則の如く結んで、その前方に、かの偉大な薩埵
を観修す。かの智薩埵を見て、自身に観修すべし。鉤召し、引入し、縛し、自在
になして成就すべきである」（H254 1）, 2）） 

と説かれているので、『勝初』のみに「三昧耶印を結んで」と説く。何故「儀則の如く」

という、その義は以下である。すなわち、金剛合掌と金剛縛を胸に破すべきである。

次に、金剛遍入の印をもって自身に遍入をなして、vajrasattva という［真言］

等を意に誦して、法無我を観修す。

次に、月輪の形を［観修す］。その［月輪の］上に第二の月輪を［観修す］。そ

れらも vajrasattva という［真言］等の音声を具することによって、金剛であり、何

処からもそれは生じるのである。他のものたちは金剛より生じる本［尊］の相を

想うべきである。

次に、相のつもりになって、金剛薩埵の瑜伽によって自身を金剛薩埵と加持す

る行によって、自身を金剛薩埵と観修すべきである。金剛王等の瑜伽は金剛薩埵

より生じる本尊の慢［と同じ］である。

次に、mahåsamayas tvaµ ahaµ という菩提心の慢を生じて、本［尊］の三

昧耶印を結んで、samayo ’haµ （H302）と云って、身と語と心の秘密の慢を生じ

て、本尊の三昧耶印そのものと、というこの［真言］によって、自らを加持して、本

尊の大印を結んで、その面前で本尊の儀則を如実に生じて、金剛鉤等の羯磨印にて、

【現智身】面前に安住せる影像に於て智（D 118b）薩埵を鉤召し、引入し、縛し、自

在になして、

【見智身】再び本尊の三昧耶印を結んで、vajrasattva d˚ßya 云々によって見

ることをなして、

【四明】三昧耶印そのものと、ja˙ h∑µ vaµ ho˙ と誦して遍入すべきである。

【成仏】次に、三昧耶印そのものと、

「samayas tvam と誦して、背後に月輪を成就して、　
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samayas tvam aham と誦し、そこに於て自身を薩埵の身と観修す」（H256 

1））

vajrasattva という本尊の心呪もまた誦すべきであると、真実を明らかにする

一切印を結ぶ儀則は、「一切印悉地共通悉地広大儀則タントラ」（H254~262「大印

成就法広大儀則」）に解かれているのである。それによるならば、三昧耶印によって

諸尊を成就して、法と羯磨と大印によって諸尊を安立すべきである。身の秘密を

大印の理趣に於て究竟じて尊と女尊等を遍入することがあり、このタントラによ

っては、さらに大印の後に堅固にすべき羯磨印はない。

【訳注】SVU186　阿闍梨の所作（H254-256 大印成就法広大儀則）（SVU120 参照）

tathaiva vajrå∆kußådibhi˙ åk˚≈yapraveßyabaddhåvaß¥k˚tya vajrayak≈e∫a 

vigh∫otsåra∫aµ pråkåraµ pañjaraµ k˚två samayavajramu≈†inå ma∫∂aladvårå∫i 

baddhvå dvyak≈arakavacena sarvarak≈å˙ saµrak≈yårghadånap∑rvikåbhi˙ 

svasamayamudråbhir d˚ßyaµ k˚två 

227  ja˙ h∑µ vaµ ho˙ // pravartayan / 

228  samayas tvaµ // 

229  samayas tvam aham // iti ca / 

svah˚dayåni mantråµß cåntre saµsådhya / dharmakarmamahåmudråbhiß 

cåmudryåbhi≈iñced mudråbhi≈ekais tathågatåd¥n bhadrakalpikaparyantån // tatra 

sattvavajråd¥nåµ svah˚dayåny eva dharmamudrå˙ / vajrasattvaratnadharmakarmå∫åµ 

karmamudrå mahåmudråß ca / vajrådyantargatå˙ str¥r∑padhåri∫yo vajrasattvådir∑påß 

ca tå iti //

“våmatathågatamu≈†im uttånåµ k˚två dak≈i∫ahastatarjanya∆gu≈†håbhyåµ 

kan¥yas¥m årabhya vikåßya saµpu†åñjaliµ kuryåt” /

iyaµ maitreyåd¥nåµ samayamudrå vidyå cai≈åµ p∑rvoktå / tåm eva vidyåµ 

te≈åµ jihvåsu nyased iyaµ te≈åµ dharmamudrå // a˙kårena svah˚di vißvavajraµ 

ni≈pådya te≈åµ lekhyånusårato mahåmudråµ baddhvå karmamudrå bhavanti / svah˚di 

pañcas∑cikaµ vajraµ vicintya lekhyånusårata eva te≈åµ mahåmudrå bandhan¥yå˙ / 

saivaµ ca vidyå såmånyeti//

同様に、金剛鉤等の〔印〕によって鉤召と引入と縛と自在をなし、金剛薬叉の〔印とマン

トラ〕によって一切の障礙の破壊と牆と網をなして、三昧耶金剛拳をもって曼荼羅の諸門を

縛し、二文字（oµ †uµ）の甲冑によって一切の守護者たちを守護し、閼伽水の施与〔など〕

の以前になした
1
各尊の三昧耶の印等をもって〔曼荼羅を〕見て、

227  ジャハ　フーン　ヴァン　ホーホ　

と唱えつつ、

228  汝は三昧耶なり　

229  我れと汝は三昧耶（平等）なり（H 256）

と、また
2
〔唱えなさい〕。各尊の心真言とマントラを最後に成就し、法〔印〕と羯磨〔印〕

と大印とによって刻印し、印灌頂によって、〔五〕如来を始め賢劫の辺際に至るまで灌頂し

なさい。

そのうち、薩埵金剛〔女〕等の各尊の心真言こそ法印である。金剛薩埵、〔金剛〕宝、〔金

剛〕法、〔金剛〕業の羯磨印と大印は、金剛〔杵〕などの中に入った女身を有し、また、そ

れらは金剛薩埵等の色身を有する。

「左の如来拳を上向きになし、右手の頭指と大指の二本によって
3
小指から始めて開い

て、虚心合掌をなしなさい。」

これは弥勒等〔千仏〕の三昧耶印であり、これらの明〔呪〕は以前に説いた
4
。それらの

その明〔呪〕を舌に置きなさい。その明〔呪〕が彼らの法印である。アハ字によって自身の

心臓に毘首金剛〔杵〕を置き、それら〔弥勒等千仏〕の画像に依拠して大印を結べば、諸々

の羯磨印が生じる。自身の心臓に五峯金剛〔杵〕を想い、画像に依拠してそれら〔千仏〕の

大印を結びなさい。また、同様に、その明〔呪〕は共通である。

【注】1　「閼伽水の施与〔など〕の以前になした」arghadånap∑rvikåbhi˙, いわゆる大

印成就法広大儀則 SVU70 以下。

2　「と、また」iti ca, SVU77, 78 を参照。

3　「右手の頭指と大指の二本によって」dak≈i∫ahastatarjanya∆gu≈†håbhyåm, Tib. 

lag pa g’yas pa’i mthe bong dang mdzub mo gnyis kyi, とあるが、gnyis kyi は

gnyis kyis と instr. に読むべきであろう。

4　「これらの明〔呪〕は以前に説いた」vidyå cai≈åµ p∑rvoktå, 「これらの明〔呪〕」

とは、千仏名のことか。
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209　24） それより、仏陀（毘慮遮那如来）などの一切の大薩薩埵達は集会
より鉤召せられ、また、よく引き入れられ、縛せられ、彼（阿闍梨）

の思いどおりになる［であろう］。
慶喜蔵 　（D 118b4~, P 135a5~）

「それより、仏陀など」云々について、「それより」というのは、諸門に於て鉤

等による事業をなしてから［ということで］、「仏陀など」とは、すなわち、毘盧

遮那を始めとして、賢劫に至るまでの大薩埵をすべて集めて、集会をなさしめる

ことなど如実であるならば、「鉤召され」云々と述べられるのである。

鉤召は金剛鉤によってである。引入は索によってである。縛は鎖によってである。

その自在というのは、その成就者の金剛遍入によって遍入することで、毘盧遮那

等が自分の自在となることである。何故、そのようであるかとならば、それ故、一

切の諸門に於て、鉤等の事業をなしてというのである。

次に、vajrasattva と誦して、金剛宝三昧耶印なるもの、それによって如来た

ちを灌頂することと、弥勒等も亦た、そのもので（D 119a）、灌頂すべきである。

金剛薩埵等は、金剛界自在母等を五仏の印によって灌頂すべきである。

次に、金剛薩埵の曼荼羅の一切の尊に供養の資具を捧げて、十万対の衣、或い

は一万、或いは千対の衣、或いは毘盧遮那等はそれぞれ各一対の衣、それぞれに

間に合わなければ、すべてに共通の一対の衣と、種々なる幔幕と、四隅に種々の

旗を設けることと、傘蓋と幢と旗なども、金剛薬叉［の真言］と金剛薩埵［の真言］

と oµ 字を七度誦して、一切の尊に捧げるべきである。
vajrasphara∫a khaµ と言って、百本の花の枝、或いは四本の花の枝、或い

は一切の花に対しても、金剛火と花の明［呪］を完誦して、一切の妙香と含香等

も金剛薩女と香の明［呪］等を誦し、樟脳と沈香と乳香と旃檀等を伴った薫香の

ために調合した香曩十万、或いは一万、或いは千の香曩、或いは百、間に合わな

ければ十の香曩を金剛火と薫香の明［呪］を完誦して、一切の諸尊に捧げるべき

である。

吉祥印（svastika 卍字）と十万の功徳を有するものを非常に巧妙な飲食と、種々

様々な副食によって満たされた器十万、或いは一万、或いは千、或いは百、或い

は十を金剛火［の明呪］を完誦して、oµ akåro mukhaµ sarvadharmånåm 

ådyanutpannatvåt / と誦して、捧げるべきである。

灯油等は灯火の数千、或いは乃至、四つの大器を満たすことに於て、金剛火と

灯火の明［呪］を誦すことと、vajrasphara∫a khaµ と誦して、一切の尊勝に捧

げるべきである。音楽の楽章千、或いは音楽の楽章十において、降三世の陀羅尼

曼荼羅（D 119b）に説かれる音楽の明［呪］を完誦して、vajrasphara∫a khaµ

と云う［真言］によって捧げるべきである。舞と音楽等による諸々の供養も、oµ

と h∑µ を完誦して捧げるべきである。環釧と耳璫と頂髻と宝冠等も金剛宝の繒

綵によって捧げるべきである。華鬘によって飾り、荘厳して、瓔珞と半瓔珞で荘

厳され、半満月で荘厳された塔門が心地好い鈴などを付けている。また、馬と象

と牛の群をよく観察することなども、h∑µ 字と oµ を完誦して、vajrasphara∫a 

khaµ という［真言］と［伴に］、一切如来に捧げるべきである。

【訳注】SVU187　諸供養（R 大正蔵 18, 248b）　

（1）tata˙ p∑jåµ kuryåd arghaµ dattvå / vastrayugalak≈aµ daßasahasraµ 

sahasraµ ßataµ pratyekaikaµ vå sarvasåmånyam / nånåprakårå∫i vitånåni catu˙kone 

vicitrapatåkåva-saktåni / chattrapatåkåß ca oµkåre∫a vajrasattvena ca saptam 

abhimantrya /

（2）pu≈pav˚k≈aßataµ caturo vå v˚k≈ån sarvapu≈på∫i ca p∑rvavad abhimantrya /

230  oµ vajrasphara khaµ // iti  niryåtayet //

（3）sarvagandhån savåsåµß ca vilepa∫asugandhikån gandhavidyayå / karp∑rågaru-

turu≈kå∫i candanådisaµmißråni dh∑pavidyayåbhimantrya / dh∑pagha†ikålak≈aµ 

daßasahasraµ sahasraµ ßataµ vå daßany∑naµ na kåryam /  

（4）gh˚taprad¥pådilak≈ådisaµkhyaµ prad¥paku∫∂asahasraµ ßataµ daßaku∫∂åni 

catvåri vå / p∑rvavat prad¥pamantre∫åbhimantrya /

（5）svastikam ådita˙ k˚två balyupahåraµ lak≈ar∑pakaµ daßasahasraµ ßataµ 

daßasaµkhyam vå nånåprakårå∫i ca bhak≈yåni p∑rvavad eva /    

231  akåro mukham // ityådinå sarvadevatåbhyåµ niryåtayet /
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（64） （65）

（6）daßavådyasahasrå∫i daßavådyåkåre∫a vådyamudråbhir vajramu≈†ibhyåµ 

karå∆gul¥bhir vådyåbhinaye / daßaprakåra˙ tadyathå v¥∫åva∆ßamurajamukundakåµsi-

bher¥m˚da∆gapa†ahaguñjatimilåbhinayaß ceti /

（7）vådyana†anartakamaku†aka†akakun∂alådip∑jåß ca / oµkåre∫a h∑µkåre∫a 

våbhimantrya nipåtayet / 

（8）tathå pa†åvalambanå kåryå srak cåmaravibh∑≈ita / hårårdhahåraracitårdha-

candropaßobhita / 

turagåhastigoy∑thå  dåtavyåß ca sukalpitå˙ /

tora∫åni ca ramyå∫i  gha∫†ådisahitåni ca // 1 //

（9）tato vajralåsyådibhi˙ saµp∑jya / “sarvasattvårthaµ kurudhvaµ sarvasiddhaye” 

iti / sarvatathågatavijñaptiµ kuryåt //

（1）次に、供養をなしなさい。閼伽水を捧げ、一組の衣服を十万組、一万組、千組、百組、あ

るいは一組ずつを、すべてに共通に〔捧げなさい〕。〔曼荼羅の〕四隅において、様々な種類

の幔や、種々なる幡を懸けなさい。また、傘蓋や幡をオーン字によって、また、金剛薩埵の〔マ

ントラ〕によって、七度び加持して〔掲げなさい〕。

（2）百本の花や樹を、あるいは四本の樹を、またすべての花を以前のように加持して、

230  オーン　金剛周遍よ　カン

と〔唱えて〕献じなさい。

（3）良い薫のすべての香と、良い香りの塗香を、香の明〔呪〕によって〔加持し、捧げなさい〕。

樟脳とアガルと乳香と栴檀等を混ぜ合わせたものを焼香の明〔呪〕によって加持し〔捧げな

さい〕。十万、一万、千、あるいは百の香爐を〔捧げなさい〕。〔その際、〕十より少なくして

はならない。

（4）十万など〔一万、千、百の〕数量の酥灯を満たした千、百、十、あるいは四つの燭

器を以前のように、灯火のマントラによって加持して〔捧げなさい〕。

（5）初めに卍〔菓子〕を供え、十万種、あるいは一万、百、十の数量の献供を、また、種々

の食物を以前のように、

231  ア字は門なり

云々等の〔マントラを唱え〕、一切の諸天に献じなさい。

（6）十種の楽器から成る一万の楽器を、楽器の印、〔すなわち二手〕金剛拳になし、手指

によって楽器を〔打つような〕仕種を〔なして捧げなさい〕。十種とは、すなわち琵琶、簫、太

鼓、小太鼓、鈸、大太鼓、腰鼓、戦鼓、グンジャ、ティミラーの仕種である。

（7）また、楽器と舞と踊と宝冠と釧と耳飾等の供養をオーン字によって、あるいはフーン

字によって加持して献じなさい。

（8）同様に、布を吊るし、払子で飾り、瓔珞や半瓔珞で飾り、半月〔形の飾り〕で荘厳

した花鬘を作りなさい。

また、よく装備された馬や象や牛の群れを捧げなさい。

また、鈴等を付けた美しい塔門を捧げなさい // 1 //
1

（9）次いで、金剛嬉等〔八供養菩薩の印とマントラ〕によって（46a）供養し、「一切の

悉地のために、一切有情の利益をなしたまえ」（H 209 （25））と、一切如来に請願をなしな

さい。

【注】1　一応詩型にしたが、Tib. は詩型になっていない。

209　25） 次に、秘密供養によって、偉大な者たちを伴える［四仏？］を満
足せしめ、“ 彼（阿闍梨）は偉大な者たち（大威徳）を喜ばしめ”

「汝等は、一切の成就のために、一切有情の利益をなしたまえ」と言
うべし。

慶喜蔵 　（D 119b3~, P 136a6~）

次に、八供養と羯磨曼荼羅が説くところの十六供養によって正しく供養して、［金

剛］嬉等の四秘密供養によって曼荼羅の諸尊を喜ばせて、一切如来に対し、阿闍

梨は「一切の悉地を成就せんがために、有情利益をなしたまえ」と勧請すべきで

ある。

次に、他のタントラに説かれる儀則によって、外に神饌を施す。次に、護摩の

儀則によって、吉祥金剛薩埵の真言によって息災護摩を百八なして、吉祥毘盧遮

那等の心呪によっても、焼施を七度捧げるべきである。その後で、曼荼羅を目の

当たりに見るものとなるか、或いは声、或いはお姿等の相を得るものとなるまで、そ

れまで、念誦と観修をなすべきである。

以上は、一切曼荼羅における金剛阿闍梨の事業である。
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（66）

慶喜蔵 　（D 119b3~, P 136b2~）

「一切の曼荼羅に於ける金剛阿闍梨によるこのような事業をなす」というのは、第

四章に説かれる色形の曼荼羅等の一切の曼荼羅において、一切の薩埵の瑜伽の自

性を有する金剛によって暗示された阿闍梨が「金剛阿闍梨」であって、彼は暗示

の義のみを尽すけれども、宝蓮華の（D 120a）阿闍梨等によってもこのように事業

をなすという意味である。

以下灌頂段。

—89—



—155—

執
筆
者
紹
介
（
論
文
掲
載
順
）

田
　
中
　
文
　
雄	

真
言
宗
豊
山
派
総
合
研
究
院
現
代
教
化
研
究
所
所
長

	

東
京
都
江
戸
川
区
　
十
念
寺
住
職

倉	

西	

賢	

亮
（
憲
一
）	
真
言
宗
豊
山
派
総
合
研
究
院
宗
学
研
究
所
研
究
員

	
大
正
大
学
専
任
講
師

	

東
京
都
江
戸
川
区
　
真
光
院
中

横
　
山
　
裕
　
明	

真
言
宗
豊
山
派
総
合
研
究
院
宗
学
研
究
所
研
究
員
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中
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真
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総
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研
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原
稿
応
募
規
程

○
内
　
　
容	

『
豊
山
学
報
』の
伝
統
を
継
承
す
る
学
術
的
な
論
文
、
あ
る
い
は
文
献
資
料
校
訂
（
翻
刻
を
含
む
）・
翻
訳
。

○
応
募
資
格	

大
正
大
学
豊
山
学
会
所
属
の
教
員
。

	
	

真
言
宗
豊
山
派
総
合
研
究
院
所
属
の
者
（
養
成
所
研
修
員
を
除
く
）。

	
	

大
正
大
学
綜
合
佛
教
研
究
所
所
属
の
真
言
宗
豊
山
派
教
師
。

	
	

真
言
宗
豊
山
派
総
合
研
究
院
院
長
ま
た
は
同
研
究
所
長
の
推
薦
を
受
け
た
者
。

○
原
稿
枚
数	

原
稿
用
紙
五
十
枚
以
内
（
資
料
・
図
表
等
を
含
む
）。

○
入
　
　
稿	

編
集
委
員
会
に
よ
る
査
読
の
結
果
、
許
可
を
得
た
者
に
限
っ
て
掲
載
を
認
め
る
。

編
　
集
　
後
　
記

今
年
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が
治
ま
ら
ず
、
宗
務
所
の
閉
鎖
等
も
あ
り
、
す
っ
か
り
コ
ロ
ナ
騒
動
に
翻
弄
さ
れ
て
し
ま
っ

た
が
、
髙
橋
尚
夫
、
田
中
文
雄
、
倉
西
賢
亮
（
憲
一
）、
横
山
裕
明
の
四
先
生
よ
り
玉
稿
を
頂
き
、『
豊
山
学
報
』
第
六
十
四
号
を
無
事
に

発
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

髙
橋
尚
夫
先
生
に
は
、
引
き
続
き
「『
金
剛
頂
経
』
和
訳
（
五
）」
を
ご
寄
稿
い
た
だ
い
た
。
今
回
は
、
前
回
で
完
了
し
た
三
種
三
摩

地
に
続
く
第
四
・
灌
頂
作
法
に
入
り
、
そ
の
中
の
［
一
］
百
八
名
讃
に
よ
る
勧
請
と
［
二
］
金
剛
界
曼
荼
羅
の
図
絵
と
［
三
］
曼
荼
羅

に
お
け
る
阿
闍
梨
の
所
作
と
を
説
く
部
分
に
つ
い
て
、『
金
剛
頂
経
』
本
文
の
梵
文
和
訳
と
、
対
応
す
る
ア
ー
ナ
ン
ダ
ガ
ル
バ
（
慶
喜
蔵
）

と
シ
ャ
ー
キ
ャ
ミ
ト
ラ
（
釈
友
）
の
註
釈
の
主
要
部
分
の
蔵
文
和
訳
を
、
ご
提
示
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、［
二
］
と
［
三
］
に
は
、
梵
文

原
典
が
存
在
す
る
、
ア
ー
ナ
ン
ダ
ガ
ル
バ
（
慶
喜
蔵
）
撰
の
『
サ
ル
ヴ
ァ
ヴ
ァ
ジ
ュ
ロ
ー
ダ
ヤ
（
一
切
金
剛
出
現
）』
よ
り
対
応
す
る
部
分

の
梵
文
と
そ
の
和
訳
が
附
さ
れ
て
い
る
。
今
回
で
、
真
言
宗
が
所
依
と
す
る
不
空
訳
の
三
巻
本
『
金
剛
頂
経
』
の
第
二
巻
ま
で
完
成
し

た
こ
と
に
な
る
が
、
髙
橋
先
生
に
は
、
三
巻
本
、
さ
ら
に
は
四
大
品
の
翻
訳
の
完
成
と
い
う
壮
大
な
偉
業
を
無
事
成
就
さ
れ
る
こ
と
を

心
よ
り
お
祈
り
す
る
。

田
中
文
雄
先
生
は
、
仏
教
と
比
較
し
つ
つ
、『
道
蔵
』
お
よ
び
蔵
外
文
献
を
駆
使
し
て
、
道
教
に
お
け
る
十
王
信
仰
と
儀
礼
の
成
立
過

程
を
精
緻
に
解
明
さ
れ
て
い
る
。『
道
蔵
』
に
は
、
仏
教
の
十
王
信
仰
を
取
り
入
れ
た
、
閻
摩
を
始
め
と
す
る
十
王
に
よ
る
死
者
の
審
判

と
い
う
十
王
法
事
の
信
仰
と
、
こ
れ
に
基
づ
く
十
回
の
追
善
・
逆
修
の
法
要
儀
礼
に
、
道
教
の
神
で
あ
る
真
君
名
と
天
尊
名
を
関
連
さ

せ
て
説
く
文
献
が
存
在
す
る
。
ま
た
、
十
王
お
よ
び
真
君
の
名
前
は
現
れ
な
い
が
、
追
善
法
要
に
お
い
て
こ
の
天
尊
を
十
方
に
配
し
て

礼
拝
す
る
儀
礼
を
説
く
文
献
も
み
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
蔵
外
文
献
に
は
、
十
方
に
忌
日
・
真
君
・
天
尊
・
十
王
が
配
当
さ
れ
た
十
王
法

要
儀
礼
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
方
位
の
重
視
が
、
道
教
に
お
け
る
十
王
信
仰
と
儀
礼
の
特
色
を
形
成
し
た
こ
と
を
明

か
さ
れ
て
い
る
。

数
珠
は
普
段
か
ら
馴
染
み
が
深
い
が
、
イ
ン
ド
の
後
期
密
教
に
お
い
て
こ
の
数
珠
が
ど
の
よ
う
に
発
展
展
開
し
た
か
に
つ
い
て
、
倉

西
賢
亮
（
憲
一
）
先
生
よ
り
大
変
興
味
深
い
研
究
報
告
を
頂
い
た
。
倉
西
先
生
は
科
研
費
の
助
成
を
受
け
て
、精
力
的
に
『
サ
ン
ヴ
ァ
ロ
ー

ダ
ヤ
タ
ン
ト
ラ
』
と
そ
の
註
釈
書
で
あ
る
『
パ
ド
ミ
ニ
ー
』
の
研
究
に
取
り
組
ま
れ
て
い
る
。『
サ
ン
ヴ
ァ
ロ
ー
ダ
ヤ
タ
ン
ト
ラ
』
は
サ

ン
ヴ
ァ
ラ
系
密
教
の
基
本
的
文
献
で
あ
り
、全
三
十
三
章
の
う
ち
の
、第
十
二
章
に
は
数
珠
の
作
成
法
や
使
用
法
な
ど
が
説
か
れ
て
い
る
。

未
だ
校
訂
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
第
十
二
章
に
つ
い
て
、
四
本
の
梵
文
写
本
と
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
等
を
用
い
て
厳
密
に
文
献
操
作
を
施
し
た
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『
豊
山
学
報
』
編
集
委
員
会

委
　
員
　
長	

木	

村	

秀	

明
（
宗
学
研
究
所
所
長
）

委
　
　
員	

藤	

田	

祐	

俊
（
宗
学
研
究
所
常
勤
研
究
員
）

	

石	

井	

祐	

聖
（
事
相
研
究
所
所
長
）

	

田	

中	

康	

寛
（
事
相
研
究
所
常
勤
研
究
員
）

	

名	

取	

芳	

彦
（
布
教
研
究
所
所
長
）

	

田	

中	

宥	

弘
（
布
教
研
究
所
常
勤
研
究
員
）

	

田	

中	

文	

雄
（
現
代
教
化
研
究
所
所
長
）

	

守	

　	

祐	

順
（
現
代
教
化
研
究
所
常
勤
研
究
員
）

校
訂
テ
キ
ス
ト
と
そ
の
和
訳
を
提
示
し
、
さ
ら
に
『
パ
ド
ミ
ニ
ー
』
の
該
当
す
る
部
分
の
厳
格
な
梵
文
校
訂
テ
キ
ス
ト
と
和
訳
も
ご
提

示
頂
い
た
。

横
山
裕
明
先
生
か
ら
も
、
イ
ン
ド
密
教
の
梵
文
写
本
を
扱
っ
た
原
稿
を
寄
稿
し
て
頂
い
た
。
横
山
先
生
が
取
り
上
げ
た
『
底
哩
三
昧

耶
王
成
就
法
』
は
、
弘
法
大
師
が
「
底
哩
三
昧
耶
経
」
と
し
て
請
来
さ
れ
、
不
動
讃
の
典
拠
と
も
さ
れ
る
不
空
訳
『
不
動
使
者
念
誦
法
』

と
も
関
係
の
深
い
文
献
で
あ
る
。
一
世
紀
ほ
ど
前
に
梵
文
の
校
訂
本
が
公
刊
さ
れ
て
い
た
が
、
新
た
に
四
本
の
梵
文
写
本
を
参
照
し
、

さ
ら
に
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
も
用
い
て
、
最
新
の
文
献
学
の
成
果
を
反
映
し
た
、
よ
り
精
度
の
高
い
緻
密
な
再
校
訂
が
な
さ
れ
て
い
る
。
今

回
は
、全
体
の
三
分
の
一
ほ
ど
に
つ
い
て
、梵
文
と
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
の
校
訂
テ
キ
ス
ト
を
提
示
し
た
後
、そ
の
和
訳
を
掲
載
し
て
頂
い
た
。

最
後
に
、
全
て
の
原
稿
に
目
を
通
し
て
頂
い
た
髙
橋
尚
夫
総
合
研
究
院
院
長
と
小
林
政
彦
教
化
セ
ン
タ
ー
長
を
は
じ
め
、
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
騒
動
の
中
で
ご
尽
力
い
た
だ
い
た
教
化
セ
ン
タ
ー
の
事
務
担
当
の
各
位
と
制
作
担
当
の
ノ
ン
ブ
ル
社
に
、
そ
し
て
玉
稿
を
頂
い

た
先
生
方
に
、
心
よ
り
感
謝
し
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

な
お
、
前
の
第
六
十
三
号
の
編
集
後
記
中
の
誤
記
を
、
真
言
宗
豊
山
派
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
総
合
研
究
院
リ
ポ
ジ
ト
リ
の
電
子
版
に
お

い
て
訂
正
さ
せ
て
頂
い
た
。

	

（
Ｓ
．
Ｋ
．
記
）
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三
年
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究
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〇
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京
都
文
京
区
大
塚
五
丁
目
四
〇
番
八
号

真
言
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